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平成21年６月24日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第10号 みつばち転飼取締条例の一部を

改正する条例

○議案第13号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第３号）

○議案第17号 宮崎県森林整備加速化・林業再

生基金条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて（平成20年度一般会計補

正予算（第６号 ））

○報告事項

・県が出資している法人の経営状況について

社団法人宮崎県林業公社（別紙10）

財団法人宮崎県環境整備公社（別紙11）

社団法人宮崎県農業振興公社（別紙14）

（ ）財団法人宮崎県内水面振興センター 別紙15

・平成20年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙18）

○環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

○その他報告事項

・県庁の環境マネジメントシステムについて

・森林・林業長期計画策定事業について

・植栽未済地対策の取組状況について

・平成20年度「大気及び水質の測定結果」等に

ついて

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・企業等が行う森林整備にかかるＣＯ 森林吸収２

量認証制度について

・総合評価落札方式の改正について

・乾しいたけ品評会等について

・新たな「農業・農村振興長期計画」及び「水

産業・漁村振興長期計画」の策定について

・農業農村整備事業独自の総合評価落札方式に

ついて

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

委 員 河 野 哲 也

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

豊 島 美 敏
環境森林部次長
（ 総 括 ）

黒 木 由 典
環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

飯 田 博 美
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 水 垂 信 一

堤 義 則
部 参 事 兼
環 境 管 理 課 長

環境対策推進課長 大 坪 篤 史

自 然 環 境 課 長 河 野 憲 二

森 林 整 備 課 長 徳 永 三 夫

山村・木材振興課長 森 房 光

木材流通対策監 小 林 重 善

工 事 検 査 監 濵 砂 金 徳
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農政水産部

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

緒 方 哲
農政水産部次長
（ 総 括 ）

原 川 忠 典
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

関 屋 朝 裕
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

加勇田 誠
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 土 屋 秀 二

農業改良対策監 井 上 裕 一

消費安全企画監 小 川 雅 行

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 山 本 慎一郎

家畜防疫対策監 児 玉 州 男

矢 方 道 雄
部 参 事 兼
農 村 計 画 課 長

国営事業対策監 三 好 亨 二

農 村 整 備 課 長 西 重 好

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 坂 元 政 嗣

総合農業試験場長 村 田 壽 夫

県立農業大学校長 米 良 弥

畜 産 試 験 場 長 荒 武 正 則

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

ただいまから環境農林水産○外山 衛委員長

常任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付いたしました日程案のとお

りでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山 衛委員長

をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

本委員会に付託をされました議案、報告事項

等の説明を求めます。なお、委員の質疑は、執

行部の説明がすべて終了した後にお願いをいた

します。

環境森林部です。よろし○吉瀬環境森林部長

くお願いします。

説明に入ります前に、一言だけお礼を申し上

げます。去る６月５日に開催されました「第54

回宮崎県乾しいたけ品評会表彰式」につきまし

て、外山委員長、松村副委員長を初め、多くの

議員の皆様に御出席をいただきまして、まこと

にありがとうございました。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております委員会資料の表紙

をごらんいただきたいと思います。本日は、予

算議案が２件、特別議案が１件、報告承認事項

が１件、報告事項が３件、その他の報告事項が

８件でございます。

１ページをお開きいただきたいと思います。

まず、予算議案といたしまして、議案第１号

「平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第２
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号 、そして、国の経済・雇用対策の実施に伴）」

う補正といたしまして、追加提案いたしており

ます議案第13号「平成21年度宮崎県一般会計補

正予算（第３号 」についてであります。）

その下に、平成21年度環境森林部歳出予算の

課別の表をつけておりますので、ごらんいただ

きたいと思います。この表は、議案第１号と議

案第13号に関します歳出予算を課別に集計した

ものでございます。このうち、議案第１号に関

します一般会計の補正につきましては、表の中

ほど、補正額Ｂの欄に掲げておりますが、トー

タルいたしますと、小計のところを見ていただ

きますと、９億5,506万2,000円の増額をお願い

しております。また、議案第13号に関する一般

会計の追加補正につきましては、同じく追加補

正額、右側のＣの小計の欄にございますよう

に、24億1,231万1,000円の増額をお願いしてお

ります。この結果、補正額と追加補正額を合わ

せました補正後の一般会計予算額は、その右側

に書いてありますように258億6,463万9,000円と

なりまして、環境森林部の一般会計と特別会計

を合わせました補正後の予算額は、その一番下

の欄 合計の欄にございますように 264億4,788、 、

万6,000円となります。

再度資料の表紙に戻っていただきたいと思い

ますが、２番目の特別議案であります。特別議

案につきましては、議案第17号「宮崎県森林整

備加速化・林業再生基金条例」についてお願い

しております。この条例は、間伐等の森林整備

の加速化と間伐材等の森林資源を活用しました

林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため

に、まず、基金の創設をお願いするものでござ

います。

次の、Ⅲ、報告承認事項につきましては、専

決処分の承認を求めることでございますが、中

身は、産業廃棄物税の基金と森林環境税基金の

積み立てにつきまして、地方自治法第179条第３

項の規定によりまして、専決処分の承認をお願

いするものでございます。

次の、Ⅳの報告事項につきましては、財団法

人宮崎県環境整備公社と社団法人宮崎県林業公

社の平成20年度の事業報告及び平成21年度事業

計画の報告とあわせまして 環境森林部の平成20、

年度繰越明許費について御報告させていただき

ます。

、 、 、次の Ⅴ その他の報告事項につきましては

県庁の環境マネジメントシステムを初め、合わ

せて８項目について御報告をいたしたいと思っ

ています。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課長等から説明を申

し上げますので、よろしくお願いいたします。

それでは、環境森林課の○飯田環境森林課長

平成21年度６月の補正追加分の予算について御

説明をさせていただきます。

お手元の資料の歳出予算説明資料（議案第13

号）というのがお手元にあると思いますので、

それの赤いインデックスの環境森林部の次の青

いインデックス、環境森林課。議案第13号と書

いてあるほうでございます。

それでは、説明させていただきます。ページ

でいいますと、31ページをごらんください。今

回お願いしております補正は、国の経済・雇用

対策の実施に伴う補正でありまして、左から２

列目の補正額の欄にありますように、一般会計

で779万8,000円の増額であります。この結果、

補正後の予算額は、右から３列目の補正後の額

の欄にありますように、28億3,253万5,000円と

なります。

、 。それでは 事業について御説明をいたします
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１枚お開きいただきまして、33ページをごらん

いただきたいと思います。

上から５段目の（目）環境保全費の（事項）

環境保全推進費でありますが、419万8,000円の

増額であります。これは、中央保健所と高千穂

保健所の公用車をハイブリッド車に更新するた

めの経費であります。

次に、その下の（目）林業振興指導費の（事

項）林業普及指導費でありますが、360万円の増

額であります。説明欄の１、多様な森林づくり

普及推進事業につきまして、お手元に配付して

おります環境農林水産常任委員会資料で御説明

いたしますので、申しわけございませんが、環

境農林水産常任委員会資料の５ページをお開き

いただきたいと思います。

この事業は、１の事業の目的にありますよう

に、本県の民有人工林の約６割が標準伐期齢を

超えておりますことから、森林資源の平準化を

図るため、高齢級間伐による長伐期施業への移

行を推進するものであります。

内容は、２、事業の概要の（４）の事業内容

にありますように、長伐期施業技術の普及・定

着を図るため、県内６カ所に多様な森林づくり

モデル林を設置するものであります。

補正予算については以上であります。御審議

のほどよろしくお願いします。

続きまして、同じ委員会資料でございます

が、19ページをごらんください。これにつきま

しては、平成20年度の繰越明許費について御説

明をさせていただきます。昨年の台風などによ

り工法等の検討に日時を要したことや、国の補

正予算の関係などによりまして、表にございま

すような繰り越しが生じたところであります。

その内容は 自然環境課 森林整備課及び山村・、 、

木材振興課所管事業でありまして、合わせて15

件、繰越額が31億1,394万4,000円で、118カ所と

なっております。

環境森林課からの説明は以上でございます。

それでは、環境対策○大坪環境対策推進課長

推進課につきまして３点ほど御説明をいたしま

す。

まず、１点目は、補正予算案についてでござ

いますが、もう一つ別のほうの６月補正の歳出

。予算説明資料をごらんいただきますでしょうか

これの青いインデックスで環境対策推進課とさ

れておりますが、そこのところですが、35ペー

ジになりますけど、ごらんいただきますか。

今回お願いしておりますのは、左から２列目

の補正額の欄にございますように、一般会計で

６億8,000万円の増額補正でございます。この結

果、右から３列目、補正後の額は11億9,399

万7,000円となります。

内容について若干御説明します。１枚めくっ

ていただきまして37ページのほうをごらんくだ

。 、 （ ）さい 今回の補正は 中ほどにございます 目

環境保全費の中の（事項）産業廃棄物処理対策

推進費の６億8,000万円であります。これは、宮

崎県環境整備公社が本年３月から着手しており

ますエコクリーンプラザみやざきの浸出水調整

池の補強工事に要する費用につきまして、県と

関係市町村 関係11市町村ですが 総額13億6,000、 、

万円を折半して立てかえまして、公社に無利子

で貸し付けるものでございます。

最終的な費用負担につきましては、今後の法

的な手続を経まして、責任の所在等踏まえなが

ら協議することとしておりますが、現時点では

どの程度の期間を要するかわかりませんので、

最終的な負担割合が決定するまでの間、公社か

らは年度末に全額を一たん償還させまして、県

は新年度当初に再度貸し付けると、そんなふう
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な手続を毎年度行ってまいりたいというふうに

考えております。

次に、２点目ですが、報告承認事項の専決処

分の承認を求めることについて御説明いたしま

す。お手数ですが、環境森林部の常任委員会資

料にお戻りいただきますでしょうか。常任委員

会資料のほうの16ページになります。

専決処分の承認を求めることについて （１）、

の産業廃棄物税基金積立金の執行に伴う補正で

ございます。20年度の産業廃棄物税の税収等が

確定しましたことから、積立金1,732万6,000円

を補正するものでございます。この結果、20年

度の産業廃棄物税基金への積立額は、補正後の

額になりますが、２億7,065万9,000円となりま

す。

それから、委員会資料の17ページのほうをご

らんいただきますでしょうか。３点目になりま

すが、報告事項の１、財団法人宮崎県環境整備

。 、公社について御説明をいたします この公社は

そこの沿革にありますように、平成７年３月に

設立をされまして、エコクリーンプラザみやざ

きの運営を通して （２）の設立目的にあります、

ように、産業廃棄物や一般廃棄物の処理等の事

業を行うことによりまして、本県のすぐれた自

然環境の保全や県民の生活環境の保全等に取り

組んでいるものでございます （３）から（５）。

の組織や基本財産、事業につきましては、そこ

に記してあるとおりでありますが、詳細につき

ましては、別途報告書がございますので、そち

らのほうで御説明をしたいと存じます。

何度も恐縮ですが、今度は、平成21年６月定

例県議会の提出報告書をごらんいただきますで

しょうか。79ページになります。

財団法人宮崎県環境整備公社の平成20年度の

事業報告書でございますが、まず、公社では、

１の事業概要にありますように、県央地区11市

町村の一般廃棄物の広域処理並びに県内の産業

。 、（ ）廃棄物の処理を行ってまいりました また ２

の諸課題の解決につきましては、浸出水調整池

の破損等を受けまして、①の安心・安全なシス

テムの構築ですとか、②の組織の全体的な見直

しと活性化、さらに③の原因のさらなる解明と

責任の所在の明確化につきまして、それぞれ記

載されていますとおり事業に取り組んだところ

でございます。

それから、80ページをごらんいただきますで

しょうか。２の事業実績につきましては、表の

中に整理してありますように、一般廃棄物や産

業廃棄物の処理を初めとしまして、廃棄物に対

します普及啓発事業ですとか、温浴施設の管理

運営、さらには周辺環境整備事業を行ったとこ

ろでございます。

それから、右の81ページから93ページにかけ

ましては、財務資料を添付しておりますけれど

も、81ページの総括表で簡潔に御説明をしたい

と存じます。

、81ページの貸借対照表の総括表ですけれども

まず、Ⅰの資産の部ですが、１の流動資産につ

きましては、現金預金とか未収金等でありまし

て、下のほう、流動資産の合計欄、線で囲まれ

たところですが、合計で12億9,934万円余となっ

ております。それから、２の固定資産ですが、

固定資産につきましては、ずっと下のほうをご

らんいただきまして資産の合計の欄ですけれど

も、29億1,966万円余、資産の合計としまして

は、42億1,900万円余となっております。

それから、Ⅱの負債の部ですけれども、１の

流動負債が、未払い金などで合計８億3,988万円

余 ２の固定負債が 長期借入金などで合計が18、 、

億9,328万円余、その結果、負債の合計、その下
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、 。の欄ですが 27億3,317万円余となっております

、 、次に その下のⅢの正味財産につきましては

、 、下から２段目ですが 合計で14億8,583万円余で

この結果 一番下の負債及び正味財産の合計は42、

億1,900万円余となっております。

それから、飛んでいただきまして94ページを

ごらんいただきますでしょうか。平成21年度の

事業計画書でございます。

まず、１の事業概要についてでありますけれ

ども、日常の廃棄物の適正処理につきまして、

自然環境や生活環境の保全に留意しながら、日

常のごみ処理に支障を来さないよう適切な処理

を行うことといたしております。また （２）諸、

課題の解決につきましては、昨年度に継続しま

して、①から③の事項について取り組むことと

いたしております。

さらに、２の事業計画につきましても、昨年

度とほぼ同様ですけれども、そこに記していま

すように、一般廃棄物や産業廃棄物の処理を初

めとしまして、諸事業に取り組むことといたし

ております。

それから、96ページをごらんいただきますで

しょうか。96ページが収支予算書の総括表でご

ざいます。

まず、事業活動収支でありますけれども、１

の事業活動収入につきましては、大きなものと

しまして、②の補助金等収入、③の廃棄物の処

理収入等がございます。そうしまして、合計と

しましては、線で囲まれていますけれども、28

億4,153万円余となっております。

これに対しまして、２の事業活動支出ですけ

れども、①の管理運営費、②の施設運転管理事

業費、右側の97ページになりますけど、③の産

業廃棄物処理事業費等々、合計しまして、事業

活動の支出計ですけれども、線で挟まれたとこ

ろですが、29億5,263万円余、そして、収支差額

は、その下の１億1,110万円余のマイナスとなっ

ております。

さらに、その下の投資活動収支につきまして

は、それぞれ収入ですとか支出とかございます

けれども、合計しますと、投資活動の収支差額

額ですけれども、７億6,490万円のマイナス、そ

、 、れから その下の財務活動収支もそれぞれ収入

支出ございますけれども、合計しますと、下か

ら５段目になりますけれども、差額が８億6,808

万円余となっております。

、 、この結果 下から３段目になりますけれども

当期の収支差額は1,230万円のマイナスとなって

おります。ただ、その下ですが、前期の繰越収

支差額が1,231万円余ございますので、次期繰越

収支差額は、一番下の１万5,000円となったとこ

ろでございます。

その次の98ページ以降につきましては、それ

ぞれの会計の内訳となっておりますので、説明

は省略をさせていただきます。

環境対策推進課につきましては以上でござい

。 。ます 御審議のほどよろしくお願いいたします

。○河野自然環境課長 自然環境課でございます

当課の６月補正追加分の予算につきまして御説

明いたします。

お手元の平成21年度６月補正歳出予算説明資

料、議案第13号のほうでございます。青いイン

デックスの自然環境課のところ、35ページにな

りますが、ごらんいただきたいと思います。

今回の補正は、国の経済・雇用対策の実施に

伴うものでありまして、左から２列目の補正額

の欄にございますように、一般会計で２億511万

円をお願いしております。この結果、補正後の

予算額は、右から３列目の補正後の額にありま

すように、合計で47億8,698万4,000円となりま
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す。

それでは、事業について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして37ページをごらん

いただきたいと思います。

（ ） 。４行目の 目 林業振興指導費でございます

その下の行の 事項 環境緑化推進事業費で2,236（ ）

万円の増額をお願いしております。これは宮崎

の県の木でありますフェニックスが、近年、害

虫ヤシオオサゾウムシによります食害を受け、

枯死に至る木が発生しているため、県下一斉に

専門家による被害状況調査を行いまして、被害

木の徹底駆除により、被害の蔓延防止を目的と

いたしまして一斉伐倒駆除を行うものでありま

す。

次に、中ほどの（目）治山費でございます。

その下にあります 事項 県単治山事業費で6,000（ ）

万円の増額をお願いしております。これは、国

庫補助の対象とならない小規模な箇所の災害復

旧などを行うものであります。

続きまして （事項）県単補助治山事業費、

で5,000万円の増額をお願いしております。これ

は、市町村が実施する小規模な箇所の災害復旧

などに対しまして補助を行うものであります。

、 、（ ） 。次に 一番下の行 目 狩猟費でございます

１枚めくっていただきまして38ページをごらん

いただきたいと思います。一番上の行 （事項）、

鳥獣管理費で7,275万円の増額をお願いしており

ます。説明欄にあります○特定鳥獣（シカ）適新

正管理支援事業でございますが、詳細につきま

しては、お手元の環境農林水産常任委員会資料

で御説明をさせていただきます。

委員会資料の７ページをお開きいただきたい

と思います。

１の事業の目的にありますように、この事業

は、シカによる農林作物被害が近年増加し、農

家や林家の生産意欲の低下を招く一因ともなっ

ておりますことから、個体数調整のためのシカ

の特別捕獲を支援し、被害の軽減を図るもので

あります。

右側の８ページをごらんいただきたいと思い

ます。一番上の１のシカ被害額等の推移にあり

ますように、平成18年度までの被害額は3,000万

から5,000万円で推移しておりましたが、平成19

年度には8,000万を超えるなど被害が急増してお

ります。また、表の一番下にありますとおり、

。シカの推定生息数も年々増加してきております

その下の２のシカ被害対策のフロー図にあり

ますように、ニホンジカの適正な保護管理を行

うため、被害防除と個体数調整の２つを柱に対

策に取り組んでおりますが、今回、個体数調整

の一つとして新たに、太ゴチックで書いており

ます「特別捕獲」に取り組むものであります。

恐れ入ります。左側の７ページにお戻りいた

だきまして、内容でございますが、２の事業の

概要の（４）の事業の内容にありますように、

アの適正管理計画の策定では、学識経験者など

で構成します検討委員会において適正管理計画

（案）を策定いただきまして、自然環境審議会

の答申を経てこれを決定いたします。イの個体

数調整のためのシカの特別捕獲に対する助成で

は、適正管理計画に基づいて、各地域での捕獲

実施協議会が行います特別捕獲に対しまして、

市町村が１頭当たり8,000円以上を補助する場合

に、県が１頭当たり5,500円を定額補助するもの

であります。

補正予算につきましては以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

続きまして、報告承認事項について御説明し

ます。

資料の16ページをお開きいただきたいと思い
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ます。専決処分の承認を求めることについての

（２）の森林環境税基金積立金の執行に伴う補

正であります。森林環境税基金積立金につきま

しては、ことし２月の議会で補正をお願いした

ところでありますが、３月末の時点で税収額が

増加しましたことから、積立金310万8,000円を

補正したものであります。この結果、平成20年

度の森林環境税基金への積立金は、合わせまし

て２億7,785万4,000円となったところでありま

す。

説明は以上でございます。

。○徳永森林整備課長 森林整備課でございます

まず初めに、当課の補正予算について御説明

いたします。

何度も済みませんが、歳出予算説明資料の議

案第13号と書いていないほうをお願いいたしま

す。森林整備課の39ページをお願いします。

今回の補正は、国の経済・雇用緊急対策に伴

いまして補正をするものでありまして、左から

２列目の補正額の欄にありますように、一般会

。 、計で２億7,506万2,000円であります この結果

右から３列目、補正後の額は110億4,672万3,000

円となります。

41ページをお開きください。補正の内容であ

りますが ４行目の 目 林業振興指導費の 事、 （ ） （

） 、項 県営林機能強化促進事業費で２億1,000万円

その下の（目）造林費の（事項）植栽未済地造

林緊急特別対策事業費で6,506万2,000円であり

ます。事業の詳細につきましては後ほど御説明

いたします。

恐れ入りますが、次に、６月追加補正につい

て御説明いたします。議案第13号と書いてあり

ます予算説明資料の森林整備課で、39ページを

お開きください。

追加補正につきましても、国の経済・雇用対

策に伴うものでありまして、左から２列目の補

正額の欄にありますように、一般会計で６億369

。 、 、万8,000円であります この結果 右から３列目

補正後の額は116億5,042万1,000円となります。

41ページをお開きください。追加補正の内容

、 （ ） （ ）でありますが ４行目の 目 造林費の 事項

森林機能保全対策総合整備事業費で２億8,450万

円、その下 （目）林道費の（事項）県単林道事、

業費で３億1,919万8,000円であります。これら

の事業は、主に今回創設をお願いしております

宮崎県森林整備加速化・林業再生基金を活用い

たしまして、地球温暖化防止対策のための間伐

の集中的な実施と作業道の整備を行うものであ

ります。

それでは、補正予算に係る新規事業について

御説明いたします。恐れ入りますが、委員会資

料の２ページをお開きください。県民の森施設

整備事業についてであります。

この事業は、地域活性化生活対策基金を活用

いたしまして、１の事業の目的にありますよう

に、県西地域の観光拠点の一つとなっておりま

、すひなもり台県民ふれあいの森等におきまして

施設のリニューアルによる利用促進と、太陽光

発電施設の設置による地域経済の活性化を図る

ものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額２

億1,000万円で （４）の事業内容にありますよ、

うに、①の県民の森施設のリニューアルといた

、 、しまして 右のページの写真にありますように

森林学修展示館やオートキャンプ場施設の修繕

等を行うこととしております また ②のクリー。 、

ンエネルギーの普及拠点施設の整備といたしま

して、50キロワット級の太陽光発電施設を整備

するものであります。

次に、４ページをお開きください。間伐等促
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進事業であります。

この事業は、ふるさと雇用再生特別基金を活

用いたしまして、１の事業目的にありますよう

に、地球温暖化防止対策として間伐を集中的に

実施するとともに、雇用の創出を図るものであ

ります。

２の事業の概要でありますが、予算額6,506

万2,000円で、平成21年度からの３カ年間、森林

組合へ委託し、実施することとしております。

（４）の事業内容でありますが、県下８つの森

林組合に新規雇用者２名を含む３名の間伐等促

進班を設置いたしまして、活動の内容にありま

すように、森林の現況調査を行うとともに、森

林所有者への制度事業の周知や作業計画の提案

を行い、間伐の促進を図るものであります。

なお、新規雇用者の採用に当たりましては、

林業への就業を希望する方を優先的に採用いた

しまして、森林組合等への継続的な就業につな

げるため、技術習得のための実務研修をあわせ

て実施することといたしております。

補正予算につきましては以上であります。

続きまして、宮崎県林業公社の平成20年度事

業報告等について御報告させていただきます。

恐れ入りますが 定例県議会提出報告書の69ペー、

ジをお開きください。なお、林業公社の概要に

つきましては、委員会資料の18ページに記載し

ておりますので、あわせてごらんいただきたい

と思います。

それでは、69ページ、平成20年度事業報告で

あります。

林業公社は、平成19年度に新たに策定いたし

ました経営方針及び第３期経営計画に基づき、

現在、全力で経営改善に取り組んでいるところ

であります。

次に、70ページをお開きください。平成20年

度は、２の事業実績にありますように、各事業

に取り組み、収入の確保に努めるとともに、植

栽未済地の解消等にも取り組んだところであり

ます。

、 、 。次に 71ページ ３の貸借対照表であります

、 、 、まず 表の上段 Ⅰの資産の部でありますが

１の流動資産と２の固定資産を合わせた資産合

計は 表の中ほどにありますように 365億7,105、 、

万円余でありまして、その内訳の大半が、その

６行上にあります357億3,036万円余の森林勘定

であります。

次に、Ⅱの負債の部でありますが、１の流動

負債と２の固定負債を合わせた負債合計は、383

億7,283万円余で、その大半は、その８行上にあ

ります政策金融公庫等からの338億7,136万円余

の長期借入金であります。

次に、Ⅲの正味財産の部であります。正味財

産は、表の下から２行目にありますように、マ

イナス18億177万円余であります。したがいまし

て、負債及び正味財産は、一番下にありますよ

うに、365億7,105万円余となっております。

次に、72ページをお開きください。Ⅳの正味

財産増減計算書であります。

、 、まず １の正味財産増減の部につきましては

表の下から８行目にありますように、伐採した

森林にこれまで投資した経費の売り上げ原価に

見合った収入が得られなかったこと等によりま

して、当期一般正味財産増減額がマイナス４

億9,935万円余となっております。その下の一般

正味財産期首残高がマイナス13億242万円余であ

りますので、次の一般正味財産期末残高及び表

の一番下の正味財産期末残高は、マイナスの18

億177万円余となっております。

、次の73ページの５の財産目録につきましては

貸借対照表と同様でありますので、省略させて
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いただきます。

次に 74ページをお開きください ６のキャッ、 。

シュ・フロー計算書であります。

まず Ⅰの事業活動によるキャッシュ・フロー、

は、表の下から11行目にありますように、マイ

ナス３億2,789万円余となっております。次に、

Ⅱの投資活動によるキャッシュ・フローは、次

の75ページの表の上から４行目にありますよう

に、マイナス1,479万円余となっております。ま

、 、た Ⅲの財務活動によるキャッシュ・フローは

表の下から４行目にありますように、２億2,551

万円余となっております。このため、１年間の

資金、現金の増減は、Ⅳの現金及び現金同等物

の増減額にありますように、マイナス１億1,716

万円余となったところであります。この結果、

表の一番下にありますように、期末残高は１

億7,289万円余となっております。

次に、76ページをお開きください。平成21年

度事業計画書であります。

１の基本方針、及び次の77ページ、２の事業

計画にありますように、公社は、第３期経営計

画等に基づきまして一層の経営改善に取り組む

とともに、県の重点施策である植栽未済地対策

や県民参加の森づくり事業等に引き続き取り組

むこととしております。

次に、78ページをお開きください。３の収支

予算書であります。

まず、Ⅰの事業活動収支の部は、表の中ほど

の事業活動収支差額にありますように、マイナ

ス7,671万円余であります。次に、Ⅱの投資活動

収支の部は、表の中ほどから下の投資活動収支

、 。差額にありますように 2,092万円余であります

また、Ⅲの財務活動収支の部は、表の下から４

行目の財務活動収支差額にありますよう

に、3,533万円余となっており、この結果、当期

収支差額はマイナスの2,045万円となり、次期繰

越収支差額は２億8,403万円余となっておりま

す。

森林整備課からは以上であります。

それでは、山村・木○森山村・木材振興課長

材振興課の平成21年度６月補正追加分予算につ

いて御説明いたします。

御面倒ですけれども、表紙に議案第13号と書

いてございます「平成21年度６月補正歳出予算

説明資料」をごらんください。青いインデック

ス、山村・木材振興課のところ、ページでいい

ますと43ページでございます。

今回お願いしております補正は、国の経済危

機対策に伴うものでございまして、左から２列

目の補正額の欄にありますように 一般会計で15、

。億9,570万5,000円の増額をお願いしております

この結果、山村・木材振興課の全体予算額は、

一番上の行、右から３列目にございますとお

り、53億2,300万2,000円となります。

今回の補正内容の事項について御説明いたし

ます。45ページをお開きください。

上から５段目の（事項）林業・木材産業構造

改革事業費14億7,400万円の増額でございます。

これは、国の全額補助であります森林整備加速

化・林業再生事業補助金の決定に伴う補正でご

ざいますが、事業内容等につきましては、関連

条例とあわせまして、後ほど環境農林水産常任

委員会資料により御説明させていただきます。

次に、下のほう （事項）木材産業振興対策、

費7,300万円の増額、及び一番下の（事項）木製

材品普及促進費4,870万5,000円の増額でござい

ます。これは新たな経済・雇用対策の実施に伴

う補正でございますが、この事業内容等につき

ましても、後ほど環境農林水産常任委員会資料

で御説明させていただきます。
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それでは、御面倒ですけれども、常任委員会

資料の15ページをお開きください。

特別議案、議案第17号「宮崎県森林整備加速

」 。化・林業再生基金条例 についてでございます

まず （１）の目的でございますが、この条例、

は、国の経済危機対策として創設されました森

林整備加速化・林業再生事業費補助金を活用い

たしまして、京都議定書の目標達成に向けた森

林吸収源対策の推進、それから、木材・木質バ

イオマス資源を活用した低炭素社会の実現を図

ることを目的に、間伐等の森林整備の促進や林

業・木材産業の再生に必要な事業を実施する財

源として積み立てるために基金を設置するもの

であります。

（２）の基金の概要でありますが、国からの

補助金10億円を基金に積み立てまして、②及び

③にありますように、平成21年度から23年度ま

での３カ年にかけて、基金を取り崩しながら必

要な事業の財源に充てていくものであります。

事業の構成を（３）に記載しております。

また、施行期日は（４）にありますように、

公布の日から施行することとしております。

次に、資料の９ページをお開きください。新

規事業、森林整備加速化・林業再生事業につい

て、いわゆる緑の産業再生プロジェクトについ

て御説明をいたします。

１の事業の目的につきましては、ただいま御

説明いたしました基金条例と同様でございます

ので、省略させていただきます。

次に、２の事業の概要でございますが、予算

額は、森林整備課の執行分と合わせまして20

億150万円をお願いしております。現在、市町村

や林業・木材産業関係者に対しまして要望調査

を行っているところでございますが、今回の補

正におきましては、国から１次配分として10億

円の内示をいただいております。このため、①

、にあります10億円を基金に積み立てるとともに

②にありますように、事業実施に必要な予算と

して10億円を計上しております。なお、150万円

につきましては、基金の運用利子として見込ん

でおります。

（４）の事業内容でございますが、まず、①

のプロジェクト推進費によりまして、右ページ

、１の事業の進め方にも記載しておりますように

市町村や林業・木材産業関係者で構成します協

議会の意見や要望を参考に、県が全体事業計画

を策定いたしまして、その計画に基づいて、２

の事業イメージにありますような②から⑦まで

の各事業を３カ年間で実施していくものでござ

います。

まず、間伐の森林整備につきましては、事業

内容の②により、間伐の推進、森林境界の明確

化に加えまして、③によりまして、森林内の路

網を整備し、低コスト林業の推進に努めること

にしております。次に、④から⑦の間伐材の有

効利用等につきましては、④により、伐採・搬

、出・加工の各分野でのコスト低減に向けまして

イメージ写真にありますような高性能林業機械

の導入あるいは木材加工施設等の整備について

支援しますとともに、⑤に記載しておりますけ

、 、れども 木質バイオマスの利用促進を図るため

定額方式によります加工利用施設の整備、ある

いは燃料となる間伐材等の安定供給コストを支

援することにしております。さらに⑥によりま

して、公共施設の木造化・木質化を支援します

とともに、⑦によりまして、間伐材の運搬コス

トあるいは間伐材等購入資金の利子助成を行い

まして、県産材の需要拡大、間伐材の有効利用

に積極的に取り組むこととしております。

次に、１枚おめくりいただきまして11ページ
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でございます。

新規事業、間伐材等需給安定緊急対策事業に

ついてでございます。

昨年の秋口以降、我が国の経済は急激に落ち

込んできておりまして、そのあおりをうけまし

て住宅着工戸数が大幅に減少しまして、木材の

需要あるいは木材価格ともに大変厳しい状況に

ございます。このような状況を踏まえまして、

１の事業目的にありますように、間伐材の搬出

コストの低減を図るとともに、一斉伐採から間

伐への転換や、原木市場での原木のストック管

理を行うことによりまして、原木需給の平準化

あるいは価格の安定に努めることとしておりま

す。

予算額は7,300万円をお願いしております。

（４）の事業内容でありますが、①の低コス

ト搬出機械等の整備では、森林所有者や素材生

産事業体等を対象に、収集・運搬コストの低減

につながる林内作業車などの整備を支援するも

のであります。

次に、②の素材需給安定調整の支援につきま

、 。しては 右ページで御説明させていただきます

１の原木価格の推移の左のグラフにあります

ように、原木価格は、昭和54年の３万5,500円を

ピークに年々低下をしております。特に、右側

のグラフにありますように、平成19年の２月の

１万2,200円をピークに、ことし５月では8,000

円を割り込むなど、これまでにない危機的な状

況となってございます。

このため、２の素材需給安定調整のイメージ

にありますように、山元におきまして、上段左

の四角で囲っておりますように、素材生産事業

体等が一斉伐採から間伐等に転換するための必

要な資金の借り入れに対しまして、国の経済危

機対策の緑の産業再生プロジェクトの３分の２

の利子助成と連携して、本事業でゼロ金利とす

ることによりまして、円滑な間伐への移行、出

材量の調整を図っていくこととしております。

また、原木市場の出材量は、左側の網かけの

棒グラフのとおり、素材の生産が活発する秋口

から春先にかけて多くなります。その後、夏場

にかけましては、梅雨や台風等の影響による道

路事業の悪化から、出材量は減少し、価格も低

下する傾向にございます。また、今回の補正対

策である緑の産業再生プロジェクトが軌道に

乗っていくとすると、間伐材のさらなる出材も

。 、予想されているところでございます このため

季節にとらわれないで原木の供給をいかに安定

させていくかが重要な課題となっております。

このようなことから、グラフの太枠で囲んで

おりますように、原木市場におきまして、秋口

から順次、品質の安定した原木を一定量ストッ

クして市場にダム機能を持たせ、出材の少ない

４月から８月にかけて製材工場等の需要動向を

見ながら、矢印の白枠の部分に安定的に供給す

る経費を助成することによりまして、原木供給

の平準化を図り、価格の安定回復を目指すこと

としております。

次に １ページをおめくりいただきまして 13、 、

ページであります。

新規事業 「みやざきスギ」の家づくり促進緊、

急対策事業であります。

、 、この事業は １の事業目的にありますように

みやざきスギを活用した木造住宅の普及促進を

図り、県産材の需要拡大を推進するものであり

ます。

予算額は4,870万5,000円をお願いしておりま

す。

事業内容は ４ にありますように ①の み、（ ） 、 「

やざきスギ」住宅たっぷり体感事業では、工務
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店あるいは設計事務所などを対象に、ＰＲ効果

の高いモデル的な住宅づくりの取り組みや、展

示説明会の開催に要する経費を支援するもので

。 、 「 」あります また ②の建てよう みやざきスギ

の家普及促進事業では、一般県民を対象に、本

県ならではの太い大黒柱を含む柱81本や内装材

の提供を行うものであります。

。右のページに事業の流れを整理しております

左側のフロー、①の「みやざきスギ」住宅たっ

ぷり体感事業では、ＰＲ効果の高い木造住宅10

件をコンペ方式で選定いたしまして、展示会の

開催などを通して、県産材をふんだんに使った

住宅の取り組みを体感してもらおうと考えてお

ります。

右側のフロー ②では 柱81本のプレゼント100、 、

、棟と内装材の提供20棟分を公開抽せんしまして

話題性を高めたいと考えております。事業は、

宮崎県県産材流通促進機構を通じて実施しよう

と考えております。

いずれの事業につきましても 「建てるなら県、

産材で」という県民意識を醸成しまして、県産

材の需要拡大、ひいては地域経済の活性化につ

なげていきたいと考えております。

。山村・木材振興課の説明は以上でございます

御審議方よろしくお願いいたします。

それでは、その他の報告○飯田環境森林課長

事項ということでございまして 委員会資料の20、

ページをお開きください。

これは、県庁の環境マネジメントシステムに

ついてでございます。

、（ ） 、まず １ の現在のシステムでございますが

平成12年にＩＳＯ14001の認証を取得いたしまし

て、これまでに２回の更新を行っております。

適用範囲につきましては、本庁周辺の所属のみ

でございまして 登録の有効期限はことし６月29、

日までとなっております。②の取り組みの成果

でございますが、これまでの取り組みを通じま

して、職員の環境保全の意識が向上し、県庁内

の省エネ、省資源についても、資料の表にござ

。いますように一定の成果を上げてまいりました

次に （３）新たなシステムの必要性でござい、

ます。昨年、省エネ法や地域温暖化対策推進法

が改正されましたことによりまして、県庁もエ

ネルギー管理規則の対象となったことから、省

エネや温室効果ガス排出削減に一層の徹底が必

要となってきているところでございます。しか

しながら、現行のＩＳＯでは、適用範囲を本庁

周辺に限定していることや、固定的なメニュー

設定となっていることなどの課題もございまし

て、こうした法改正などに十分な対応が困難な

状況となっているところでございます。このた

め、今後の取り組みの徹底につきましては、本

県独自のシステムによる取り組みが必要となっ

ているところでございます。

次に （４）でございます新たなシステムの内、

容につきましては、現行のＩＳＯマニュアルに

準じまして、まず、ＰＤＣＡサイクル、Plan、D

o、Check、Actionというふうに言うんですけれ

ども、その維持を図っていくと。それと全所属

を対象に拡大していくと。それとあわせて、や

はり外部的な評価も必要だということでござい

まして、環境マネジメントの審査の専門家等の

意見評価を反映させるということなどによりま

して、引き続き、システムの実効性と信用性を

確保しつつ、さらに、すべての職員が主体的・

積極的に取り組めるシステムとしたいと考えて

おります。なお、ＩＳＯ14001につきましては６

月29日までで登録を終了いたしますが、今年度

中はＩＳＯの事務を継続しつつ、新しい仕組み

を検討し、平成22年度当初から新システムの運
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用開始をすることといたしております。

このマネジメントについての説明は以上であ

ります。

森林・林業長期計画策定事○水垂計画指導監

業及び植栽未済地対策について、私のほうから

続けて説明をさせていただきます。委員会資料

の21ページをごらんください。

森林・林業長期計画策定事業についてであり

ます。

１ の事業の目的にありますように 森林・（ ） 、

林業長期計画は、新みやざき創造計画の部門別

計画に位置づけられる本県林政の基本方針とな

る計画でございます。現在の計画は、平成17年

度を初年度とする26年度までの10カ年計画であ

りますが、社会経済情勢の変化等に対応するた

め、原則として策定から５年後に見直すという

ことになっており、本年度中に改訂することと

しておりました。

しかしながら、森林・林業・木材産業を取り

巻く現状は、景気の先行き不安等から新設住宅

着工戸数の伸び悩みが続くなど、将来の見通し

が一段と不透明さを増しており、改めて現計画

の中長期的な方向性を検討する必要性が生じて

おります。また、現在の新みやざき創造計画に

ついて、中長期的なビジョンを含め、新たな計

画策定に向けた検討を本年度から行うとの方針

。が県民政策部から示されたところでございます

このようなことから、新たな視点で、森林・

林業・木材産業の中長期的な方向性を示すとと

もに、県総合計画との整合性を高めるため、計

画期間を平成23年度から32年度までの10年間と

する新たな森林・林業長期計画を、平成21年度

から22年度にかけて策定したいと考えておりま

す。

なお、この計画は、条例の規定により、議会

の議決が必要とされておりますので、今後、県

議会の皆様の御意見を伺いながら進めさせてい

ただきたいと考えております。

事業内容につきましては （２）の①にありま、

すように、本年度から来年度にかけて県民との

意見交換会等を実施し、県民の幅広い意見を計

画に反映するとともに、今年度、木材需給量の

予測を行い、伐採・造林・保育の面積や、必要

な労働力などの指標を決定することとしており

ます。また、計画書につきましては、計画書本

体と概要版を作成することとしております。策

定のスケジュールにつきましては、今後詳細を

詰めてまいりますが、平成22年１月までに計画

骨子、６月までに素案、11月までに原案を作成

し、平成23年２月議会に議案として提出する予

定で考えております。

続きまして、22ページをごらんください。植

栽未済地対策の取り組み状況についてでありま

す。

（１）の植栽未済地面積についてであります

が、植栽未済地は 「伐採後３年以上経過して更、

新が完了していない人工林伐採跡地」と定義さ

れており、平成18年８月調査時点で1,959ヘク

タールが確認されておりましたが、平成20年度

から植栽未済地対策を実施するに当たり、再調

査をしたところ、新たに平成15、16年度に発生

した分が564ヘクタール確認され、全体で2,523

ヘクタールとなっております。

次に （２）の植栽未済地対策の取り組み方針、

でありますが、図の下のほうに示しております

ように、平成16年度までに発生した計2,523ヘク

、 、タールにつきましては 解消対策事業で対応し

、 、また 平成17年度以降の伐採分につきましては

発生抑制対策事業で対応することとしておりま

す。
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次に （３）の平成20年度解消対策事業の実施、

状況でありますが、表にありますように３つの

事業で実施しております。まず１つ目の植栽未

済地解消対策事業は、市町村のあっせんにより

、林業公社が高率の補助で造林を実施するもので

計画量150ヘクタールに対し、実績156ヘクター

ルとなっております。２つ目の森林環境税を活

用した広葉樹造林につきましては、計画40ヘク

タールに対して実績が53ヘクタール、３つ目の

分収林制度等を活用した造林は、森林農地整備

センターが実施するもので、計画150ヘクタール

に対して実績が145ヘクタールとなっておりま

す。全体では、計画340ヘクタールに対して実績

が354ヘクタールで、達成率は104.1％となった

ところでございます。

この結果、平成20年度末の進捗状況は、植栽

未済地2,523ヘクタールに対し これまでに1,120、

ヘクタールが解消されておりますので、進捗

率44.4％となっております。今後とも、平成22

年度までに植栽未済地が解消できるよう、市町

村や関係機関と連携を図りながら積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

環境森林課の説明は以上でございます。

環境管理課でございます。○堤環境管理課長

委員会資料の23ページをごらんいただきたいと

思います。

平成20年度大気及び水質の測定結果等につい

てであります。

まず （１）大気及び水質の測定結果について、

であります。

①大気の測定結果でございますが、アの大気

汚染常時監視におきましては、二酸化硫黄など

の測定を行いましたところ、光化学オキシダン

トにつきまして、11のすべての測定局で環境基

準を達成しておりませんでした。平成18年度以

降、九州各県で光化学オキシダント注意報が発

令されておりますが、本県では注意報の発令基

準であります0.12ppm以上になったことはないこ

とから、注意報はまだ発令されていないところ

でございます。二酸化硫黄等その他の項目につ

いては、すべて環境基準を達成いたしました。

次に、②水質の測定結果でございます。アの

公共用水域ですが、いわゆる有害物質でありま

す健康項目につきまして、80地点のうち、砒素

が、土呂久川や岩戸川、日之影川や、日之影川

が五ヶ瀬川と合流直後の五ヶ瀬川の合計６地点

で環境基準を達成いたしませんでした。基準を

達成しなかった地点のうち、岩戸川の岩戸用水

取水点は、20年度初めて、わずかながら環境基

準を超えたものであります。これらの６地点が

環境基準を超えた原因でございますが、旧土呂

久鉱山の廃水の影響や、地域の砒素を多く含む

地質に由来するものと考えております。

次に、生活環境項目についてでありますが、

代表的な水質指標でありますＢＯＤにおきまし

て、都城市の中心部であります大淀川の中流域

とその流入河川である沖水川下流の２つの水域

で環境基準を達成しませんでした。主な原因と

いたしましては、生活排水によるものと考えて

おります。

次に、イ、地下水でございます。概況調査で

ございますが、概況調査といいますのは、地域

の全体的な地下水質を把握する調査でございま

すけれども、86本の井戸で測定した結果、硝酸

性窒素及び亜硝酸性窒素が３本の井戸で環境基

準を達成しておりませんでした。モニタリング

調査ですが、過去に環境基準を超過した井戸な

どの継続的な監視を行う調査でございますが 51、

本の井戸で測定した結果、砒素が３本、テトラ

クロロエチレンなどの洗浄剤などで使用されて
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いる物質が16本、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

が５本の、合計24本の井戸で環境基準を達成い

たしませんでした。

次に、24ページの（２）ダイオキシン類調査

結果についてであります。

①環境調査ですが、大気６地点、水質26地点

などの合計80地点について調査を行いましたと

ころ、すべての地点で環境基準を達成いたしま

した。②発生源の自主検査でございますが、廃

棄物焼却炉など97施設から報告があり、すべて

の検査結果について排出基準以下でございまし

た。③発生源立入検査でございますが、廃棄物

焼却炉などの56施設について立入検査を行った

ところ、廃棄物焼却炉２施設の排出ガスが排出

、 、基準を超えておりましたが 指導を行いまして

その後２施設とも改善をいたしました。

なお、図の１でございますが、大気の経年変

化を示しております。代表的な項目であります

二酸化硫黄濃度の年平均値でございますが、昭

和45年当時に比べまして、最近では非常に改善

されて、良好な大気状況となっております。

下のほうの図の２でございますが、大淀川に

ついての水質の経年変化を示しております。上

のほうのグラフが都城市の志比田橋でございま

す。環境基準Ｂ類型の３ミリグラムパーリット

ルでございます。50年当初は環境基準をはるか

に超えておりましたけれども、近年では環境基

準は達成できる状況となっております ただ 20。 、

。年度はわずかながら環境基準を超えております

下のほうのグラフは、宮崎市の下流でござい

ます。宮崎市の水道局の水源地の近くですが、

相生橋のデータでございますけれども、昭和50

年当時、Ａ類型の環境基準２ミリグラムちょう

どぐらいでございましたが、最近では環境基準

の半分ぐらいということで、大変良好な水質と

なっております。

以上のように、総括いたしますと、23ページ

の一番上に記載しておりますけれども、本県の

大気、水質及びダイオキシン類の測定結果は、

一部の測定項目で環境基準を超えた地点があり

ましたが、経年的に見ると改善の傾向にあり、

おおむね良好な状況でございました。

以上が調査結果の概要であります。なお、こ

の内容につきましては、本日、記者発表を予定

しております。

説明は以上であります。

それでは、常任委員○大坪環境対策推進課長

会資料の25ページをごらんください エコクリー。

ンプラザみやざき問題について御説明をいたし

ます。

まず （１）の関係市町村との協議状況につい、

てでございますが、去る１月14日に外部調査委

員会の報告書が出されて以降、工事費の費用負

担等につきまして、県央地区の関係11市町村と

協議を進めてまいりましたが、今般、浸出水調

整池補強工事費の立てかえを行うに当たりまし

て、別紙にございます確認書のとおり、27ペー

、 、ジから28ページに添付してございますが 今後

県、市町村、協力して対処していくことで合意

。 、したところでございます 概要につきましては

そこの①から④に記しているとおりでございま

す。

まず、①の浸出水調整池補強工事費用の立て

かえにつきましては、先ほど補正予算の議案の

。 、ところで御説明したとおりでございます なお

下のほうの米印にございますように、貸し付け

に伴う補正予算につきましては、県及び全市町

村とも６月議会に提案しているところでありま

す。

それから、②の塩処理システムの改善につき
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ましては、公社が浸出水処理水を宮崎市の公共

下水道に接続しようとする際には、これに協力

するとともに、接続に伴う費用負担については

別途協議するということにいたしております。

それから、③の売電等の取り扱い及び公社組

織のあり方につきましては、いずれも公社の財

務や組織に関することでありますので、今後、

公社の理事会を中心に検討することといたして

おります。

それから、④の公社が行う予定の損害賠償請

求ですが、これは去る２月の理事会で議決され

ていますので、この議決を尊重しまして公社を

支援していくことといたしております。なお、

この確認書につきましては、先週の水曜日にな

りますが、６月の17日に、全市町村とも所定の

手続を踏まえまして、すべて押印を終了したと

ころでございます。

次に （２）の補強工事の進捗状況について御、

説明をいたします。

①ですが、工事は３月３日に着工しまして、

来年５月末の完成を目指して進められておりま

、 。して 本年５月末の進捗率は9.8％でございます

②になりますが、これまでに調整池上部の土

砂やふたの撤去、さらに作業用構台の設置等を

行いまして、現在、調整池内部のコンクリート

の取り壊し等を実施中であります なお ５月26。 、

日に、遮水壁としての矢板の打設中に地盤の一

部が陥没をいたしましたが、現在、矢板の設置

作業を中断をして原因を調査しているところで

あります。

この件につきまして、現時点での御説明とい

うことで、お手元に写真を配付しておりますの

で、そちらをごらんいただきますでしょうか。

別冊で写真をおつけしております 全部で４ペー。

ジございますが、１ページ目が概況の写真、５

月26日に発生してから直近の６月22日までの状

況でございます。それから、めくっていただき

まして、２ページ目がボーリング調査の概要で

ございます。それから、その下の３ページ目が

内部を撮影した写真であります。陥没した箇所

は、ちょうど真下に直径1.5メートルのポリエチ

レン製の暗渠管が通っている場所なんですが、

３ページの写真を見ますと、この管が破損をし

まして、管の中に大量の土砂が流入しているこ

とがわかります。遮水壁設置の作業といいます

のは、ウオータージェットという方法で、大量

の水を高圧で噴射しながら矢板を打ち込んでい

くんですけれども、写真を見る限り、工事中に

この管が破損をして周辺の土砂が流出し、陥没

したものと考えられるようでございます。

それで、４ページのほうをごらんいただきま

すでしょうか。今後のさらなる調査と復旧対策

ですけれども、公社のほうでは、当該箇所に、

上の図の真ん中のほうの丸で記していますけれ

ども、立て坑といいます直径３メートルの穴を

掘って、実際に中に入って状況確認を行います

とともに、この暗渠の中にたまっています土砂

の除去ですとか、暗渠の修復、さらには緩んだ

地盤の改良等を行いまして、残りの矢板工事を

再開したいということでございます。

それでは、もう一回、委員会資料の25ページ

のほうに戻ってください。一番下の③になりま

すけれども、今回の工事につきましては、情報

公開を十分に行うことといたしておりまして、

工事の進捗状況等に関しまして、毎月「現場便

り」というものを公社が発行して、地元公民館

等に掲示することといたしております 右側の26。

ページのほうに「現場便り」の５月号を添付し

ておりますが、このような形で毎月発行いたし

ております。また、必要に応じまして工事現場
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の公開も行うこととしておりまして、５月の20

日には地元の対策協議会役員を対象に現場説明

を実施しましたほか、本日午後になりますけれ

ども、ただいま申しました陥没の調査の状況に

ついても御説明する予定というふうに伺ってお

ります。

今回の工事を通しまして、浸出水調整池の機

能回復を図りますとともに、地元に対しまして

も信頼回復を図っていくことが大変重要であり

ますので、この点に十分留意しながら工事を進

めることといたしております。以上でございま

す。

委員会資料の29ページを○河野自然環境課長

お開きいただきたいと思います。

６の企業等が行う森林整備にかかるＣＯ 森林２

吸収量認証制度についてでございます。

初めに、制度の趣旨でありますが （１）の①、

にありますように、県では、企業等が取り組み

ます森林づくりを支援しておりますが、こうし

、た森林づくり活動による環境保全上の貢献度を

ＣＯ 吸収量として数値化してこれを評価し、県２

が認証するものであります。

②にありますとおり、実施は、今年度７月１

日からの予定であります。

次に、③の認証の対象者及び対象となる活動

でございますが、認証は、企業・団体、森林ボ

ランティア団体を対象とし、植栽、下刈り、除

。間伐の森林整備活動を対象といたしております

④の申請及び認証につきましては （２）の制、

、 、度の仕組みの欄 フロー図を書いておりますが

こちらをごらんいただきたいと思います。これ

は企業による森林づくりの場合ということで載

せております。まず、協定締結時に、県が協定

期間中の吸収見込み量を企業のほうに通知をい

たします。その後、企業が単年度ごとの森林整

備が終了した時点で県に申請を行いまして、こ

れを受け 県がＣＯ 吸収量を算定し 右の30ペー、 、２

ジのほうに載せておりますが、この認証書を交

付する流れとなります。

（１）の⑤のほうにＣＯ 吸収量の算定方法と２

ございますが、これは国が京都議定書の削減目

標の達成度に関する報告を行う際に用います計

算式により算定することとしております。下の

欄、点線の枠に、参考ということで算定例を掲

載しておりますが 例えば 広葉樹を１ヘクター、 、

ル植栽した場合の10年後のＣＯ の総吸収量は２

約53トンとなりますけれども、これは自家用乗

用車約23台が１年間に排出するＣＯ の量に相当２

いたします。

最後に、⑥の認証書の活用方法でございます

が、企業等においては、認証を受けることによ

りまして、社会貢献活動の一環として取り組ん

だ森林整備活動が、より具体的な形で数値化さ

れ、あらわされますので、ＰＲに利用しやすく

なるとともに、事業活動においてみずからが排

出したＣＯ を自主的に相殺する、いわゆるカー２

。ボンオフセットとしての活用も可能となります

説明は以上でございます。

森林整備課からは、総合○徳永森林整備課長

。評価落札方式の改正について御報告いたします

次のページ、31ページをお開きください。

改正の目的でございますが、主な改正の目的

は、入札手続の簡素化ということを主眼に見直

しを行うものであります。

主な改正点ですが、①の適用範囲の見直し、

②の評価事項の見直し、③の事務手続の簡素化

の３項目について改正をいたします。

、 、まず ①の適用範囲の見直しにつきましては

右側の32ページ、資料２にありますように、技

術提案は求めますが、企業へのヒアリングを行
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わない簡易Ⅱ型を、事務手続の簡素化等考慮い

たしまして原則廃止といたします。また、資料

３にありますように、3,000万円以下の建築一式

工事につきまして、地域企業育成型を導入いた

します。

次に、②の評価項目の見直しにつきまして

は、33ページをお開きください。資料４に、今

回の見直しにつきまして網かけで表示しており

、 、 、ますが まず 受注状況についてでありますが

恐れ入ります、下の資料５の３にありますよう

に、過去３カ年の各企業の平均受注金額または

同じ格付企業の平均受注額のいずれか大きい額

を基準にいたしまして、当該年度の受注金額を

評価いたすこととしております。この結果、上

の２の導入の効果にありますように、特定の企

業が独占的に受注することを防止し、幅広い受

注の確保につながるものと考えております。

資料４に戻っていただきまして、雇用者の状

況につきましては消防団員を、工事成績につき

ましては現場代理人の成績を、新たに評価の対

象として追加することといたしました。このほ

か、環境森林部では、斜線で網かけをしており

ますボランティア等の地域貢献につきまして、

山地災害防止等の支援活動協定への加入につい

て、新たに評価することとしております。

次に、③の事務手続の簡素化でありますが、

同じく33ページ、資料４の右側の列に丸印をし

ております資料につきまして、発注機関による

審査確認書を発行いたしまして、その後の入札

におきましては技術申請書を省略するというも

のであります。

以上の見直しによりまして、発注者、受注者

双方の事務改善、負担軽減につながるものと考

えております。

恐れ入りますが、31ページに戻っていただき

まして、一番下の（３）の改正の時期でありま

すが、平成21年８月１日以降に公告する工事か

ら適用することとしております。

森林整備課からは以上であります。

山村・木材振興課関○森山村・木材振興課長

係のその他の報告事項、乾しいたけ品評会等に

ついて御説明をいたします。

委員会資料の34ページをお開きください。

まず （１）第54回宮崎県乾しいたけ品評会で、

あります。

③の実施概要にありますように、去る６月５

日 ＪＡアズムホールにおきまして 生産者約400、 、

人の参加のもと、品評会の表彰式が開催されま

した。

④の出品等の状況でございますが、今期は、

立春以降の高温あるいは３月の雨不足など、例

年より気象条件が悪かったことなどから、出品

数の減少を心配しておりましたが、昨年とほぼ

同数の732点が出品されました。

、 、審査の結果 右端に記載しておりますように

袋物の部、箱物の部、合わせまして182点が入賞

しております。このうち、アの個人の部では、

農林水産大臣賞に椎葉村の山中誠さんの袋物の

部のこうこが入選いたしまして、那須定雄さん

が出品されたどんこほか11点が林野庁長官賞な

どを受賞しております。さらに、イの団体の部

では、椎葉村が平成６年以来、15年ぶりに優勝

を遂げております。35ページ上段のほうに袋物

の入賞品と当日の状況を記載しております。

次に （２）しいたけの生産状況等についてで、

ございます。

、 。まず ①の乾しいたけについてでございます

本県の乾しいたけ生産量は、平成20年は646トン

と前年と比較して約７％増加しており、大分県

に次ぎまして全国第２位となっております。ま
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た、価格につきましても、近年、食の安心・安

全への関心の高まりから、消費者ニーズが国産

にシフトしてきたことなどによりまして 平成20、

年は１キログラム当たり平均4,707円と上昇傾向

にございます。

、 。次に ②の生しいたけについてでございます

本県の生しいたけの生産量は、菌床栽培を中心

に伸びてきておりまして、平成20年は生産

量1,682トンで、平均価格は１キログラム当た

り945円となっております。

しいたけ生産が中山間地域におきます貴重な

収入源となっておりますので、今後とも、生産

体制の強化あるいは新規参入者の促進などの支

援に努めてまいりたいと考えております。

山村・木材振興課の報告事項は以上でござい

ます。

ありがとうございました。○外山 衛委員長

暫時休憩いたします。

午前11時29分休憩

午前11時30分再開

、 。○外山 衛委員長 では 委員会を再開します

執行部の説明が終了いたしました。

まず、議案、報告事項についての質疑をお願

いいたしたいと思います。

、○鳥飼委員 いろいろ意見があるようですから

最初に１点だけ確認しておきたいんですけれど

も、もし資料がなければいいんですけれども、

１号の補正ですね、２次補正では９億5,500万が

。環境森林部の歳出予算だというふうに思います

県全体では60億近くなんですけど、それから３

次補正、13号ですね、13号では環境森林部は24

億1,200万、24億ぐらいなんですけれども、全体

が122億ということになっています。

私が確認をしたいというのは、今回の第３次

補正、13号では、見込みのところが財政課も含

めてあるものですから、財政調整基金を55億

ちょっと取り崩しているんですね。財政課のと

いいますか、総務部の見込みでは、これはいろ

んな国の予算、補正ですね、これがすべて都道

府県に配分された時点では、また財政調整基金

のほうには返すんですよ、一時財政調整基金を

取り崩しますというふうなことになっているん

ですけれども、それでお伺いをしたいのは、今

回、歳入財源で財政調整基金、いろんな交付金

として積み立てた基金はもういいんですけど、

財政調整基金を財源としている部分がどの程度

あるかというのを集計しておられれば、ちょっ

。 。とお尋ねします 集計していなければ結構です

財政調整基金のほうは、○飯田環境森林課長

経済危機対策のほうから４億1,081万1,000円、

それと、森林整備加速化のほうから400万を充当

しているということでございます。

手持ちで課長のところになければ○鳥飼委員

結構なんですけど、ただ、私が心配するのは、

今回 国が15兆近い補正を組んだと 従前 ずっ、 。 、

と以前ですけれども、国がいろんな県単事業な

り公共事業をやれやれといって、結果的に後で

地方交付税で面倒見ますよと言っていたわけで

すよ、当時は。ところが、現実的には9,000億を

超すような借金が残っておるわけですね。それ

があるもんですから、国の言うことをはいはい

はいはいと聞いていても借金だけ残ったら、宮

崎県の財政にとって将来的には負担になります

よというのがあるんです。ですから、国の今回

の15兆円近い補正の結果、予算措置をされると

いうことで私ども理解しているもんですから、

環境森林部もそういう予算構成になっているの

かどうかということを確認をしておきたいと思

います。
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とりあえず財政調整基金○飯田環境森林課長

というのを取り崩しはいたしますけれども、そ

の後、国のほうから、99億円とかそういう地域

活性化・経済危機対策臨時交付金というのが来

ますので、そういうものを充当していくという

ことで、基本的には、国のほうの財源で今回の

事業はやっていくということでございます。

今の関連で。九州で宮崎県が、公○緒嶋委員

共投資は、経済・雇用対策ということでは今度

。 。の補正額は一番少ないわけです 全体的に70億

ほかは、鹿児島とかは300とか400とか皆組んで

いるわけです。そういう中で、環境森林部は、

基本的に、財政課から、これぐらいの範囲内で

要求せよというその要求の限度額というのが最

初に出たんじゃないかと思っておるけど、その

あたりはどうですか。

基本的には、鹿児島と長○飯田環境森林課長

崎につきましては、国のほうから内示がないま

ま要求しているということでございますので、

私どもにつきましては、財源の裏づけがあった

形で要求しているということで御理解いただき

たいと思います。

経済・雇用対策というのは、早く○緒嶋委員

打たにゃ経済・雇用対策にならんわけよ。それ

が逆に、次の補正が今度は９月ということにな

るわけじゃろ。そういうことからすれば、でき

るだけ景気をよくするという前向きの姿勢じゃ

ないと、国から来る金が明確じゃないからとい

うことだけでは、私は前向きの姿勢じゃないと

思うんです。そこ辺を含めてもうちょっと積極

的な予算を組めんかったかなというのが、ほか

の県はそれをやってきているわけです。そこ辺

のもうちょっと姿勢そのものを私は問いたいわ

けです。

例えば森林整備加速化・○飯田環境森林課長

林業再生事業につきましては、県といたしまし

ては、要求としては90数億円を一応積み上げて

おります。ただし、今回国のほうから内示が来

ましたのは、先ほど申しましたとおり、10億と

、 、いうことでなっておりますので 我々としては

今度の９月補正に向けてそれについては積極的

に要求していきたいというふうに考えておりま

す。

そのあたりはタイムラグがあっ○緒嶋委員

ちゃいかんというのが一つの基本的な考え。特

にここ１～２年でこれは勝負を決して、そして

将来的には景気をよくするんだと、そういう前

、提で出血サービスぐらいにやりよるわけだから

それを県が受けて努力するという姿勢を少なく

とも見せるということが、今の段階では必要だ

と。そして、国の交付金で来るわけだから、こ

れは交付税という形じゃないわけだから。国は

うそを言ったじゃないかとある意味では言える

けど、今度は99億とかそういうものは大体明確

になっておるわけですね。だから、私は、もう

ちょっと積極的でよかったんじゃないかという

気持ちが基本的にしておるわけです。

先生の気持ちは十分私ど○飯田環境森林課長

もも持っていますし、今後、先ほど申したとお

り、うちは林業県でございますので、そっちに

ついては積極的に国のほうに予算要求していき

たいというふうに考えております。

一番最初の頭出しだけど、そうい○緒嶋委員

うことでよろしくお願いしておきます。

今の関連なんですが、今回、17号○濵砂委員

、の宮崎県森林加速化・林業再生基金条例の中で

積立金が10億円ですね。これを取り崩して今回

予算が出ているんですけれども 県の交付金は10、

億円、ただし全国枠が1,238億円ですから、これ

。から換算しても10億円以上のものは見込まれる
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となれば、都道府県で割っても26億円ぐらいに

なるわけですね。ですから、今回当然にこのも

のが追加補正として出てくる。次に出てくるの

は、１兆3,000億円ぐらいの公共投資枠がまた

入ってくるということですから、今言われるよ

うに、当然、将来入ってくる見込む金額という

のは出てきているはずなんですね。その計画が

今回出ていないじゃないかと、私どもそう思う

んですが、そこ辺はどうなんですか。

20年度からずっと、補正○飯田環境森林課長

から、交付金とか、臨時のいろんな基金という

のが出ておりますけれども、基本的に、総合政

策課とか労働政策課のほうに私どもが要求した

。 、 、のについては全部上がっています ただ 今回

計画として明確に皆さんのほうに御提示ができ

ないのは、国へ要求として、要求は一応案とし

ては上げておるんですね。例えば森林加速整備

については、先ほど申したとおり90億というこ

とで上げていますけれども、先生のおっしゃる

、 、 、とおり 割った場合 26億しかなりませんので

今後９月補正でそういうものについても、恐ら

く基金に積み立てて事業をやっていくというこ

とになります。計画としては大体90億というこ

。 、とで御理解いただきたいと思うんです あとは

ニューディール基金というのがございます。グ

リーンニューディールというのがありますけれ

ども、これについても460億ということでござい

ますけれども、これは非常に使途が限られてお

りますので、これについては、今、各市町村と

か県庁の各部について要望調査をやっていると

ころでございます。以上であります。

言われることはわかるんですよ 20○濵砂委員 。

年度２次補正があって、その基金も積み立てて

取り崩しても出ている。ないし、その後にまた

新年度予算が入って、今度また21年度第１次補

正が出てきた。にもかかわらず、次の公共投資

の補正額もまた出てくる。じゃ、９月補正でこ

れを出したときに、あと追加分が幾ら来るかわ

かりませんが、10億か20億か出したときに、そ

のときはまた追加補正分が、21年度２次補正分

がまた出てきているという状況になるんじゃな

。 。いかという心配なんです 今言われているのは

だから、先取り、先取りしていかないと年度内

に予算消化ができないし、経済浮揚対策になら

んというのが我々の考えなんです。

先生の御意見も十分わ○飯田環境森林課長

かっております。ただ、国のほうの内示という

のがございますので、それを越して、新しい財

源手当てのないままに事業はできませんので、

そういうことで、例えば９月、多分今後は補正

については９月ということでございますので、

早目に取り組んで９月以降に執行をやっていき

たいというふうに考えております。

報告書の林業公社のところで教え○十屋委員

てほしいのが２～３点あるんですけど まず 71、 、

ページの森林勘定というところで357億円とある

んですが、これが前年からすると減っているの

で、森林勘定というのを中身を教えてもらえま

すか。

、 。それと 長期借り入れがふえているんですね

２億弱。それと負債の合計が約10億近くふえて

。 。います 県の借入金も10億ぐらいふえています

このあたりで本当に大丈夫なのかなというのが

あるんですが 正直なところ そのあたりちょっ、 。

と聞かせていただけますか。

、○徳永森林整備課長 森林勘定といいますのは

森林をしていくのに予算上独特なんですが、林

業公社の場合は約１万1,000ヘクタールぐらいの

社営林があります。そこに昭和42年から今まで

その森林に投下してきた経費、それプラス公庫
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等から借り入れた、償還してきた利息を課した

やつが森林勘定として積み上がってきていると

いう状況にあります。そして、森林勘定が去年

より少なくなっておりますが、これは、主伐で

伐採してしまいますと、その森林が資産として

なくなりますもんですから、その分をこの森林

勘定から外すということになります。これでい

きますと、71ページを見ていただきますと、20

年度は約200ヘクタールぐらいの森林を伐採し

て、社営林としてはなくなります。その200ヘク

タールで大体どれだけ今までつぎ込んできたか

といいますと 正味財産の財産計算書 次のペー、 、

ジ、72ページですが、真ん中よりちょっと下に

森林経営間接費というのがあります。下に売り

上げ原価というのがございますね。これがそ

の200ヘクタールに対して今まで約７億2,500万

。余を投資してきましたよということであります

実際にその200を売って収入を得たのは幾らかと

いいますと、今度は事業収益、上のほうを見て

いただきますと、３億円です。ですから、７億

の投資をして、今の材価なもんですから、３億

しかないということで、４億のいわゆる資産の

目減りが出てきたということでございます。

それと、長期借り入れにつきましては、一

応、338億今現在残っているんですが、償還につ

きましては、県がこれからずっと無利子で貸し

付けるということを条件にやりまして、最終的

には、借り入れのピークはことしの末、大体339

億、これが借り入れのピークになるということ

になります。あとは、今度は伐採収入によって

返済していきますので、県に返し終わるのが平

成80年なんですが、そこまでで、一応今の資産

を売却していくことによって債務を消化できる

という見通しを立てて継続決定したということ

でございます。

たしか50年後ぐらいだったと思っ○十屋委員

たんですが、それは前の委員会で決めましたの

で、それで頑張ってもらうしかないんですが、

次に、この資料で１～２点お尋ねしたいんです

が、２ページの県民の森で、太陽光発電施設と

説明があったんですが、50キロワット級、この

電気をどのように使うのか。売電だけなのか。

写真はないんですけど、どこに設置してどうい

うふうに活用していくのかというのを教えても

らえませんか。それと、幾らかかるか。

この事業費が、クリーン○徳永森林整備課長

エネルギーだけで約7,100万ほど今計上しており

ます。それで、この50キロ級の太陽光につきま

しては、年間1,000時間ぐらい稼働するというこ

とで、大体５万キロワットアワーの発電ができ

るということなんですが、ひなもり台自体が年

間の消費量が約11万の電力消費量が必要なもん

ですから、約半分をこの太陽光発電でやると、

賄うということになるということになります。

設置は、ひなもり台の場内の中に設置したいと

いうふうに考えております。以上です。

わかりました。次に、とんとんと○十屋委員

んと行きます。今度は７ページのシカの適正管

理のところなんですが、これは前も質問させて

もらったりしたんですけど 今度は手厚くちょっ、

と補助をふやしていくということなんですが、

基本的にシカをとる人が減っているので、そっ

ちの手当ても、猟をする人がですね、そのあた

りも、農政サイドであればいいんですけど、環

境森林部で狩猟する人をふやす手だてというの

も考えるのが１つと、それから、結局、山の人

に言わせると、シカが山からおりてきた。山に

えさがなくなったんだというふうな話を聞くわ

けですね。どなたか言われていましたが、電気

、さくの中に人間が入らにゃいかんというような
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シカが野に放たれてというふうな話もあったん

ですが、そういうあたりの制度というものはな

いんですか。猟をする方々に対する、例えば特

別な狩猟免許の取得にかかる税金を補助すると

、 、 、か そういう対策を打ちながら やっぱり両方

そして、山に広葉樹なり植えてシカのえさをふ

やすとか、そして山に戻すような、そういう長

期的な視点も必要なのかなというふうに思うん

、 。ですけど その補助制度みたいなのはないのか

補助制度そのものは県と○河野自然環境課長

しては準備しておりません。中身としては狩猟

税がございます。それから、猟をするとき登録

料というのが要ります。合わせまして１万8,000

円か１万9,000円ぐらいかかると思います。狩猟

、 、者が減っておるのは確かでございまして ただ

私どもとしては、狩猟機会をつくるために、狩

猟者講習会を開いていまして、各地で新規の狩

猟者が、試験がございますので、それに受かる

ための法令の講習とか、猟具の取り扱いについ

ての講習会を開催しておりますし、また、狩猟

者が試験を受けやすくするように土日の開催を

心がけて開催しておりまして、回数もまたふや

しております。以上でございます。

それで、前も質問したときに、狩○十屋委員

猟期間を通年でしている県もあるわけで、山菜

とりの一般の方等の事故の発生を防ぐ意味で期

間が限られているわけですけど、ある程度そこ

を周知徹底して狩猟期間を通年でするとか、そ

ういうところも考えておかないと、もう本当に

困っているみたいなんです。そういう検討もし

てほしいし、ここにある特別捕獲班というのは

どういうものなんですかね。今ある有害駆除班

と同等なのか また新たに…… 狩猟免許を取っ、 。

ていただいて、県職員とか市職員とかＪＡさん

とかそういう方々が撃てるような法律も制度改

正があったように思っていますので、この捕獲

班というのはどういう位置づけになるのか、

ちょっと教えてもらえませんか。

従来から、市町村に有害○河野自然環境課長

鳥獣の捕獲班というのは設置しております。有

害捕獲の場合には 地元の方が土日にボランティ、

ア的な出動でもって駆除活動を行ってもらって

いますけれども、今回は、広域的に捕獲活動に

従事してもらう必要がありますので、それとは

別個の、別個といいますか、メンバーはある程

度重複するかもしれませんけれども、平日でも

捕獲活動に参加してもらえるような方を、数的

にもかなりの数、地区の猟友会に協力いただい

て特別捕獲班として新たに設置したいというふ

うに考えております。

ちょっと具体的に。例えば、働い○十屋委員

ていらっしゃるので、日当の手当ての問題とか

弾代とか、細かく言うと。そういうのはどうな

るんですか。

確かに日当という部分で○河野自然環境課長

は、今回助成はなかなか難しいと思っています

し、8,000円というのは１頭当たり8,000円とい

うことでして、銃猟による捕獲班、チームを組

む場合には、平均的に６名くらいで参加される

わけです。１頭になりますと1,500～1,600円ぐ

らいになるんでしょうか、割ればそれぐらいし

かなりませんけれども、頭数当たりの制限は今

回取っ払おうと思っていますので、捕獲可能で

あれば、大いに積極的に捕獲していただきたい

と思いますし、有害鳥獣駆除で今5,000円出して

おるんですが、それプラスアルファの実費程度

といいますか、それを今回上乗せさせていただ

くということでございます。

多分出てこないですよね、人は。○十屋委員

土日でも厳しいのに平日にやってくれといって
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も、なかなか出ないですよ。そういう手当まで

ある種出さなければ。正直申し上げて。年齢的

にもリタイアした人でやる方はいらっしゃいま

すが、夏場でも生い茂っている中でシカを撃つ

のは大変なので、そういうことからすると、こ

の捕獲班をつくったからって、効果的に機動的

にいくかというと、私はちょっと疑問を感じま

すが、手当てができるようなことがもしあれば

お願いしないと 実質その実が上がらないんじゃ、

ないかと思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。

それはもういいです。それから、次の10ペー

ジで、木造公共施設整備等で、公共施設であっ

ても病院とかで木を使いたいというのはあるん

、 。ですが 結局消防法との絡みで使えないですね

そのあたり何か工夫はできないんですか。でな

いと、公共でも、壁はだめですよね、柱とかぐ

らいしか。だから、広がらないので、ある種、

今、木材に薬剤注入させてするのもありますの

で、その辺のところもあわせて考えておかない

となかなか使いにくいんじゃないか。腰壁ぐら

いまでしか使えませんもんね、正直。

確かに先生おっしゃ○森山村・木材振興課長

、 、るように 消防法の関係で制限がございますし

軒高の高さだとか木造の限界というのがござい

ます。この事業でも、特別に新用途の、地域材

の新たな利用開発の支援というのが９ページの

⑥の最後のほうに書いてありますけれども、先

生がおっしゃるような不燃材の開発ですとか、

新たな用途開発についての支援ができるという

ふうになっておりますので、こういうので研究

をさせていただきたいというふうに思っており

ます。

、 。○外山 衛委員長 では 暫時休憩いたします

。 。午後１時再開いたします お疲れさまでした

午前11時55分休憩

午後１時４分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

引き続き質疑をお願いしたいと思いますが、

どなたかございませんでしょうか。

委員会資料の９ページの内容で○図師委員

ちょっとお伺いしたいんですけれども、今回の

基金の積み立て、有効に効果的に使われること

を期待いたしますが、その１つで （４）の⑤木、

質バイオマスの加工・利用施設等の整備とあり

ますが、これは実際、加工施設を何施設つくる

予定かとか、そういうものの積算というか根拠

があれば教えてください。

今のところ （４）の○森山村・木材振興課長 、

①にございますように、産業再生プロジェクト

の推進費の中で協議会を立ち上げております。

この協議会に５つの事業ごとの部会をつくって

おりまして 事業に参加される方から要望をとっ、

ている状況にございます。バイオマスの加工施

設につきましては、具体的には、製材工場さん

のボイラーのバイオマス化、チップボイラーに

するやつとか、温泉施設の混焼施設としてボイ

ラーを設置するとか、あるいはチップの製造機

械の整備をしたいとか、そういった具体的な数

字は上がってきておりますけれども、全体像と

しては、今、要望を取りまとめている段階でご

ざいます。

３カ年で実施するという内容も含○図師委員

まれているようですので、その具体的な事業を

早目に構築されていかれることを望みますし、

また、利用施設の整備ということで、今言われ

、た木質ペレットを利用したボイラー等の利用で

以前も調査には行ったんですが、ハウスのほう

の施設、加温する施設をつくっているところも
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行ったんですが、そのときはまだ重油が高騰し

ているときで、木質ペレット化も十分効果的だ

という話は聞いたんですが、ここまで重油が落

ちついてきますと、かえってコストが高くなっ

て。何が言いたいかと申しますと、こういう事

業で整備させるのはいいんですけれども、実際

それが使える整備かどうかというのをちゃんと

見きわめて、整備したが、あげく、結局は基金

が終わった時点でその設備も使わなくなったと

いうことがないように。多分それは単独課じゃ

なくて、横断的な政策として取り組まれていく

必要があると思いますので、十分そのあたりは

考慮してほしいと思います。

おっしゃるように、○森山村・木材振興課長

園芸用の加温機につきましては、ペレット用が

１台当たり350万、通常の重油だと120～130万と

いうことで 価格差がございます しかも おっ、 。 、

しゃったように、重油が高騰していればコスト

的に合うけれども、ペレットが大体１キログラ

ム当たり25円とか30円とかしますので、コスト

が近寄ってきますとどうしても使えないという

ようなこともあります。ただ、化石燃料は量に

も限界がございますので、地球環境にやさしい

といううたい文句では使っていけるんじゃない

かと思っております。おっしゃるように、農業

サイドとも十分連携を図りながら進めてまいり

たいと思っています。

私も同じく、これだけの大きな交○河野委員

付の中で事業をぜひ充実させていただきたいと

思うんですが、ちょっとお尋ねをしたいと思う

んですけど、４ページの間伐等促進事業のほう

から、１班につき３名のうち新規雇用２名とい

うことですが、全体的に何名の新規雇用という

ことで考えていらっしゃるのかが１点と、事業

期間というのが21年から23年ということですの

で、この事業が終わるとこの雇用はどうなって

いくのかという、その２点でちょっと確認して

おきます。

８森林組合に３名ずつと○徳永森林整備課長

いうことで、そのうち２名が新規ということを

考えておりますが、耳川流域につきましては範

囲も広いということもありまして、そこは２班

を置くことを考えておりますので、18名の新規

を雇用したいというふうに考えております。一

人前になるには、いろんな技術を習得するまで

に３年ほど必要だという話もありますので、３

年間実務研修もさせながら、３年後は森林組合

等に、作業班か職員かわかりませんけど、その

辺で継続して就業につなげてほしいということ

は、組合のほうに指導、お願いをしていきたい

というふうに思っております。

ぜひ、その継続というか、それを○河野委員

考えた新規雇用ということでやっていただきた

いと思います。

２点目なんですが、12ページ、ちょっと勉強

不足なので。この考え方というか、この事業の

背景というのは、原木の価格の危機的状況があ

るということがあって、目標として、原木供給

の平準化による価格の安定と。結局、価格を安

定させるためには、供給を平準化させるという

ことを目標にすればなし得れるんだという考え

方でいくということは、価格が低かろうが高か

ろうが、安定しておけばいいというそういう事

業なのか。この平準化によって、価格を今より

も高くて平均化できる事業にしようとしている

のか。そこら辺ちょっと教えていただくとあり

がたいと思います。

後半でおっしゃった○森山村・木材振興課長

とおりでございまして、要するに、だぶついて

いるときに、だぶついているといいますか、秋
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。口から冬場にかけまして材が出材されてきます

現在は、市場に集まってきたやつはすべて生産

者に支払うもんですから、安かろうが高かろう

が売ってしまうと、売り切ってしまうというよ

うな状況になっています。それで、一定量を超

える部分を徐々にためていきまして、夏場の材

が非常に水分が多くて材質が悪くなるという状

況のときに、徐々に吐き出していってそこで価

格を高どまりさせていきたいというふうに考え

ております。

上の表でいくと、例えば、21年度○河野委員

前後でいくと９月に１万300円で持ってきてい

る。春に7,900円というのがある。それを平均化

するということで、この１万300円から7,900円

の間でとまるようなそういう状況をつくるとい

う考え方ですか。

確かに、需要と供給○森山村・木材振興課長

のバランスで木材価格というのが決まっていき

ますので、高どまりさせたいという要望でござ

います。一番下の7,900円というのを幾らかでも

底上げをしたいというふうに考えております。

諸塚の加工センターへ調査に行っ○河野委員

て、あれだけの工夫をされている中で、原木の

低い価格というのを何とか引き上げる方法とい

うのをいろいろ手を尽くさなきゃいけないとい

う御意見を受けている中で、例えば、この事業

で１万円台をキープさせるというその工夫とい

、 、うか 平準化ということもあるんでしょうけど

そこもこの事業で手を打つことができないのか

なというのが、事業を見ていて１つ考えたこと

なんですけど、そこら辺はいかがなんでしょう

か。

やはり我々も、森林○森山村・木材振興課長

所有者に幾らかでも還元できる仕組みというの

を考えたいということで、この事業を立ち上げ

ております。ただ、どうしても製材工場におき

ましては、やはり製材工場なりの利益を確保し

なきゃいけないということもございますので、

一番製材工場が利を求めるのは、原木価格を下

げて買うということが、製材工場にとっては利

益の最初の追求になってしまいますので、原木

市場においては、県下の素材生産量は、70％ぐ

らいここの原木市場が流通量を確保しています

ので、そこで幾らかでも価格を引き上げて森林

所有者に返していくというふうなことをねらい

にしております。

また努力をということでよろしく○河野委員

お願いします。

冒頭申し上げたのは、宮崎県とす○鳥飼委員

ればお金がないので、のどから手が出るほどに

お金が欲しいというのがあります。ですから、

今回事業化されている。今後いろいろお金が来

るでしょうけれども、後々の負担になるような

のはできるだけ避けてやってくださいよという

お願いですから、皆さんそうしておられるとは

思いますけれども、そういうことを申し上げた

わけです。

、 、 、そこで ちょっと戻りますけど ２ページに

先ほど質問ございましたが、県民の森施設整備

事業の中のクリーンエネルギー普及拠点施設の

整備ということで、50キロワット級のというよ

うなことが書いてございますが、さっきは7,000

万ぐらいと言われたんですよね。これは緊急経

済対策ということもあるんだろうと思うんです

が、ＮＥＤＯですね、その補助事業といいます

か、それについての検討というのはされたのか

どうか、お尋ねします。

その制度については検討○徳永森林整備課長

しておりません。

一昨年ですか、企業局の壁面に、○鳥飼委員
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ＮＥＤＯの事業を活用してということで出てお

りました。私は昨年の特別委員会で、新エネル

ギーの特別委員会があったんですけれども、Ｎ

ＥＤＯに行く機会もありまして、かなり予算を

持っているんです。そして、やっているところ

では、１つの町、例えば宮崎市でいえば生目台

団地が全部太陽光パネルをつける。それに補助

をすると。一括して太陽光をその団地が使えば

相当な売電とか供給とかあるわけですから、あ

そこは東電ですけど、宮崎だったら九電なんで

すが、それに耐え得るような設備なりそういう

ものができるかどうかというようなことを実験

としてやっているんですけど、それが補助でで

きていると。こういう制度を活用しない手はな

いなと思ったもんですから、それで念のために

お聞きしたんですが、この場合については検討

されていないということですが、それ以外の事

業で今、検討中があるのかどうか。自然環境課

になるかと思うんですが、何かそういうことで

ＮＥＤＯの事業を活用しようというような検討

をされておられますか。

今のところ、環境森林部○徳永森林整備課長

、においてこのシステムを導入するということは

ひなもり台だけでありまして、ほかには今のと

ころ計画はない。今、県のほうでソーラーフロ

ンティア構想というのを20年度に策定しており

まして、それに位置づけをしながらこのひなも

り台については進めていこうかなと思っている

ところなんです。うちの部としては、これ以外

に太陽光の計画は今のところございません。

できるだけ有利な制度といいます○鳥飼委員

か、システムですから、これは一考するに値あ

るというふうに思いますので、今後の検討事項

としてお含み置きをいただければと思います。

それから、９ページの、これはもうお聞きし

ないでいいのかなと思ったんですが、森林整備

加速化・林業再生事業で、事業内容が７項目ご

ざいますけれども、６番目に木造公共施設整備

等事業というのがあるんですが、これは、今ま

であった、例えば保育所とか幼稚園とかそうい

うところには、2,000万限度でしたか、補助をす

るというのがあったと思うんですが、それとの

関連というのは……。それをちょっと御説明い

ただきたいと思うんです。

これは、公共施設等○森山村・木材振興課長

と書いてございまして、先生がおっしゃるよう

に、保育所とか、病院ですとか、あるいは大き

なショッピングセンターだとか、非常にＰＲ効

果の高いところを木造化・木質化するというよ

うな事業になっております。補助金の額につき

ましては、国は、平米当たり13万5,000円という

定額で助成するというようなことになっており

、 、 、ますが 今 要望をとっている最中なんですが

大変多うございまして、県といたしましては、

その額をお支払いすると、とてもじゃないけど

事業費が足らないというようなこともございま

して、今、定率で積算するように検討を始めて

いるところでございます。具体的には、今週初

めくらいから各地区でヒアリングをさせていた

だきまして、各地区の御要望とか、本当に計画

性・実効性があるのか、それから、ＰＲ効果が

高いものか、利用客数がどのくらいいらっしゃ

るのか、そういったものを総合的に評価させて

いただいて採択に向けて準備を進めているとこ

ろでございます。

県単のとは別ですか。○鳥飼委員

県単とは全く別でご○森山村・木材振興課長

ざいまして、県単の分は別にございます。

13ページに「みやざきスギ」の家○鳥飼委員

づくりというのがございます これは以前もあっ。
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たような感じもするんですが、確認をしたいん

ですけど、コンペ方式で10棟、そして、材を100

棟 マンション等の材を20棟ということで こっ、 、

ちは抽せんをするということだろうと思うんで

すが、住宅を建設した部分についてどういうふ

うなことになるのか。というのは、10数年前な

んですけど、愛知県に行ったときに、向こうの

木材を使って住宅団地を一定程度、20棟ぐらい

つくってあって、それを見学して、それを売る

というような、木造というのはこういうよさが

あるんだなとか、そういう事業を見学する機会

があったんです。ああ、いいな、こういうのが

あると、宮崎ももっともっと木材を使った住宅

ができるんじゃないかなというふうに思って、

林務の人と話をしたことがございまして、今思

い出したんですけれども、この事業についても

う一度説明を。今申し上げたようなことでいい

、 。のかどうか 御説明をお願いしたいと思います

ただいま先生のおっ○小林木材流通対策監

しゃられたように、愛知県ですとかほかの県で

も、実際、建て売り住宅みたいな形でモデル住

宅そのものを見ていただいてというようなこと

で、県産材のよさをＰＲしようという取り組み

はいろいろとされているところだと思います。

、今回この補正事業で取り組む内容としましては

右側の14ページを見ていただきたいんですけれ

ども、①の「みやざきスギ」住宅たっぷり体感

事業と、②建てよう「みやざきスギ」の家普及

、 、促進事業と ２系列あるわけなんですけれども

ただいま先生のおっしゃられたような事業に近

いのが①の事業でございまして、実際にみやざ

きスギをさわっていただいたり、あるいはその

ぬくもりを感じていただいたりといったような

ことで、家の中に入っていただいて、自分も同

じような家を建てたいなというようなことを喚

起しようといったような取り組みをしようとい

うものでございまして、工務店、設計事務所等

を対象として、コンペ方式で、よりよい取り組

みを採用させていただきたいということで考え

ているものです。

それに対しまして、②にございます建てよう

「みやざきスギ」の家普及促進事業につきまし

ては、こちらのほうは、直接お施主さんになら

れる候補の方々に対してアプローチをしようと

いうものでございまして、実際、県産材の家づ

くり、構造材等で80％以上を県産材で建てよう

とおっしゃられる方に対して、柱材等をプレゼ

ントいたしましょうというようなことで、こち

らのほうは、短期的に経済状況を活性化させよ

うというようなことで、県産材の家づくりを背

中を一押ししたいといったような事業でござい

ますので、この２つの事業を上手に絡めまして

県民の皆さんに県産材の住宅を建てていただけ

るように図っていきたいというものでございま

す。

まず、①のほうなんですけど、コ○鳥飼委員

ンペ方式で、10件ですか、10社ということだろ

うと思うんですが、特定の敷地なり用地を準備

をしてそれをやるのか、それとも、ばらばらな

なのか。そして、それが終わった後はどうする

のかということについて、ある程度わかってお

れば御説明いただけませんか。

こちらの事業につきま○小林木材流通対策監

しては、モデル住宅というのを住宅会社さんが

長年維持していくというのはなかなか難しいと

いう面もございますので、今回のこの事業につ

きましては、建設資材を県産材というようなこ

とで、それをお使いになられる経費を支援をす

るといったようなことで、その上で県産材の住

、 、宅を建てていただいて 構造材のときの見学会
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それから完成時の見学会、その後、継続的な展

示会等もできるかと思うんですけれども、そう

いったような活動をしたいという方に応募して

いただくということになりますので 場合によっ、

ては、県産材の家をお建てになりたいという候

補の方と相談をしながら家づくりをして、それ

を展示していくといったような場合も考えられ

ますし、工務店さんがあらかじめ土地を用意し

て建てて、建てた後にいろいろな方に見ていた

だいて、その中で一番その家を気に入った方に

お売りになるといったようなことも最終的には

考えられると思いますけれども、そういったよ

うな２つのことが考えられると思います。した

がいまして、特定の場所で今のところ決まった

場所というのはございません これから県下で10。

件、あらゆるところで、この事業をやりたいと

いう方を応募の中から選ばせていただいて取り

組んでいくということになります。

わかりました。それも１つの方法○鳥飼委員

だろうと思います。ただ、インパクトがあると

いうか、とんびとんびあって、どこにあるのか

みんなが知らないというようなことにはならな

いようにということで、そこは工務店にお任せ

ということであってはちょっと困るんじゃない

かなと思いますが、そこ辺は十分な配慮といい

ますか、周知の方法なり工夫をしていただけれ

ばと思います。

それから、２番の建てよう「みやざきスギ」

のほうについては、家をつくれば、仮に2,000万

としますね。材が1,000万としましたら、材のみ

を抽せんで、宮崎県産材フェアとか何かそうい

うやつをやって、そこで80人が抽せんで選ばれ

るというようなことになるんでしょうか。

こちらの事業につきま○小林木材流通対策監

しては、できるだけ事業の効果を高めたいとい

うふうに考えておりますので、プレゼントをし

たい方につきましても、大勢の方に応募をいた

だいてというふうなことを考えております。そ

の上で抽せん会をいたしまして、当選された方

にプレゼントをさせていただくということにな

ろうかと思います。その後、柱材等のプレゼン

トにつきましては、実際お建てになる工務店さ

んとも相談をさせていただきながら実行してい

きたいというふうに考えております。

実施主体というか、事業主体は、○鳥飼委員

県のほうで直接やられるということになるんで

すね。

こちらのほうは 13ペー○小林木材流通対策監 、

ジの２番の（３）の事業実施主体の②にござい

ますとおり、宮崎県県産材流通促進機構を通じ

まして事業そのものは実施していきたいという

ふうに考えております。したがいまして、こち

らの流通促進機構さんが実際の当選者さんと相

談をして、それから工務店等々さんと相談をし

ながらプレゼントを差し上げるということにな

ります。

最後にお聞きしますが、この機構○鳥飼委員

の事務局といいますか、ちょっと御説明いただ

きますか。

こちらの事務局につき○小林木材流通対策監

ましては、県木材協同組合連合会のほうが事務

局をしております。

最初に資料をお願いしたいんです○濵砂委員

が、本年度の部長マニフェストを我々にも配付

していただくとありがたいんですが、委員長の

ほうで取りまとめをお願いします。

環境森林部の部長マニフェ○外山 衛委員長

ストですね。

お願いします。○濵砂委員

それから、12ページの、先ほど河野委員から
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話がありましたが、素材需給安定調整への支援

の概要ということなんですが、これはいいんで

すけど、価格がかなり下がっていますので、年

間の供給量というか生産量、この供給量の変化

というのは今どのくらい、大体100万弱ぐらいで

すよね。数字がはっきりわからないんですが、

平行線をたどっていますか。

平成20年の素材生産○森山村・木材振興課長

量が139万1,000立方でございまして、その前の

年が、若干多うございまして140万を超えるよう

な状況になっております。ただ、その上がり下

がりというのはそんなにございません。

全体で１億立方ぐらいですか、全○濵砂委員

体の今の保有量。杉。単価を1,000円ぐらいで見

たときに、年間の供給量の中で平均単価が1,000

円、立方単価1,000円、１ヘクタールが300立方

ぐらいで計算したとき、普通そうですね、どの

くらい変化が出てくるもんですか。いわゆる供

給高。金額。県の総供給高が1,000円の変動のと

きにどのくらいのものが出てくるかと。9,800円

と7,900円ですから、約2,000円の差があるんで

すが、ここでどのくらいの年間のいわゆる杉供

給量の金額の差が出るかと、林家の生産額の手

取りが少なくなるかという話なんですよ。わか

らなければ後からでもいいです。

続けていいですか。時間がないです。先ほど

の１ページの予算の中で、平成20年度２次補正

からの関連の繰り越し明許が118件の31億1,300

万なんですが、これプラス本年度予算の新規予

算と、今回の補正３号、これへの追加予算のと

きに大体どのくらいの工事件数・金額になるも

んですか。おおよそで結構です。

昨年度の繰り越しの事業○徳永森林整備課長

と今回プラスした分が幾らになるかということ

ですか。

そうです。新規と補正。○濵砂委員

今度の補正につきまして○徳永森林整備課長

は、予算的には、ほぼ間伐と間伐作業道の予算

になってまいります。公共予算につきましては

間伐と作業道が主体となっておりますので、予

算説明資料の補正の中で一部……。

概算でいいんですよ。大体何件ぐ○濵砂委員

らいの金額がどのくらい追加になりますかと。

。 、新規予算含めてですよ 21年度予算の補助公共

、 、県単含めて これだけ繰り越ししていますから

それプラスどのくらいの事業量になるんですか

ということです。概算でいいです。

工区数、事業量のことで○徳永森林整備課長

すか。

件数、事業量です。○濵砂委員

済みません、先ほど○森山村・木材振興課長

の濵砂先生のお話だったんですが、蓄積が民有

、 、林 国有林合わせまして１億4,377万9,000立方

約１億4,300万立方ございます。そのうち、民有

林が１億243万立方ございます。これは平成19年

のデータでございます。

それから、先ほど、1,000円上がったらどうな

るのかというお話でしたけれども、130万立方の

素材がございますので、これが全部1,000円には

ね返りますと13億円ということになります。以

上でございます。

濵砂委員、林家に入るのは○外山 衛委員長

その中の何割かですね。1,000円上がっても１割

～２割、１割５分ぐらいで150円ぐらいですか、

山に戻るのは。

出しが大体9,000円ぐらいだから、○濵砂委員

ここの金額でいくと完全な赤字だね。1,000円残

らん、マイナス1,000円ですね。

済みません、遅くなりま○徳永森林整備課長

した。繰り越しで82カ所、20年から21年度に繰
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り越しをした箇所数が工事件数で82カ所、それ

で、追加補正によりまして27カ所の工事を追加

するということになります。

それが19ページに載っているやつ○濵砂委員

ですか。

19ページの自然環境課の○徳永森林整備課長

治山事業と、森林整備課の上２段は森林整備事

業で間伐等のやつなんで、３つ目の森林保全林

道整備事業、これから下、この部分が50工区の

繰り越しをしております。

じゃ、合計109カ所、110カ所前後○濵砂委員

というところですね。先ほどの話のように、今

回は緊急対策が入ってきましたので、それと20

、年度からの繰り越しがかなり多いもんですから

本会議の一般質問でもちょっと話をしたんです

が、土木に限らず、こっちのほうもかなり、早

期発注していかないと本年度中にまた繰り越さ

ないかんというようなことになります。さらに

、また景気対策の雇用投資額のが出てきますので

それを先取りをしながらやっていただかないと

県内の経済対策にならないというものがあった

もんですから、ぜひひとつそのようなことで御

検討いただきたいと思います。以上です。

何件かちょっと聞いていきた○外山三博委員

いんですが、まず最初に、先ほど十屋委員がシ

カのことを聞かれたんですが、大分前にこの県

議会でも、シカが少ないから保護しようという

ような議論もあったんです。時代が変わるとこ

うやってふえてきた。ところで、シカの適正と

いうか、どのくらいまでだったら許容できると

いう頭数なんですか。

シカの適正生息数でござ○河野自然環境課長

いますけれども、特定鳥獣の管理計画の中で定

められているといいますか、計画目標数値は県

内で約１万頭とされております。

平成19年は５万6,000ですね。○外山三博委員

ということは、４万頭ぐらい多いということで

すか。わかりました。

猿の害も大分あるんですね。猿はここでいい

のかな、聞いて。シカだけ管理をしようという

支援事業でしょう。猿も多いんですよね。なぜ

猿を適正にしようという事業はここで出てこな

かったんですか。

猿については、これにつ○河野自然環境課長

いても生息調査は毎年やっているところなんで

すけれども、県内で約3,000から3,500頭ぐらい

生息しているだろうと言われておりまして、一

昨年から野生猿の被害防止のための特別捕獲班

というのを設置いたしておりまして、捕獲班の

活動費に対する助成、それから捕獲おりを設置

しておりますけれども、これを昨年度は18基設

置に助成しておりまして、捕獲について県とし

ても市町村を支援しているということでござい

ます。

それじゃ、次に行きます。○外山三博委員

先ほどちょっとありました素材の需給安定調

整に関連すると思うんですが、中国木材の進出

の話がずっとありましたね。その後どういうふ

うになっておるのか、この進出計画が。状況を

お聞かせをお願いします。

中国木材につきまして○小林木材流通対策監

は、昨年10月に、同社と林業関係団体との間で

進出条件を取りまとめた覚書の調印がとり行わ

れたというところでございますけれども、その

後、御承知のように、厳しい経済状況が続くと

いう中で、同社におきましても、具体的な進出

。計画を現在検討中というふうに聞いております

具体的な内容につきましては、我々もまだ検討

中としか聞いておりませんので、それ以上のお

話がなかなかできないんですけれども、私ども
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といたしましては、やはり本県の林業や工業な

どの産業振興、それから、新たな雇用の創出に

つながるというような面もございますので、関

係部局や地元日向市とも連携をとりながら、こ

ういった進出につきまして進めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。

それから、次に行きます。20○外山三博委員

ページの環境マネジメントシステムについて、

県庁内のごみの排出量が約50％減っておるとい

うことですね。物すごく減っておるんですが。

ちょっとお待ちください、○外山 衛委員長

外山委員。その他になります。まず議案と報告

事項ですから。

大気のこともこれは議案以外○外山三博委員

。 。 、 。だな その他だな それじゃ 以上でいいです

森林整備加速化・林業再生事業、○緒嶋委員

これは予算は20億150万というふうになっている

んですけど 基金は10億ということ この後の10、 。

億はどういう歳入ということで考えればいいん

ですか。

９ページの20億150万○森山村・木材振興課長

の内訳でございますけれども、①で、国から補

助金がまいりまして、10億円分を基金に積み立

てます。その基金を、通常でしたら30億とか40

置くとか積み立てるんですが、今回は10億円を

積み立てまして、その10億円を基金事業として

取り崩すという形になっております。

先ほどは、内示の来た範囲じゃな○緒嶋委員

いと予算を組まんというような話だったから、

それと整合性がないような気もするんだが、こ

れはどういうことですか。

内示というのが、最初内○飯田環境森林課長

示が来たのが10億円だったんですね。というの

は、これは基金事業でやるというやり方でござ

いまして、とりあえず基金条例というのを上程

させていただきますけれども、そこに10億円積

み立てまして、その10億円を取り崩して10億円

の事業に充てるという事業になっております。

そうすると、20億との絡みはどう○緒嶋委員

なるの。

基金というのを10億、そ○飯田環境森林課長

れを基金条例で積み立てまして、そして、それ

を大体１年間ぐらいとれば利息は150万つくと。

それが終わったときに、基金を取り崩してこの

事業の10億円に充てるというシステムになって

おります。だから、内示的には10億円というこ

とになるんです。

わかったようなわからんような。○緒嶋委員

この制度は、産廃税とか○飯田環境森林課長

あれと同じシステムになっているんですよ、基

本的には。わかったようなわからんようなとい

うことですけど、そういうふうに御理解してい

ただくと。

またいつか聞きます。これは３年○緒嶋委員

、 。間でやるということになるわけですね 基金は

限定条例みたいなことだが、そうなると、さっ

き言われた木造公共施設なんかの希望が多いと

きは、それは一遍に、１年度で全部枯渇させて

もいいわけですか、これは。

先生がおっしゃった○森山村・木材振興課長

、 、とおりでございますけれども 国としましては

午前中にお話がありましたが、３カ年分を今年

度中に県のほうに交付するということになって

おります。この時期につきましては、多分10月

前後に第２回目がまいりまして、各県の要望を

踏まえてこれでほとんど充当しまして、最終的

には２月の補正ぐらいに微調整があるというふ

うに聞いております。そのときには、基金の積

立額が、例えば、県の要望次第でございますけ

れども、50億円が積み立てられて、そのうち基
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金事業として15億円を今年度使うというような

格好になろうかと思います。したがいまして、

木造公共施設の整備につきまして全額を充てる

ということはできませんけれども、今、各事業

体のほうから御要望を聞いている段階では、こ

としつくりたいという御希望もありますし、再

来年つくりたいというような御希望もあります

ので、それを段階的に踏まえまして事業配分し

ていくということになろうかと思います。

であれば、基金は今、50億と言わ○緒嶋委員

れたが、かなりふえる可能性はあるというふう

に見ていいわけかな。全国的には1,230何億とか

言うたわな。そのあれは。

1,238億が林野庁の全○森山村・木材振興課長

体の補正額でございますので、それを、先ほど

午前中に濵砂委員のほうからお話がありました

、 。ように 単純に割りますと30億前後になります

ただし、本県の林業の素材生産量ですとか間伐

量とかそういったものを踏まえますと、それよ

りもかなり多い額が国から配分が来るものと期

待しているところでございます。

それは期待に終わらんようにがん○緒嶋委員

ばってください。

次に 「みやざきスギ」の81本、100棟、これ、

はこういうみみっちいことを言わんで、希望な

ら希望500棟分は先着順に500棟はやります。そ

れは景気雇用対策になりますというようなイン

パクトのある 抽せんを２～３回やってなん―

のいうたら、抽せんに漏れた人はがっかりする

だけだが、何も景気対策にならんが、そういう

インパクトのあるような、知事も総理大臣にな

るというぐらいに言うから、少しはこういうイ

ンパクトのあるような予算は組めんとかな。

先生がおっしゃられる○小林木材流通対策監

ような御意見はごもっともだと思います。我々

もできれば大いにこしたことはないなというふ

うには考えた次第なんですけれども、平成15年

から同様の柱材プレゼントといったような事業

を続けてきておったわけなんですけれども、例

えば平成18年の100戸の募集に対しまして、300

件ぐらいの申し込みがあったといったような状

況もございます。100戸という限られた数ではご

ざいますけれども、これを何倍にも膨らませて

効果のあるように事業を進めていきたいという

ふうに考えております。

何倍も膨らかすと言うたって、限○緒嶋委員

定しているわけだから、膨らかせるはずはない

わけだ。逆に言えば、抽せんで漏れるから希望

も出さんという人もおると思うんですよ。だか

ら、先着500棟なら500棟というぐらいのインパ

、クトのある予算が景気雇用対策だというような

そういう前向きの発想ができんのかなと。何か

後ろ向きというか、限定、限定、前例がござい

ませんという話以外は聞いたことがないんだけ

ど、どうですかね、これは。もうちょっと追加

してやりますというような、わざわざ林野庁か

ら来ちょっちゃろ。それぐらいやらにゃ。

私も気持ちとしては先○小林山村流通対策監

生と全く同じでございますが、県財政もござい

ますし、やはり限られた原資をできるだけ効率

よく執行していくというのが我々の使命だと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

これは大した金額じゃないが、財○緒嶋委員

政課が言うような答弁じゃだめじゃ。もっと前

向きに言わにゃ。

ちなみに、この大黒柱１本○外山 衛委員長

は幾らぐらいですか。81本。

家１棟2,000万ぐらいの○小林木材流通対策監

建物でしたら、大体300万ぐらい木材費に充てら
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れるというふうに考えているんですけれども、

柱材ですとそのうちの10％ぐらいに相当するん

じゃないのかなというふうには思っております

が、そこら辺は、幾らというのはあんまり申し

上げないほうが、期待感が大きいかと思います

ので、そうさせていただけたらと思っておりま

す。

確認をさせていただきたいんです○鳥飼委員

が、16ページに専決が行われているんですが、

産業廃棄物税基金積立金、森林環境税基金積立

金の執行、これは処理の方法といいますか、現

状というか、下のほうは一般会計に入れていろ

いろ使っていると思うんですけれども、上も下

もちょっと説明していただけませんか。

まず、産廃税のほう○大坪環境対策推進課長

、 、ですけれども これは20年度の分ですけれども

基金として最終的に補正後２億7,000万というこ

とになっているわけですが、これを取り崩しま

して所定の事業に充てていくということになり

まして、昨年度の例で申しますと、ほぼ同額の

事業の合計になっております。

何ですか、事業は。○鳥飼委員

昨年度、平成20年度○大坪環境対策推進課長

、は全庁的に全部で23本の事業を行っていまして

これに充てています金額は合計で２億7,116万と

いうことになっております。ほぼ同額を充てて

いるということでございます。具体的な事業と

しましては、環境対策推進課でやっております

廃棄物関係のいろいろな啓発事業ですとか、監

視・指導等に要する事業、それから、あとは、

商工観光労働部のほうで環境リサイクルに関し

ます技術開発事業、県土整備部で行っています

建設リサイクルの推進に関する事業、そんなも

のに充てているところでございます。

森林環境税につきまして○河野自然環境課長

も、一般財源と別に区分しまして、それを取り

崩しながら事業を実施しております。主な事業

としましては、使途は、県民の理解と参画によ

る森林づくりの推進だとか、これはボランティ

ア等の活動費を助成するというものです。それ

から、公益的機能を重視した森林づくりという

ことで、これは水を蓄え、災害に強い森林づく

りということで、危ない山に対して植栽等をや

ると、そういった事業に取り組んでおります。

それぞれ一般会計に繰り入れをし○鳥飼委員

てということではないんですね。

きちんと区分して取り崩○河野自然環境課長

していると。

わかりました。了解。○鳥飼委員

。○外山 衛委員長 次に進んでよろしいですか

次に、その他の報告事項についての質疑をお

願いしたいと思います。

さっき途中まで言いかけたん○外山三博委員

ですが、県の環境マネジメントで、ごみの排出

量が206トンから106トンに半減をしておるんで

すね。何を出さなくなってこんなに50％も減っ

たんですか。

これにつきましては、従○飯田環境森林課長

前はごみを一緒くたに出しておりましたけれど

も、いわゆる分別を今やっておりますね、例え

ば金属とか瓶とか。そういうものはリサイクル

されますので、その分がふえてごみの搬出量が

減ったということでございます。

県庁の職員の場合は、多分こ○外山三博委員

ういう資料、紙関係が多いですね。これがリサ

イクルに全部回っていったからその分が減った

というふうに理解していいんですか。

紙につきましては、見て○飯田環境森林課長

いただくとわかるとおり、それほど減っていな

いんですね。4.6％ぐらいしか紙の使用量という
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のは減っていないんですけれども、従前は、実

際、外注とか印刷業者の方に発注しておりまし

た。ただ、今はこういうコピーとか全部を紙と

して、提出資料も全部我々のほうでつくるとい

うことになっているもんですから それほど減っ、

ていませんけれども、ただ、ごみというのは、

従前は、例えばプラスチックとか缶とか瓶と、

通常の役に立たない紙ですね、使用してぐじゃ

ぐじゃした紙については、全部一緒にやってい

ましたけど、それがどんどん分別されて、実際

本当に使えないような紙ですね、紙類等が減っ

ていったということがございます。

、○外山三博委員 何か数字のマジックみたいで

実際はやっぱりそれだけ出ておって、その行き

先が変わったということですね。

ごみのですね。ごみがあ○飯田環境森林課長

る物はリサイクル品として再生に使われるよう

になったというようなことで御理解していただ

ければよろしいかと思います。

次に、水質の観測結果がさっ○外山三博委員

、 、 、き報告がありましたけれども 地下水で 延岡

日向、新富で３本だけ亜硝酸窒素等が達成しな

かったというのがあるんですが、何年か前に、

同じような報告の中で、宮崎で一番地下水が亜

硝酸石灰等で汚染されておるのが、都城盆地、

それから川南というのを報告で聞きました。そ

れを受けてというか、そのころに、平成17年、

都城盆地の硝酸性窒素削減対策実行計画、こう

、 、いうものが出ておるんですが 今度の調査では

当時調査された地下水の井戸、同じ井戸の調査

、 。もした結果 クリアしておるということですか

今回の調査は、まず、概況○堤環境管理課長

調査が３本出ているんですけれども、これは県

内を５キロメッシュに区切りまして、これまで

。やっていない井戸を調査した結果でございます

都城盆地の実行計画に基づく調査は、別に県が

約90本ほどモニタリングをしております。これ

はこの調査結果には上がっておりません。

その別個に90本やられたほう○外山三博委員

の調査結果はどうなんですか。

これは計画をつくって実行○堤環境管理課長

計画を始めた当初から、これまで基準を超えて

いるようなところとか、できるだけ超えるとこ

ろを今モニタリングしているんですけれども、

超過率が12～13％ということで、実行計画でい

ろいろ施策を講じていますけれども、その効果

があらわれている状況ではございません。

前、調査したときにこれだけ○外山三博委員

悪かったというところを、きちっと数字を出し

、 、て 改善されたかどうかを確認していかないと

この実行計画で、例えば平成22年に生活排水処

理率を 現況が35.8 これは平成15年ですね 22、 、 、

年に58.6にしましょうとか、それから、畜産の

廃棄の処理をこうしましょうとあるんです。22

年にこうしましょうと目標設定してあります。

そこ辺の計画が進んでおるかどうか等含めて、

せっかくこういう計画をつくってやられたんだ

から、そこ辺の追跡調査とどういうふうに改善

されてきたかということをはっきりしていかな

いと、こういう計画をつくっただけで終わって

しまう、そういうふうに思うんです。現実はど

うなんですか。都城の地下水はよくなっている

んですか。

実行計画を17年につくりま○堤環境管理課長

して、その後、毎年、施策の実施状況、それか

、 、ら 鹿児島県まで入れると100本ほどありますが

地下水の状況、それぞれ幹事会を開きまして報

告をして、そして次年度の計画を立てると。そ

ういったことを実施してきております。現在の

地下水の状況は、まだその効果があらわれてい
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ないという状況でございます 最終目標年度は32。

年度ということになっておりまして、これまで

畜産の素掘りとかございましたけれども、これ

は法律によって規制されましたので、現在はな

くなりましたが、こういったことであるとか、

施肥については、過剰な施肥がないように施肥

基準を設けて農政水産部のほうで農家の方に指

導していると。そういった状況があらわれるに

。はもうしばらくかかるのかなと考えております

やっぱり畜産からの、堆肥含○外山三博委員

めて野積みとかそっちの処理がきちっとできな

いことには、地下水の汚染はよくならないわけ

ですね。ですから、畜産というか農政のほうと

の連絡調整というか、そこ辺のところはきちっ

とやっておられるわけですか。

都城の協議会には農政も○堤環境管理課長

入っておりますし、振興局、保健所、私ども、

それから農政の本課のほうですね、それから、

農協とか、畜産農家とか、そういったところも

入って進めております。

入って進めておられる中で、○外山三博委員

現状は決して芳しくないということですか。

施策は順次進めているんで○堤環境管理課長

すが、地下水に影響が、対策の影響が、効果が

出てくるには、やはり早くても６～７年かかる

というのが宮大の先生方の、専門家の意見とし

てありますので、現在の状況では、まだ測定し

た年度によって上がったり下がったりというよ

うなことで、はっきりと効果が出ているという

状況ではございません。

合併浄化槽も、平成15年段階○外山三博委員

で処理率が17.9、これを22年に26.8にしましょ

うという計画なんですね。19年、去年段階では

どのくらいまでいっているんですか。

県全体で64.7％ 合併浄○堤環境管理課長 ―

化槽だけですね、合併浄化槽では、19年度、県

全体で18.7％でございます。

今聞いているのは県全体じゃ○外山三博委員

なくて都城盆地を聞いているんです。都城盆地

を22年で26.8にしましょうと。15年が17.9なん

です。だから、今どこら辺までいっているんで

すか。

都城盆地だけをまとめたの○堤環境管理課長

は今手元にございません。

後日お願いします。○外山 衛委員長

個別には実はわかるんです○堤環境管理課長

けれども、例えば都城市ですと19.5％でござい

ます。また、三股町が合併浄化槽が39.7％とい

うことになっております。

これは鹿児島の一部も入って○外山三博委員

いますね。

入っております。○堤環境管理課長

だから、この協議会で全部を○外山三博委員

合わせた数字は当然把握しておると思うんです

ね。そこ辺の資料。それから、川南がどういう

。ふうに変わっておるかもあわせてお願いします

以上です。

25ページのエコクリーンプラザみ○十屋委員

やざきで、先ほど写真でいただいて説明を受け

たんですが、よく見ていると、遮水壁として矢

板を打ち込んだと。その下に暗渠があったとい

うふうに見ていいんですか。

先ほどの資料の２○大坪環境対策推進課長

ページが平面図になっておりますが、開いてい

ただきますと、浸出水調整池、ちょうど全体の

真ん中付近が一番谷になっていまして、そこの

ところに直径1.5メートルの暗渠がずっと通って

います。したがいまして、今回その矢板を打つ

ときには、この暗渠に当たらないように、暗渠

の部分は、暗渠の上部でストップするような格
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好で施工する予定だったんですけれども、原因

がどうなっているのかは実際に目視して再確認

する予定ですけれども、いずれかの理由によっ

てこの施工中に暗渠が破損してしまっていると

いうことです。そこに大量の水と土砂が吸い取

られるような格好で陥没が発生したのではない

かということでございます。

間違って打ち過ぎたんじゃないで○十屋委員

すか。

そういった可能性も○大坪環境対策推進課長

含めて調査をすることになります。

業者さんはプロですから、その深○十屋委員

さとかあれがあったら、経験則もあって打ち込

み方とかわかるんですが ここの部分だけでしょ、

う、陥没したのは。

そうです。○大坪環境対策推進課長

ということは、完全に素人目の私○十屋委員

たちが考えても、やっぱり打ち込み過ぎたんだ

ろうなと単純に思うんですが、この場合、いろ

いろ調査して原因がわかったときに、工事の責

任といいますか、その施工の責任というのは業

者になるわけですね。

仮に、矢板がこの管○大坪環境対策推進課長

に当たって破損したということになりますと、

その矢板を施工した業者の責任なのか、あるい

は全体のＪＶの責任なのか、もしくは設計をし

た業者の責任なのか、そういったことを検討す

ることになろうかと。

原因がわかった場合には、やっぱ○十屋委員

り工事の追加が発生するし、手間暇が発生しま

すね。その場合は、その責任の所在が明らかに

なったところで負担していただくというふうに

考えていいんですか。

そこは、発注者であ○大坪環境対策推進課長

る公社のほうと業者のほうとの協議ということ

になろうかと考えております。

最終的に今ストップしていて、水○十屋委員

も入っていないんでしょうけど、特別にほかに

影響するということは問題ないんですね。

本体のほうの工事は○大坪環境対策推進課長

予定どおり別途進めています。遮水壁の工事だ

けはストップさせていますので、全体の工期に

大きな支障は出ないだろうと、そんなふうに考

えております。

エコクリーンプラザのことで関連○鳥飼委員

して、告発ですね、不作為があったということ

で背任で告発をされて、いろいろあって、受理

、をしたということになっているんですけれども

聞くところでは、どうも立件はされないだろう

、というふうな声も聞こえてくるんですけれども

現状どのような状況なのかをちょっとお尋ねし

ます。

去る３月16日に公社○大坪環境対策推進課長

が告訴をいたしました。当事者ですから、告訴

ということになるんですけれども、そして翌17

日に県警がそれを受理したということで、その

後、県警のほうで捜査が進められているという

ふうに伺っています。ただ、その後の状況がど

うなっているのかということにつきましては、

県のほうには情報がないという状況でございま

す。

あのときは、17年の７月ごろから○鳥飼委員

試運転に入ったと思うんですね。９月に大変大

きな台風が来て、かなり小松付近を中心にして

水に浸かった。大淀やらも浸かって、それをど

、うするかというようなこともあったりしまして

結局、エコクリーンで引き受けていただいたと

いうこともあるんですね。それと、児湯の処理

がせっぱ詰まってきてどうにもならないという

ようなこともあって、開業を急ぐ声というのが
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外部からもかなり市町村通じてあったという状

況があって、私とすれば、例えば皆さん方が業

務をしておられて、後でこれが違法だというこ

とで告訴・告発をされるというようなことと同

じではないかという気がして、そこに明らかに

金銭の授受とかがあれば、それはもう論外です

から、当然犯罪行為になるわけですけれども、

そういうものもないわけで。やはり派遣をされ

る職員はそのために一生懸命やっていただいた

だろうというふうに思っているんです。そうい

う前提のもとでやはり派遣をした県としては事

に当たっていただきたい。以前、私が告訴しま

すと知事が言っておられたこともあったんです

けれども、私は、論外ではないかなというふう

に思っていまして、そういうふうな対応をお願

いをしておきたいなと思っております。

それと、21ページに、森林・林業長期計画策

定事業というのがございます。これは現在の計

画というのが、平成17年度を初年度ということ

で、26年度を目標年とする10カ年計画というこ

とですから、17、18、19、20、21年、だから、

今年度ですね、見直しをして来年度からまた新

しい５カ年計画といいますか、ものをつくると

いうことになっていくだろうというふうに思っ

、 、ていたんですけれども 今度の部分については

新みやざき創造計画というのは、19年から22

年、19、20、21、22、非常に短い４年間という

ことで、これは新しい知事の考え方ということ

で任期でということになっているんですけど、

そのこと自体、果たしてそれでいいのかという

ことで本会議でもいろいろ議論が出たところで

ございますが、それに合わせていくというよう

なことになるんでしょうか。そこをちょっとお

尋ねしたいと思います。

議員おっしゃいましたよう○水垂計画指導監

に、県の総合計画との整合性を図るということ

から、ここにありますように、計画期間を23年

、度から32年度までの10カ年とするということで

整合性を図るために取り組むというようなこと

でございます。

前回の長計ができたときに、本当○鳥飼委員

にこれは宮崎県の不幸だなと私は思うんですけ

れども、知事が、トップがかわるたびに長期計

画をつくって、何をやっているんだろうかなと

私ども思いますし、実際業務をしておられる皆

さん方もそんな思いでおられるんではないかと

いうふうな気はするんですけれども、そういう

意味では、農業も林業もいじらなかったわけで

すね、この間。それはいいことだなと、突っぱ

ねたのかなというふうなことで私は見ておった

んですが、今回こういうことでやっていくとな

れば、ある程度やむを得ないかなという思いは

するんですよ、向こうから言われりゃですね。

しかし、環境森林部は環境森林部としてのいろ

んな思いとか、皆さん業務をやっていてあるわ

けですから、こういうことをやっていって宮崎

の森をと、森林を、林業をというのがあるわけ

ですから、ぜひそういう思いにのっとったよう

な、これに合わせるとしてもつくっていただく

ようにお願いします。後は余り言いませんので

よろしくお願いいたします。

27ページの確認書ですけど、問題○緒嶋委員

は今後の公社組織のあり方ですね。やはり県は

産廃の関係があってこれだけ深入りしたという

か、一般廃棄物は本当は市町村の責任ですね。

、いろいろなことについてすべてが県と折半だと

負担なんかというのは。これはある意味では、

我々から見れば、それが本当に整合性があるか

というと、やっぱり疑問があるわけです。そう

なれば、今後の組織のあり方を含めて十分検討
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していかにゃいかんですよ。法律に基づく県と

市町村の責任ということからスタートしていか

、 、んと私はいかんと思うんですが このあたりは

ある意味では、理事会でということになると、

理事の数から、全体からいったら、県の主張が

どこまで、我々の立場での理解が得られるかと

いうのがちょっと疑問なわけですけど、このあ

たりはどういうふうに考えればいいんですか。

委員おっしゃいまし○大坪環境対策推進課長

たことは、４月の委員会のときもおっしゃられ

ましたし、私ども、昨年、外部調査委員会を設

置して議論したときも、全く同じような議論が

ありました。したがいまして、１つには、法律

に基づきまして、県と市町村、当然、役割分担

があっているわけですから、それに基づいて、

実際に公社のごみ処理がどういう実態なのかを

。踏まえて整理するべきだろうと思っております

理事会は、確かに数からいいますと市町村のほ

うが11ですから多いんですけれども、理事会は

理事会として、それぞれの県とか市町村の看板

だけを背負っているわけじゃございません。公

社としてどうすべきかという、まさに公社の経

営ということですから、そこはまた別にして、

冷静に法律論とか踏まえて、責任論とか踏まえ

て議論をされるべきだというふうに考えており

ます。

そういう形態が最終的に決定する○緒嶋委員

前に、我々にそういう経緯というのは報告をな

されますか。

本年度から本格的な○大坪環境対策推進課長

議論に入りたいと思っています。ただ、これは

大きな問題ですから、すぐすぐ結論が出る問題

ではないのかなという気もしますので、そこは

また随時、議員の先生方にも御説明していきた

いと思っております。

お願いします。それと、総合評価○緒嶋委員

方式、31ページ、これは環境森林部、農政水産

部、県土整備部、すべて同じということであり

ますが、特に、今までは試行の段階で、環境森

林部は地域企業育成型というのは20年度はゼロ

。 、だったわけですね こういうところからいうと

ある意味、環境森林部は取り組みがちょっと遅

いんじゃないかなという気がするわけですが 21、

年度についてはどうですか。そういうことはあ

りませんと答えられますか。

確かに昨年は対象事業が○徳永森林整備課長

なかったものですから、ゼロということになっ

、 、 、たものですが 本年度は 総合評価方式を60件

そのうち10件は地域育成型でやりたい。件数の

率でいきますと、約５割は総合評価でやりたい

というふうに考えております。今後とも努力し

てまいりたいと考えております。

それと、この前も一般質問等で出○緒嶋委員

ましたが、この3,000万円というのが、地域育成

は、Ａも特Ａも地域育成という一面もあるので

はないかと。だから、3,000万円で区切るという

のの、何というかな、整合性というか、その理

由づけというか、それが何で3,000万かというこ

とになるわけですが、これはランクづけからそ

こで線を引いたんだろうと思いますけれども、

この説明はどういうふうに我々は理解すりゃい

いんですか。

確かに地域貢献という話○徳永森林整備課長

になれば、特ＡからＤクラスまで同じような貢

献をしております。地域ではなぜ難しいかとい

いますと、例えば市町村ごとにこれを評価する

ようにしているということになりますと、西臼

杵であれば特Ａが２社ぐらいしかいないとなり

ますので、その辺を、この地域育成型の考え方

を網羅しながらどのようにして総合評価にして



- 41 -

いくかということは、今後検討していく必要が

あるだろうというふうに思っております。

そういう点のいろいろ意見は皆さ○緒嶋委員

んも聞いておられるだろうと思いますので、で

きるだけ皆さんが納得というか、なるほどとい

うようなものを、これは試行錯誤の連続という

かそういうことだろうと思いますので、今後と

も、改めるところは改めながら、実態に即した

というか、宮崎県らしい総合評価方式の確立の

ために努力してほしいということを要望してお

きます。

ちょっと過敏かもしれませんけ○河野委員

ど、23ページ、先ほど外山委員が、地下水の調

査で３本の井戸から環境基準を達成しなかった

ということで、３つとも県北なんですが、これ

は慢性的なものというか、前に調査はなく今回

新規の調査であるということで確認していいで

すか。

新規の井戸の調査でござい○堤環境管理課長

ます。

これで環境基準を達成しませんで○河野委員

した。是正というのはどういうふうにやってい

くんですか。

硝酸性窒素は、過剰な施肥○堤環境管理課長

であるとか、あるいは畜産廃棄物のこれまでの

不適正な処理、こういったものが地下のほうに

。浸透していったというようなことでございます

したがいまして、ほかの有害物質のように、工

場で使われていて１カ所に発生源があるといっ

たものではなくて、面的なといいますか、全体

の施肥対策、こういったものが必要でございま

すので、対策としては、施肥基準に従って施肥

をしていくとか、不適正な処理をしないとか、

そういったことになるかと思います。

ちょっと不安が残るんですが、次○河野委員

の結果が出るまで６～７年かかると先ほど説明

がありましたけど、その間、例えばこの井戸を

使用をとめるとかそういうことはどうなんです

か。

地下水調査で基準を超えた○堤環境管理課長

場合には、直ちに井戸の所有者に対して、もし

飲んでおられたら、飲用をやめてくださいとい

う指導を保健所を通じて行っております。

その他ございませんでしょ○外山 衛委員長

うか。

33ページ、総合評価のところなん○鳥飼委員

ですけど、特別簡易型の中で、企業の地域社会

貢献度というのがありまして、ボランティア等

のというのがございます。これは企業のボラン

ティアというふうに理解すればいいんでしょう

か。個人のボランティアと理解すればいいんで

しょうか。

企業のボランティアとい○徳永森林整備課長

うことになります。企業そのもののボランティ

アです。

そうしますと、例えばＡ社という○鳥飼委員

のがありまして従業員が10人いる。そこでいろ

んなボランティア活動で、草抜きがあったり、

道路の整備があったりとかしますね。当然そこ

で働く社員の人に対しては出勤を命じることに

なるわけですから、賃金は支払われるべきだと

いうふうに思うんです 普通の一般のボランティ。

アというのは、皆さん方もそうですけれども、

一般の市民、僕らもそうですけれども、自主的

に行って河川の清掃をするとか、例えば市が提

唱をする一ツ葉の清掃があるんですけれども、

ああいうのをボランティアと言いますね。企業

でこういうことをこの項目に入れるとしたとき

に、これはボランティアだから、支払いなしに

やってくださいというようなことになっては本
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末転倒かなというふうな気もするわけですが、

その辺のチェックというのはされるんでしょう

か。

企業としてのボランティ○徳永森林整備課長

アの参加ということを市町村長等に証明書をい

ただいてそれを提出していただくと。例えばＡ

社のだれさんが個人的に行ったということでは

なく、企業としてそのボランティアに参加した

という証明を、主催者、市町村長の証明に基づ

いて評価をしているところです。

その際に、社員10人、社員全員ボ○鳥飼委員

ランティアだったら、その企業のボランティア

。 。となるんですね そのときに社長命令で出ると

しかし、評価はボランティアですけれども、実

際はボランティアではないという場合もあるか

ら、そういうチェックはしっかりお願いします

よということです。

わかりました。そういう○徳永森林整備課長

ことはチェックしていきたいと思います。

では、以上をもちまして環○外山 衛委員長

境森林部を終了いたします。お疲れさまでござ

いました。

暫時休憩をいたします。

午後２時22分休憩

午後２時28分再開

では、委員会を再開いたし○外山 衛委員長

ます。

本委員会に付託されました報告事項等の説明

を求めます。なお、委員の質疑は、執行部の説

明がすべて終了した後にお願いをいたします。

。○伊藤農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いします。

まずは、一言、開会に当たりましてお礼を申

し上げたいと思います。

委員の皆様方には、５月の20日から21日にか

けまして県北地域を、それから、６月の２日か

ら３日にかけまして県南地域の調査を行ってい

ただきました。まことにありがとうございまし

た。厚くお礼を申し上げたいと思います。

それでは、恐縮ですが、座って説明をさせて

いただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料を１枚

お開きいただきまして、右側の説明項目をごら

んいただきたいと思います。

本日、農政水産部からは、Ⅰの議会提出議案

３件、Ⅱの議会提出報告３件、Ⅲの委員会報告

。事項としまして２つの項目を予定しております

資料を１枚お開きいただきまして１ページを

ごらんいただきたいと存じます。

平成21年度６月補正予算についてでございま

す。

（１）平成21年度歳出予算課別集計表につき

ましては、議案第１号「平成21年度宮崎県一般

会計補正予算(第２号 、議案第13号「平成21）」

年度宮崎県一般会計補正予算（第３号 、いず）」

れも経済・雇用対策の実施に伴う予算でござい

まして、一括して計上をさせていただいており

ます。

課別集計表の中ほどの列、６月補正額並びに

６月の追加補正額の網かけをしております部分

でございますけれども、一般会計の合計の欄に

ありますように、６月補正といたしまして８

億5,035万円、６月の追加補正といたしまして７

億3,971万5,000円、合わせまして15億9,006

万5,000円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額ですけれども、補

正後の額の欄でございますけれども、一般会計

で421億9,419万6,000円となります。特別会計を

合わせた農政水産部全体の補正後の予算額は、
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一番下の網かけの欄でございますけれども、427

億7,485万5,000円となります。

補正の詳細につきましては、後ほど関係課長

から説明させていただきます。

次に、お手元の「平成21年６月定例県議会提

出議案」でございます。表紙に議案番号が入っ

ていないこの資料をお願いしたいと思います 21。

年６月定例県議会提出議案でございます。

これの37ページをお願いします。

議案第10号のところでございます。議案第10

号の「みつばち転飼取締条例の一部を改正する

条例」につきましては、今回の南那珂地区の市

町村合併に伴いまして所要の改正を行うもので

ございます。後ほど畜産課長のほうから詳細は

説明させていただきます。

以上が議会提出議案でございます。

次に、議会提出報告についてでございます。

恐れ入りますが、再び常任委員会の資料のほう

にお戻りいただきまして、資料の２ページをお

願いしたいと思います。

県有車両によります事故の損害賠償額が決定

、 。いたしましたので 御報告させていただきます

内容につきましては、ここに記載されておると

おりでございますけれども、農政水産部といた

しましては、職員に対しまして、機会あるごと

に交通安全に対する意識の啓発等に努めている

ところでございますが、今後さらに再発防止に

向けまして厳重に指導してまいりたいと存じま

す。

続きまして、３ページをお願いいたします。

３ページから６ページにかけまして、県が出資

しております農政水産部所管の２つの法人、社

団法人宮崎県農業振興公社と財団法人宮崎県内

水面振興センターの経営状況を記載しておりま

す。後ほど関係課長のほうから御説明をさせて

いただきます。

それから、資料の７ページをお開きいただき

たいと思います。

平成20年度宮崎県繰越明許費繰越計算書でご

ざいます。これは平成20年度に議会におきまし

て御承認いただきました繰り越し事業につきま

して、繰越額が確定しましたので、御報告を行

うものでございます。

表の一番下の欄に記載しておりますように、

農政水産部全体では、20の事業で繰越額が31

億9,396万4,000円、箇所数で91カ所となってご

ざいます。なお、繰り越し事業の執行につきま

しては、関係機関との連携を図りながら、早期

完了に努めてまいる所存であります。

以上が議会提出報告でございます。

続きまして、委員会報告事項でございます。

資料の８ページをお願いしたいと思います。新

たな 農業・農村振興長期計画 及び 水産業・「 」 「

」 、 、漁村振興長期計画 の策定について それから

資料の10ページになりますけれども 「農業農村、

整備事業独自の総合評価落札方式」につきまし

て、後ほど関係課長から御説明をさせていただ

きます。

なお、別冊で資料をつけさせていただいてお

りますが、茶色の資料とブルーの資料でござい

ますけれども、第６次の長期計画に係ります20

年度の取り組みの概要、水産のほうもあわせま

して提出をさせていただいております。実績あ

たりを取りまとめてございますので、また後ほ

。どごらんをいだたければありがたいと思います

、 、最後に 資料は添付しておりませんけれども

２点ほど私のほうから御報告とお知らせをさせ

ていただきたいと存じます。

まず、畜産試験場の精液ストローの事案につ

いてでございます。本事案につきましては、全
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員協議会以降、犯人が逮捕されたといった数回

の報道がなされてございますけれども、現時点

では、我々のほうに警察から新たな情報は入手

できておりません。報道の真意を含めましてま

。だ確認できないような状況になってございます

部といたしましては、最大限の捜査協力をしま

すとともに、捜査の推移を見守っているところ

でございます。また、新たな展開等が出てまい

りましたら、情報入手をいたしましたら、御報

告をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

それから、次に、第58回の全国農業コンクー

ル全国大会みやざき大会の開催についてでござ

います。本大会、農業経営面、生活面、高い収

益と快適な生活を実現し、地域に大きな影響を

与えている農業者が実績を発表し、これを広く

紹介、普及するといったことを目的といたしま

して、７月の９日から10日にかけまして本県で

開催され、県内外から約1,000名の参加者が予定

されております。本大会には全国から20代表が

選出されておりまして、本県からも４代表が発

表するということになってございます。県議会

議長さん初め、委員長さんの御出席もお願いし

、 、ておりますので 大変お忙しいかと思いますが

御出席を賜りまして、また御指導いただければ

ありがたいと思っております。

私のほうからは以上でございます。よろしく

お願いします。

農政企画課より、順次補○上杉農政企画課長

正予算について御説明をさせていただきたいと

思います。

個別の事業に入ります前に、ごく簡単ではご

ざいますが、昨年からの国・県の経済対策の全

容につきまして御説明をさせていただきたいと

思います。

お手元の環境農林水産常任委員会 「平成21年、

６月補正予算説明資料」の１ページをお開きい

ただきたいと思います。

資料の左の欄にございますとおり、国では、

昨年度の二度にわたる補正予算、さらには本年

度に入ってからの経済危機対策、いわゆる景気

対策三段ロケットによりまして、経済対策を実

施しているところでございます。これにより、

真ん中の欄に記載しておりますとおり、赤い字

のふるさと雇用再生特別交付金、青い字の地域

活性化・生活対策臨時交付金、さらに緑色で記

載しています地域活性化・経済危機対策臨時交

付金が設けられました。

資料の右下の二重線で囲んだ欄にありますと

おり、今回の農政水産部の補正予算につきまし

ては、これら３つの交付金を活用したものでご

ざいまして、総額で15億9,006万5,000円をお願

いしているところでございます。

では、ここから個別の事業に入らせていただ

きたいと思います。まずは農政企画課の事業か

ら御説明いたします。

資料が変わりまして、お手元の「平成21年度

６月補正歳出予算説明資料 、こちらの資料でご」

ざいます。これの青いインデックスの農政企画

、 。課 67ページをごらんいただきたいと思います

農政企画課の６月補正額は、3,500万円の増額

補正をお願いしているところでございます。こ

の結果 ６月補正後の予算額は23億9,835万5,000、

円となってございます。

それでは、内容について御説明したいと思い

ます。次の69ページをごらんいただきたいと思

います。

１、新規事業の未来農業につなぐ「アグリ実

践ラボシステム」導入事業についてでございま

す。資料の詳細につきましては、資料が戻って
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大変恐縮でございますけれども、先ほどの「環

境農林水産常任委員会平成21年６月補正予算説

明資料」の２ページに飛んでいただきたいと思

います。

まず、事業の目的でございますけれども、他

産業が持つ革新的な技術やノウハウなどを活用

し、本県農業の発展に貢献できる実用性の高い

技術開発を促進することを目的に、県の農業試

験場などの敷地内に、貸し出し型の研究施設と

して研究ラボを設置しまして、農業参入に積極

的な民間企業などの参入を促すとともに、共同

研究などを通じた本県独自の技術開発を促進し

てまいりたいと考えております。

事業の具体的な中身でございますけれども、

右にポンチ絵がございますけれども、こちらの

。ほうで御説明をさせていただきたいと思います

まず、左上の１ 「アグリ実践ラボ」導入事業、

といたしまして、例えば太陽熱利用によるハウ

ス栽培において、蓄熱装置などの企業の持つ技

術シーズを農業分野で開発していくために、ハ

ウスを参入企業に貸し出しして実証試験を実施

することとしております。

次に、左下の２、農商工連携による共同研究

推進事業といたしましては、参入企業との共同

研究検討会議の開催や、栽培管理面での技術指

導、生産された農産物などの分析評価を行うこ

ととしております。

このような事業を行うことによりまして、右

側にございますとおり、新エネルギー活用や環

境貢献など、本県の優位性が発揮できる分野で

の技術開発を他県に先駆けていち早く実用化す

ることにより、本県農水産業のイメージの向上

につながるものと考えてございます。

予算額につきましては、資料の２ページ目に

戻りますけれども、3,500万円を予定しておりま

す。

農政企画課からは以上でございます。よろし

くお願いいたします。

地域農業推進課の○山之内地域農業推進課長

補正予算について御説明申し上げます。

お手元の補正予算説明資料の73ページをお開

きください。こちらのほうの資料の73ページで

ございます。

地域農業推進課の６月の補正額は、一般会計

で６億4,389万3,000円の増額補正をお願い申し

上げます。いずれも経済・雇用緊急対策の実施

に伴うものでございます。この結果、６月補正

後の一般会計予算額は、右から３番目の欄にあ

りますように、39億6,012万円となります。

それでは、補正予算の内容について御説明い

たします。

まず （事項）青年農業者育成確保総合対策事、

業費の3,284万1,000円の増額でございますが、

これは農業大学校を核とした農業・農村を支え

る人づくり総合事業の拡充でございます。内容

といたしましては、農業大学校で実施しており

ますみやざき農業実践塾の定員を10名から25名

に増員するため、研修用ハウスの増設等の経費

をお願いするものでございます。

それから、下の欄の（事項）構造政策推進対

策費の２件の新規事業でございますが、これに

つきましては、補正予算説明資料により説明い

たします。こちらのほうの資料の４ページをお

開きください。

宮崎発・大地を活かす農商工連携ビジネスモ

デル創出事業でございます。

１の事業目的でございますが、この事業は、

企業等の農業参入を支援するとともに、企業と

農業法人あるいはＪＡ等との連携強化を促進す

ることによりまして、宮崎発の農商工連携ビジ
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ネスモデルを創出いたしまして、本県の農業・

。農村の活性化を図ろうとするものでございます

２の事業の概要でございますけれども ５ペー、

ジのフロー図により御説明いたします。カラー

版のほうの資料でございますけれども、図の左

側の上段にございますように、農業サイドが持

つ生産力、農地、労働力等の資源と、下のほう

の段の他産業の企業等が持つ資本、技術、経営

力などの互いの強みを生かした連携の取り組み

を進めるものでございます。

具体的には、中ほどにございますように、新

規参入支援タイプ、連携強化タイプの２つのタ

イプを設定いたします。これら２つのタイプに

つきまして、投資割額として、施設・機械等の

整備等の投資経費の10％、これは１億円を限度

といたしまして補助するものでございます。加

えまして、新規雇用者割といたしまして、新規

雇用者１人に対して30万円を助成することとし

ております。また、企業等の農業参入に当たっ

ては、農地の確保が重要でありますことから、

農地の調整・集積につきまして、地元の活動に

対しまして、農地の集積面積に応じた交付金に

より支援することとしております。

それから、左のほうの４ページに戻っていた

だきたいと思います。２の（１）の予算額でご

ざいますけれども、予算額は５億円でございま

して、今年度、県の農業振興公社に基金として

造成いたしまして、これを取り崩すことにより

まして事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。

それから、６ページをお開きください。みや

ざき農業経営力強化支援事業でございます。

１の事業の目的でございますけれども、この

事業は、新たな人材確保によりまして、経営の

規模拡大を実践しようとする農業法人に対しま

、 、して 新規雇用に係る経費を支援いたしまして

農業法人の経営力強化を促進するとともに、農

業分野での雇用を創出するものでございます。

２の事業の概要でございますが、予算額は１

億1,105万2,000円でございます。国のふるさと

。雇用再生特別基金事業を活用したいと思います

それから、事業主体は県でございますけれど

も、この事業に取り組む農業法人等を公募いた

しまして、人材雇用の業務を委託することとし

ております。雇用人員は年間70名を目標といた

します。

それから、大変恐縮でございますけれども、

再び資料が変わりまして、お手元の歳出予算説

明資料（議案第13号 、こちらのほうの資料でご）

ざいます。65ページをお開きください。これは

追加の補正予算でございまして、これもまた、

経済・雇用緊急対策の実施に伴うものでござい

ますけれども、一般会計で１億5,834万5,000円

の増額をお願い申し上げます。この結果、追加

補正後の予算額は41億1,846万5,000円となりま

す。

この事業は、みやざきフロンティア農地再生

事業を拡充するものでございまして、国の耕作

放棄地再生利用緊急対策交付金を活用いたしま

して、耕作放棄地の再生整備に取り組む担い手

に対しまして、県といたしまして助成を行うこ

とにより、再生利用を加速化するものでござい

ます。

地域農業推進課からは以上でございます。

営農支援課の補正予算に○土屋営農支援課長

ついて御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料 議案第13号 の69（ ）

ページをお開きください。

営農支援課の６月補正額は、経済・雇用緊急

対策の実施に伴う一般会計で3,300万円の増額補
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正でございます。この結果、６月補正後の一般

会計予算額は、右から３番目の欄にありますよ

うに、24億8,589万5,000円となります。

次に、補正予算説明資料の８ページをごらん

ください。

事業名、鳥獣害自衛体制緊急整備事業でござ

います。

近年、野生鳥獣による農作物の被害は全国的

にも増加傾向でございますが、農業者だけでの

被害防止対策では限界があるために、広く地域

住民一体となった取り組みが求められておりま

す。このため、本事業では、野生鳥獣の生態や

被害の実態について、地域の非農家にも十分な

理解を求めながら、住民みんなで野生鳥獣に対

する自衛体制を整備することを目的としており

ます。

具体的な内容につきましては、右のページを

ごらんください。

まず、右上の表にありますように、平成19年

度の本県における農作物の鳥獣被害は約１

億8,000万円となっております。そこで、対策と

いたしまして、県民への理解促進のために、県

が研修会などを開催することといたしておりま

す。

次に、中ほどの自衛体制緊急整備の黄色で囲

んだところでございますが、地域住民と一体と

なった自衛体制の構築でございますが、野生鳥

獣を近づけない集落環境づくり事業では、えさ

、場となりかねない放任果樹園の伐採をするとか

耕作放棄地を刈り払うことによりまして隠れ家

となっているやぶとか茂みをなくしたり、猿の

群れを追い払う体制を整備することといたして

おります。

また、その下の黄色で囲んだところでござい

ますが、集落全体の防護さくの設置でございま

すが、従来は、個々の圃場をさくで囲んでおり

ましたけれども、今回の大規模被害防止柵等設

置事業におきましては、地域や集落といったま

とまった大きな面積に被害防止さくを設置いた

しまして、野生鳥獣の侵入を防止することとし

ております。このような地域が一体となった取

り組みによりまして、鳥獣被害の軽減と農業経

営の安定を図っていきたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、予算額

でございますが （４）の①、鳥獣被害啓発防止、

技術研修事業が100万円、②の自衛体制緊急整備

事業が3,200万円、合計3,300万円をお願いいた

しております。

営農支援課は以上でございます。

。○郡司農産園芸課長 農産園芸課でございます

お手元の議案第13号と書いてあるほうの資料

の71ページをお開きいただけたらと思います。

農産園芸課の６月補正額は、一般会計分

で2,650万円の増額をお願いしております。６月

補正後の予算額は20億9,570万6,000円となりま

す。

73ページを開いていただきますと ここに 事、 （

項）元気みやざき園芸産地確立事業費というこ

とで2,650万円の増額とあります。

事業内容につきましては、６月補正予算説明

資料、今、皆さんが説明しているこの資料です

けど、こちらのほうにより説明させていただき

ます。資料の10ページをお願いいたします。

冬春ピーマン等生産体制再生支援モデル事業

でございます。

まず １の事業の目的ですが 本県の冬春ピー、 、

マンの生産量は、昭和53年に高知県を抜きまし

て全国１位になって以来、30年連続して日本一

の座にありますが、近年、燃油高騰、肥料高騰

等のことで経営が圧迫される中で、面積が減少
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傾向にございます。このため、県の基幹野菜で

あります冬春ピーマンにつきまして、今後とも

日本一の座を確保し、産地間競争に負けない生

産体制を構築するために、総合農試が開発いた

しました宮崎型養液土耕栽培技術のモデル的な

導入を促進するものでございます。

、 、養液土耕栽培技術につきましては 11ページ

次のページの下の段に写真がございますけれど

も、ハウス内に点滴チューブを配管し、自動制

御によりかん水と施肥を同時に行うシステムの

ことで、このシステムにより、必要な量を必要

な場所にむらなくかん水・施肥できるというと

ころがポイントでございます この結果 収量・。 、

品質の向上、作業の省力化、施肥量の削減によ

る低コスト化、環境負荷軽減等の効果が期待さ

れているところであります。宮崎型と申してお

りますけれども、この宮崎型の特徴は、制御装

置や電磁弁など市販の機材を組み合わせること

で、従来のシステムに比べて、導入コストやラ

ンニングコストを大幅に削減したところにござ

います。

10ページのほうに戻っていただきまして、２

の事業の概要ですが、予算額は2,650万円、事業

期間は平成21年度単年度です。

事業内容でございますけれども、①は、養液

土耕栽培設備の導入支援対策といたしまして 10、

アール当たり約50万円程度と、この導入経費の

３分の１を助成するというもので、本県の冬春

ピーマンの約５％に相当する13.5ヘクタールへ

のモデル的な導入を計画しているところであり

ます。

②は、養液土耕栽培の導入・普及に必要な実

証試験、その設置・運営に対する支援対策とし

て、県内６カ所に実証圃を設置することとして

おります。

③は、これらのモデル的な取り組みを通して

やられた実証データを取りまとめ、生産者にお

返しするための県の推進事務費でございます。

これらの支援によりまして、冬春ピーマンの生

産構造の強化を図ってまいりたいと考えている

ところであります。

農産園芸課は以上でございます。

畜産課でございます。○山本畜産課長

お手元の歳出予算説明資料の75ページをお開

きください。

畜産課の６月補正予算額は、一般会計で2,145

万7,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の額は37億9,489万1,000円とな

ります。

次の77ページをお開きください。

（事項）養鶏振興対策費の新規事業 「みやざ、

き地頭鶏」生産販売人材確保緊急対策事業であ

ります。

補正の具体的な内容につきましては、補正予

算の説明資料、縦型の先ほどから説明いたして

おります資料をごらんください。

資料の12ページをお開きください。ここで、

大変申しわけございませんが、冒頭に資料の訂

正をお願いいたします。12ページ、下から４行

目に①販売先確保・ＰＲ事業の括弧書きの中の

補助率10分の10は、委託ということで、委託に

訂正をお願いします。それから、同じく下から

２行目、②処理加工・製品開発対策事業の括弧

書きの中、同じく補助率10分の10、これも委託

に訂正をお願いいたします。大変申しわけござ

いません。

それでは、説明を続けさせていただきます。

みやざき地頭鶏は、事業の目的にありますと

おり、平成２年にみやざき地鶏として供給が始

まりまして、地鶏ブームや堅調な需要に支えら
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れまして、昨年度はひなの供給羽数が55万9,000

羽となっております。また、昨年の10月には、

生産者みずからがみやざき地頭鶏事業協同組合

を設立いたしまして、さらに組合員の連携を密

にいたしまして、生産・販売体制の強化を図る

ことといたしております。しかしながら、本年

に入りまして、著しい景気の後退によりまして

畜産物全体の需要が伸び悩む中で、みやざき地

頭鶏も同じように需要の減退を懸念していると

ころでございます。

今後、さらなる規模拡大を図るためには、安

定的な販売先確保や、処理加工、それから、製

品開発が必要と考えております。このため、今

回、新たな人材確保を緊急的に行いまして、販

売先の確保などによるみやざき地頭鶏の規模拡

大、生産者の所得向上及び全国トップブランド

としての定着化を目指すものでございます。

次に、右の13ページの概要図をごらんくださ

い。今回、左側の青色の部分に人材を確保する

計画でございまして、具体的な配置といたしま

しては、図の左上にありますみやざき地頭鶏事

業協同組合に１名を配置いたしまして、全体の

総合調整、指導、フォローアップを行いますと

ともに、左下の青色の部分でございますけれど

、 、も 事業協同組合員である３法人に対しまして

販売セールスのために２名、製品開発を行うた

めに４名、合計６名の人材を確保することとし

ております。

目標といたしましては、中ほど下にございま

すように、新規開拓を年間20店舗、また、現在

の指定店130店舗を３年後には200店舗を目指す

こととしております。

左の12ページに戻っていただきまして、２の

事業概要でございます。

国のふるさと雇用再生特別交付金を利用いた

しまして、2,145万7,000円を計上しているとこ

ろでございます。

事業期間は、平成21年度から平成23年度の３

年間で、事業内容は、①の販売先確保・ＰＲ事

業では、事業協同組合に確保する１名と法人に

確保する２名の計３名で1,120万9,000円を、ま

た、②の処理加工・製品開発対策事業では、３

法人に確保する４名で1,024万8,000円をお願い

しているところであります。

次に、６月補正の追加分について御説明いた

します。別冊の議案第13号の75ページをお開き

ください。

追加分では、一般会計で１億3,359万円の増額

補正をお願いしております。この結果、追加分

も合わせました６月補正後の予算額は、39

億2,848万1,000円となります。

77ページをお開きください （事項）家畜保健。

衛生所費のみやざきの畜産を衛る家畜保健衛生

所機能強化事業であります。現在、本県の家畜

防疫体制の強化を図るために、家畜防疫施設の

中核を成しております宮崎家畜保健衛生所の整

備を行っているところでございます。昨年度の

検査棟建設に引き続きまして、本年度は、大型

焼却炉を併設した解剖棟を建設いたしますけれ

ども、今回、現地防疫対策本部としての機能性

を持たせた本館改修を行いますとともに、防疫

資材の備蓄倉庫等の整備を行う経費の助成をお

願いするものであります。

畜産課は以上でございます。

続きまして、農村整備課で○西農村整備課長

ございます。

お手元の平成21年度６月補正歳出予算説明資

。料の79ページをお開きいただきたいと思います

当課の一般会計の補正予算としまして3,000万

。 、円の増額補正をお願いしております その結果
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６月補正後の予算額につきましては、右から３

番目の欄にありますように、157億8,781万3,000

円となります。

補正の内容につきましては、１枚めくってい

ただきまして81ページをごらんいただきたいと

思います。

４行目の（目）土地改良費の（事項）県単土

地改良事業費で3,000万円の増額補正をお願いし

ております。これは、国庫補助事業の対象とな

らない小規模団地の土地基盤整備等を行うもの

でございます。

次に、別冊の議案第13号のほうをごらんいた

だきたいと思います。平成21年度議案第13号で

すけれども、追加補正分になりますが、79ペー

ジをお開きください。

当課の追加補正予算としまして、１億5,850万

。 、円の増額補正をお願いしております その結果

６月追加補正後の予算額につきましては、右か

ら３番目の欄にありますように、159億4,631

万3,000円となります。

主な補正内容につきましては、１枚めくって

いただきまして81ページをごらんいただきたい

と思います。

一番下の行になりますが （目）土地改良費の、

（事項）県単土地改良事業費の中の３番目に、

新規事業としまして、農地有効利用支援整備事

業としまして5,850万円の増額補正をお願いして

おります。

事業の内容につきましては 「環境農林水産常、

任委員会平成21年６月補正予算説明資料」に基

づきまして説明いたします。

14ページをごらんいただきたいと思います。

事業の目的につきましては、１にありますよ

うに、農地の有効利用により、耕地利用率や生

産力の強化を図るために、地域で営農体系の見

直しを行う際に、部分的な農地の排水条件の改

良や用排水施設の変更、または施設管理省力化

のための対策などについて支援するものでござ

います。

なお、平成21年度につきましては、耕作放棄

地の未然防止を図るため、農業水利施設の更新

。整備や補修を実施できることとなっております

事業の概要につきましては、２にありますよ

うに、予算額としまして5,850万円、事業期間が

平成21年度、事業主体は市町村、土地改良区等

となっております。

事業の内容につきましては、右のほうの資料

の15ページの中ほどにありますように、営農上

の阻害要因を除去するためのきめ細やかな基盤

整備を実施し、地域の取り組みを支援すること

にしております。ポイントにありますように、

、営農体系の変更に当たって生じる基盤面の課題

直営作業による整備、１カ所当たりの工事費

が200万円未満となる簡易な整備を対象として支

援することにしております。補助率につきまし

ては、国庫補助は50％になっております。それ

から、支援の例にありますように、大豆や新規

需要米の集団作付のために、赤い部分で着色さ

れておりますけど、山手側のほうの排水のため

の暗渠の整備とか、赤い丸印でありますけれど

も、大型の農作業機械の進入路の整備、それか

ら茶色の着色がされておりますように、新規需

要米を作付けるために取水口を取りつけるなど

。の簡易な整備に支援をすることにしております

農村整備課からは以上でございます。

。○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます

６月追加補正予算につきまして御説明申し上

げます。

お手元の歳出予算説明資料、議案第13号の冊

子の83ページをお開きください。



- 51 -

当課の補正予算額は、一般会計で293万円の増

額補正をお願いしております。この結果、６月

補正後の予算額は、右から３番目の欄でござい

ますが、一般会計と沿岸漁業構造改善資金特別

会計を合わせまして18億4,064万2,000円となり

ます。

それでは、この補正の内容につきまして御説

明いたします。同じ冊子の85ページをごらんく

ださい。

漁業基本対策費の説明欄の１、離島漁業再生

支援交付金事業でございます。こちらは293万円

の増額となっております。この事業は、離島集

落の維持及び離島漁業の再生を図るために、離

島集落の行う植林、魚つき林の整備、海岸・海

底清掃などの漁場の生産力向上に関する取り組

み、その他、低利用・未利用資源の活用などの

新たな取り組みなどを支援するものでございま

して、本県では、延岡市の島浦島の漁業集落が

対象となっております。今回の補正につきまし

ては、国の当事業の交付額に関します規則改正

がございまして、その交付金の増額分に係る補

正をお願いするものでございます。以上でござ

います。

漁港漁場整備課でご○山田漁港漁場整備課長

ざいます。

平成21年度６月補正予算につきまして御説明

いたします お手元の歳出予算説明資料の83ペー。

ジをお開きください。

漁港漁場整備課の６月補正は、一般会計で１

億2,000万円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目の

欄にありますように、40億8,852万6,000円とな

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。次の85ページをお開きください。

（事項）県単漁港維持管理費の3,050万円の増

、 、額ですが これは漁港の機能回復を図るために

北浦漁港において泊地のしゅんせつ工事を行う

ほか、南浦漁港の防舷材取りかえや、油津漁港

の集水ふたの取りかえなど、各漁港で必要な補

修工事を行うこととしております。

次に （事項）県単漁港調査費の8,950万円の、

増額ですが、これは漁港事業を実施するための

基本調査等を行うもので、北浦漁港ほか２港で

深浅測量を行うほか、各漁港で必要な静穏度解

析や構造物調査、事業計画作成などの調査委託

を行うこととしております。

、 （ ）次に 別冊の歳出予算説明資料 議案第13号

の87ページをお開きください。

漁港漁場整備課の６月補正追加分は、一般会

計で２億2,685万円の増額補正をお願いしており

ます。この結果、６月補正後の予算額は、右か

ら３番目の欄にありますように、43億1,537

万6,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。89ページをお開きください。

事項 栽培漁業定着化促進事業費の１億2,127（ ）

万3,000円の増額ですが、これは、つくり育て管

理する漁業を推進するための稚魚等を育てる栽

培漁業施設において、老朽化した加温システム

の改修工事や重油タンク等の更新工事などを行

うものであります。

最後に、一番下の（事項）県単漁港建設事業

費の4,700万円の増額ですが、これは青島漁港な

どにおいて、部分的に県単でなければ対応でき

ない箇所の漁港施設の公共関連工事を実施する

ものであります。

漁港漁場整備課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

畜産課でございます。○山本畜産課長
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条例改正の御説明をさせていただきます。お

手元の 平成21年６月定例県議会提出議案 の37「 」

ページをお開きください。

議案第10号のみつばち転飼取締条例の一部を

改正する条例についてでございます。

当条例では、県内で区域を越えてみつばちを

移動、いわゆる転飼をしようとするときには、

知事の許可を得るように定めておりますけれど

も、今回の改正は、日南市、北郷町及び南郷町

が合併し、新たな日南市が設置されたことに伴

い、所要の改正を行うものであります。

なお、この条例は、公布の日から施行するこ

ととしております。以上でございます。

続きまして、社団法人宮○山内連携推進室長

崎県農業振興公社の経営状況について御報告を

申し上げます。

。常任委員会資料の３ページをお開きください

まず、１の公社の沿革については、記載のと

おりでございますけれども、２の組織につきま

しては、今年度より、耕作放棄地の再生・整備

体制の強化を図るために、工務課を農地課に統

合するとともに、農商工連携の具体化を支援い

たします新農業支援課を新設しております。

次に、３の出資金等につきましては、まず、

県が３分の１を出資いたしました出資金6,000万

円と、農地の事業基金総額３億3,3700万円、さ

らに農業後継者育成基金協会との統合により引

き継ぎました農業担い手確保育成基金９億6,950

万円の基金であります。

次に、４ページの４の事業についてでありま

す。公社の事業は大きく４部門から成ってござ

います。

まず （１）の農地部門は、規模を縮小する農、

家等の農用地等を一たん公社が中間保有し、認

定農業者等に利用集積する農地保有合理化事業

を核にいたしまして、農地の面的集積を推進す

る事業や、耕作放棄地の再生・整備を実施して

おります。

（２）の担い手部門につきましては、農業担

い手確保育成基金の運用益と国・県の補助事業

等を活用いたしまして、就農希望者への相談活

動や先進農家等での研修を支援するとともに、

認定就農者の技術習得に必要な資金を無利子で

貸し付けます就農支援資金貸付事業を実施して

おります。

（３）の畜産施設部門は、畜産環境総合整備

事業の指定機関として、草地、飼料畑等の造成

整備や家畜ふん尿処理施設、畜舎等の施設整備

などを実施しております。

（４）の農商工連携部門は、当公社が、本年

４月に経済産業省の地域力連携拠点として指定

を受けたことから、農業法人等が取り組みます

農商工連携活動のコーディネートとか、業務加

工用農産物の契約取引の拡大等を支援しており

ます。

また、下のほう、参考の（１）長期保有地に

つきましては、農地保有合理化事業で買い入れ

たものの、売り渡し予定者の事情で５年以上売

り渡すことができない公社保有農地の状況でご

ざいます。ピーク時の昭和63年度には56.3ヘク

タールありましたが、20年度においても、売却

推進に取り組んだもののまとまらず、昨年同様

に３地区で0.9ヘクタールが残ってございます。

次に （２）の一般正味財産期末残高につきま、

しては、畜産施設部門の事業地区が１地区増加

したことや、経営全般にわたるコスト削減に取

り組んだ結果、３年ぶりに当期一般正味財産増

減額が3,800万円余の黒字に転じましたことか

ら、一般正味財産期末残高は１億200万円余に増

加しております。
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しかしながら、いまだ2,100万円余の累積欠損

金がございまして、また、依然として退職給付

引当金の積み立てが不足していることから、今

後、経営安定に向け、一層の経営努力を図る必

要があるところでございます。

それでは、公社の平成20年度事業報告及び平

成21年度事業計画につきまして御説明いたしま

す。

、「 」資料は 平成21年６月定例県議会提出報告書

をお願いいたします。この報告書の129ページを

お開きください。

１の事業概要は、ただいまの説明と重複いた

しますので、省略いたします。

２の事業実績につきましては、農地の買い入

れが計画よりも少なかったものの （２）の担い、

手支援部門関係事業、次のページ、130ページで

ございますけれども、畜産施設部門関係事業、

さらに（４）の工務部門関係事業など、各事業

につきましては、おおむね計画に沿った実績と

なっております。

次に、131ページをごらんください。

３、貸借対照表の（１）の総括表でございま

す。表の右端の中ほどの資産合計は36億8,628万

余で、その３つ下の負債合計は22億1,623万円余

となったことから、正味財産合計は14億7,004万

円余となってございます。

132ページをお開きください （２）の一般会。

計でございます。Ⅰ、資産の部の１の流動資産

合計は、中間保有してございます用地費が中心

で20億6,674万円余、２の固定資産と合わせまし

て、一番下の資産合計は26億524万円余でござい

ます。

133ページをごらんください。Ⅱ、負債の部の

１、流動負債は、畜産施設等整備や耕作放棄地

の再生・整備などの工事が年度末までかかりま

したことから、３月末時点で未払いであったも

ので、合計は12億1,843万円余となってございま

す。２、固定負債は、農地の買い入れ経費や退

職給付引当金などで、合計は９億360万円余と

なっていることから、その下の負債合計は21

億2,204万円余となっております。

この結果、当期の一般会計の収支をあらわし

ます下から２番目の正味財産合計の増減につき

ましては、3,031万円余のプラスとなっておりま

す。

134ページをお開きください （３）の就農支。

援資金貸付事業特別会計でございます。Ⅰ、資

産の部の主なものは （２）その他固定資産でご、

ざいまして、認定就農者研修資金貸付金7,434万

。 、 、円余でございます Ⅱ 負債の部の主なものは

２、固定負債の資金貸し付けの原資となります

長期借入金9,328万円余で、今年度収支をあらわ

す下から２番目の正味財産合計の増減は、49万

円余のプラスとなってございます。

135ページをごらんください （４）基金事業。

特別会計でございます。Ⅰ、資産の部の主なも

のは、中ほどの（１）特定資産の農業担い手確

保・育成基金でございまして、有価証券と定期

。 、 、預金で運用してございます 一方 負債の部は

事業未払い金30万円余であることから、今年度

収支をあらわします下から２番目の正味財産合

計は、９億8,634万円余となりますが、このうち

９億7,035万円余は基本財産でございますから、

実質的な収支は1,599万円余のプラスとなってご

ざいます。

136ページをお開きください。

４、正味財産増減計算書で （１）総括表でご、

ざいます。公社事業活動に関連いたします１、

経常増減の部の（１）経常収益の計は、右端の

合計欄にありますように、13億2,275万円余でご
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ざいます。それに対します（２）経常費用の経

常費用計は、12億8,430万円余で、当期経常増減

額は3,844万円余となっており、これに退職金積

み立てなどの２、経常外増減の部を加味いたし

ました当期一般正味財産増減額は、3,850万円と

なっております。

一方、出資金や基金等のⅡの指定正味財産増

減の部は、下から４行目の右端にありますよう

に、マイナス1,179万円余となっております。こ

れは、近年の低金利の影響で、新規就農者の支

援を行っております農業担い手確保・育成基金

が、基金利息だけでは事業費用を賄い切れない

ことから、一部基金の取り崩しを行ったことに

よるものでございます。

平成20年度の事業報告は以上であります。

続きまして、ページが飛びますが、143ページ

をお開きください。

平成21年度の事業計画書につきましては、記

載のとおりでございますけれども、平成21年度

は、先般６月17日、国会で可決されました農地

制度改革の普及定着を図るとともに、担い手へ

の農地の面的な集積を支援する事業とか、耕作

放棄地の再生・整備など、大型の事業が措置さ

れますことから、これら事業の実行機関といた

しまして公社の役割は大きく、活動強化してい

くこととしております。また、本年度より新設

いたしました新農業支援部門につきましては、

表一番下のところにありますように、経済産業

省の地域力連携拠点事業や、県のみやざき発・

業務用農産物生産拡大事業を受託して取り組む

こととしております。

次に、144ページの３の収支予算書でございま

す。公社は、昭和35年に発足以来、時代が求め

ます農政サービスを担う機関として、農地等担

い手の支援に取り組んでまいりました。そうい

たことで、平成20年度は、新たに農商工連携の

推進にも取り組んでまいりますけれども、その

収支は、右端の合計欄の下から３行目の当期収

支差額にございますように、242万円余というこ

とでございまして、厳しい経営が見込まれてい

るところでございます。

なお、145ページから148ページにつきまして

、 、は 会計別の収支予算書となっておりますので

説明は省略させていただきます。

以上で、社団法人宮崎県農業振興公社の経営

状況についての報告を終わります。

財団法人宮崎県内水面振○鹿田水産政策課長

興センターの平成20年度の事業報告並びに平

成21年度の事業計画についてであります。

まず、センターの概要についてですが、委員

会資料の５ページをお開きください。

１の沿革についてでございますが 当センター、

は、内水面におきます漁業及び養殖業の振興、

水産動植物の保護培養等を目的に、平成６年11

月に設立されております。

２の組織ですが、現在、役員が18名、そのう

ち理事長と専務理事の２名が常勤の役員となっ

ております。また、これ以外の常勤職員数が11

名となっております。

続いて、３の出捐金等でございますが、基本

財産3,000万円のうち、1,500万円を県が、残り

を市町村、社団法人シラスウナギ協議会、内水

面漁連、内水面漁協が出捐しております。

次に、次のページの４の事業内容でございま

すけれども、事業内容につきましては後ほど御

、 （ ） 、説明させていただきますが 下の １ の表に

センターの主要事業でありますウナギ種苗の供

。 （ ）給実績の推移をお示ししております 次の ２

の表でございますが、こちらは正味財産の赤字

額の推移となっております。これはセンター設
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立当初、暴力団等の排除のために予想外の警備

費が必要となりまして、このため多額の債務が

生じております。このため、平成17年度から経

営改善に取り組んでおりまして、平成19年度に

は、宮崎県の公社等改革指針を踏まえた経営改

善計画も策定しております。これまで、事業の

効率化や役職員の削減によりまして経費の節減

。 、等を行ってきております この経費節減の結果

ピーク時には５億円を超えておりました正味財

産赤字額が、平成20年度末には3,000万円まで削

減されているところでございます。

それでは、事業報告及び計画について御説明

いたしますので、先ほどの定例県議会提出報告

書の149ページをお開きください。

まず、平成20年度事業報告についてでござい

ます。

１の事業概要につきましては、内容が重複し

、 。ますので ２の事業実績から御説明いたします

まず （１）の内水面の増養殖用種苗の採捕・、

供給等に関する事業についてでございます。こ

れは、大淀川及び一ツ瀬川におきましてウナギ

種苗の採捕を行い、県内養鰻業者に供給する事

業でございます。平成20年度のセンターのウナ

ギ種苗採捕量は392キログラムとなりまして、１

億2,531万1,000円の採捕収入を確保しておりま

す。

（２）の内水面における秩序維持対策に関す

る事業については、河川の巡回パトロールを実

施しまして、河川環境の監視と密漁情報の収集

等を実施しております。

（３）の内水面における水産動植物の違法な

、採捕及び流通の防止に関する事業でありますが

センターがウナギ種苗の採捕を行っております

大淀川と一ツ瀬川のほか、その周辺河川におき

まして、県が実施しております取り締まり活動

の補助的業務、また、次のページの一番上です

けれども 「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」、

に基づきます書類調査等を実施しております。

最後に （３）の内水面の水産動植物の保護・、

、培養及び環境保全に関する事業でございますが

資源の保護・培養のためにアユ、ウナギの放流

を実施しております。

続きまして、151ページの３の貸借対照表でご

ざいます。

まず、Ⅰの資産の部でございます。１の流動

、 。資産は 現金預金の1,163万円となっております

２の固定資産につきましては （１）の基本財、

産3,000万円 （２）の特定資産が１億655万円、、

３ のその他の固定資産が1,055万円余りとなっ（ ）

ております。これは合計が１億4,711万円となっ

ております。１と２の資産の合計ですが、１

億5,874万円となっております。

、 。次に 下のほうのⅡの負債の部でございます

まず、宮崎県信用漁業協同組合連合会、以下、

県信用漁連としますが、こちらからの短期の借

入金等から成ります流動負債が１億7,106万円、

宮崎県シラスウナギ協議会からの長期借入金と

退職給付引当金から成ります固定負債が1,755万

円、次のページですが、負債合計としまして１

億8,861万円となっております。

次に、Ⅲの正味財産の部でございます。ただ

いま御説明いたしました資産合計から負債合計

を引いたものが、下から２行目の正味財産合計

でありまして、マイナスの2,987万円となってお

ります。

以上の結果、負債及び正味財産合計額は、資

産合計と同額の１億5,874万円となっておりま

す。

続きまして、次のページの４の正味財産増減

計算書について御説明いたします。



- 56 -

まず、Ⅰの一般正味財産増減の部でございま

す。１の経常増減の部でございますが （１）の、

経常収支の合計は、表の中ほどにありますよう

に、２億2,181万円余となっておりまして、その

内訳の主なものは、種苗販売事業の収益が１

億2,531万円、県からの受託補助金5,084万円、

同じく県からの受託金収益が4,279万円となって

おります。続きまして （２）の経常経費でござ、

いますが、ウナギ種苗の採捕事業等の各種事業

に係ります事業費が１億4,978万円となっており

ます 次のページですけれども 中ほどより少々。 、

上の括弧書きの数字ですが、センターの活動に

係りますその他の管理経費が3,435万円となって

おります。

このため、経常費用の合計が、このページの

下のほうにございます１億8,413万円となってお

ります。この結果、当期の経常増減額は3,768万

円となっております。

続きまして、２の経常外増減の部でございま

す。こちらは、シラスウナギ協議会からの債権

放棄による経常外収益が200万円ございまして、

そのほかに車両２台を処分しておりますので、

その残存価格に当たります29万円がマイナスに

なっております。それらを相殺しまして、当期

の経常外増減は170万円となっております。

この結果、当期経常増減額と当期経常外増減

額を合計しました当期の一般正味財産増減額

が3,939万円となり、一般正味財産期末残高は、

横にあります前年度の期末残高に当期の増額を

加えまして、マイナスの１億987万円となってお

ります。

。次のⅡの指定正味財産増減の部でございます

これにつきましては増減がございませんでした

ので、期末残高は期首残高と変わらず8,000万円

となっております。このため、一般正味財産の

期末残高のマイナス１億987万円と指定正味財産

期末残高8,000万円を合わせまして、一番下の段

でございますが、正味財産期末残高はマイナス

の2,987万円となっております。このマイナス幅

は毎年縮減しておりますので、今後とも経営改

善に努めるよう適切に指導すると考えておりま

す。

次に、156ページの５の財産目録につきまして

は、３の貸借対照表と内容が重複しますので、

説明は省略させていただきます。

次に、158ページをお開きください。平成21年

度の事業計画並びに収支予算書についてでござ

います。

今年度の事業につきましても、養鰻業や内水

面漁業の振興を目的としまして、２の事業計画

に記載している事業を引き続き実施することに

しております。

159ページの３の収支予算書でございます。

１の事業活動収支につきましては、収入総額

を、中ほどにあります１億7,171万円と見込みま

して事業を実施する計画となっております。事

業活動収入の主なものとしましては、中ほどに

ありますウナギ種苗の販売事業収入を8,000万円

と見込んでおります。次に、その下の補助金等

収入でございますが、内水面秩序維持のための

警備取り締まり、流通調査についての補助金

が4,571万円、及び受託金が4,134万円の、合

計8,706万円を計上しております。

２の事業活動支出でございますが、事業費支

出として１億1,668万円、これと、次のページで

ございますが、上のほうの括弧書きの数字です

けれども、管理費支出として3,373万円を合わせ

まして、表の下のほうにあります事業活動支出

計として１億5,041万円の支出を見込んでおりま

す。これらの差額ですが、2,130万円となる見込
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みでございます。

続きまして、下のⅡの投資活動収支でござい

ます。こちらにつきましては、退職給付引当資

産取得支出としまして130万円を計上しておりま

す。このため、投資活動収支差額は、マイナス

の130万円となる見込みでございます。

次のページのⅢの財務活動収支の部でござい

ますが、県からの借入金の償還の一部としまし

て、年度末に１億4,000万円を県信用漁連から借

り入れることとしております。続きまして、そ

の下でございますが、借入金返済支出１億6,000

万円ですが、こちらにつきましては、年度当初

の県の信用漁連への返済に充てるものでござい

ます。これらによります財務活動収支差額がマ

イナス2,000万円となりまして、これが今年度の

債務の圧縮額となる予定でございます。

また、予備費支出につきましては、計上され

ておりません。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

それでは、委員会報告事○上杉農政企画課長

項に入らせていただきたいと思います。お手元

の資料の環境農林水産常任委員会資料のほうに

戻っていただきたいと思います。これの８ペー

ジ目でございます。

新たな「農業・農村振興長期計画」及び「水

産業・漁村振興長期計画」の策定についてでご

ざいます。

１、次期計画策定の目的にありますように、

本県農水産業施策の基本指針であり、新みやざ

き創造計画の部門別計画に位置づけられる現在

の農業・農村振興長期計画、水産業・漁村振興

長期計画につきましては、平成17年度を初年度

として、平成26年度を目標年度とする10カ年計

画として策定しておりますが、その中で具体的

な施策展開を示した基本計画は、平成21年度ま

での５カ年を計画期間として計画の最終年度で

あります本年度に見直し作業を行い、来年４月

からスタートする新たな振興長期計画を策定す

る予定でございました。

一方、本県の農水産業及び農山・漁村を取り

巻く環境は激変をしておりまして、資料中央に

ありますように 現行計画の策定後にも 原油・、 、

飼料価格高騰や地球温暖化の影響など多くの課

題が発生する一方で、農商工連携など産業間の

垣根を越えた新たな取り組みも見られるという

状況にございます。

また、国におきましても、先般、国会で成立

いたしました農地制度改革を初め、大きな政策

の転換が図られようとしております。また、平

、 、成21年度末 来年３月末でございますけれども

新たな食料・農業・農村基本計画が国において

策定されるということになっております。この

ような動きも十分に見きわめながら、我々の振

興長期計画の見直し作業に反映させていく必要

があるというふうに考えております。

こうした中、県全体につきましては、現在の

新みやざき創造計画につきまして、中長期的な

ビジョンを示した形で本年度から新たな計画策

定の検討を行うとの方針が示されており、農政

水産部の振興長期計画につきましても、これま

で以上に県の総合計画との整合性や他部局が策

定する部門別計画との連携が求められている状

況にございます。

このような状況を踏まえまして、県全体の計

、 、画 または他部局の計画と足並みをそろえつつ

本年度、来年度の２カ年をかけまして、計画期

間を平成23年度から32年度までの10年間とする

新たな振興長期計画を農業、水産業のそれぞれ

で策定したいというふうに考えております。
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次に、９ページの２、次期計画策定の概要に

ついてでございますけれども、まず、速やかに

、 、部内の策定プロジェクト体制を整備し 本年度

来年度にかけて、農政審議会や農水産業者を初

めとする県民の皆様、関係者や専門家の皆様か

ら幅広く御意見をいただきながら、現行計画の

検証・評価に取り組むとともに、新たな振興長

期計画に反映させてまいりたいと考えておりま

す。

策定スケジュールにつきましては、具体的に

は今後詳細を詰めてまいるところでございます

けれども 平成21年12月までに計画の骨子を 22、 、

年６月までに計画の素案を、11月までに計画の

原案をそれぞれ策定して、平成23年２月の議会

に議案として提出をさせていただきたいという

ふうに考えております。

常任委員会の皆様におかれましては、節目節

目で御報告をさせていただきたいというふうに

考えておりますので、何とぞよろしくお願いし

たいというふうに思います。

農政企画課からは以上でございます。

。○矢方農村計画課長 農村計画課でございます

同じく、常任委員会資料10ページをお開きく

ださいませ。

農業農村整備事業独自の総合評価落札方式に

ついてであります。

次のページから13ページにつきましては、公

共三部の総合評価落札方式の改正等についてで

ございまして、先ほど環境森林部のほうから説

明が行われたとお聞きいたしておりますので、

説明は省略させていただきます。

それでは、10ページにお戻りいただきたいと

存じます。総合評価落札方式のうち、特別簡易

型における農業農村整備事業独自の評価項目に

つきまして御説明いたします。

下の表の県土整備部と農業農村整備事業の相

違点につきまして、異なる評価項目等を網がけ

で表示いたしております。表の中断の企業の地

域社会貢献度につきまして、農業農村整備事業

におきましては、事業費に対しまして一部の農

家負担が伴うこと、また、事業完了後は、土地

改良区などの地元みずからその造成施設を管理

することなどの特性がありますことから、県土

整備部の公共土木施設保全への取り組みにおけ

る道路パトロールや緊急施工工事等の評価項目

につきまして、農家や土地改良区に対する台風

時の災害活動への支援や、渇水時の用水確保に

、対する支援を行います農村地域防災活動の実績

水路やため池の清掃等に対する支援を行います

農地・農業用水等の資源保全活動の実績や、地

域がみずから工事を行う場合に指導・支援を行

います住民参加型直営施工への支援活動の実績

に変更をいたしております。

また、そのウエートにつきましては、農業農

村整備事業の特性を踏まえまして、地域の企業

の地域社会貢献度のウエートの高い県土整備部

の災害工事のウエートを参考にして設定してい

るところでございます。

説明は以上でございます。

。○外山 衛委員長 お疲れさまでございました

では、時間も詰まってきましたので、きょうは

この委員会を終了します。

明日10時から再開いたします。きょうはお疲

れさまでございました。

午後３時46分散会
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平成21年６月25日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 外 山 衛

副 委 員 長 松 村 悟 郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 外 山 三 博

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

委 員 河 野 哲 也

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

緒 方 哲
農政水産部次長
（ 総 括 ）

原 川 忠 典
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

関 屋 朝 裕
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

加勇田 誠
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 土 屋 秀 二

農業改良対策監 井 上 裕 一

消費安全企画監 小 川 雅 行

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 山 本 慎一郎

家畜防疫対策監 児 玉 州 男

矢 方 道 雄
部 参 事 兼
農 村 計 画 課 長

国営事業対策監 三 好 亨 二

農 村 整 備 課 長 西 重 好

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏

水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 坂 元 政 嗣

総合農業試験場長 村 田 壽 夫

県立農業大学校長 米 良 弥

畜 産 試 験 場 長 荒 武 正 則

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

おはようございます。委員○外山 衛委員長

会を再開いたします。

まず、議案、報告事項についての質疑がござ

いましたら、お願いいたしたいと思います。

議案の第10号、提出議案の37○外山三博委員

ページなんですが、業としてミツバチを飼うと

きには、区域を越えて転飼をしようとするとき

は知事の許可を受けなければならないと。改正

後は地域が変わるということですね。これはも

う少し砕いて、何で許可が要るんですか。

済みません、ちょっと質問の○山本畜産課長

意味があれなんですけど、転飼の許可がなぜ要

るかという話でございますか。

そういうこと。○外山三博委員

養蜂振興法という法律がござ○山本畜産課長

いまして、この法律は、ハチみつとかみつろう

ですね、こういったものを安定的に確保するこ
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と それと 最近言われておりますポリネーショ、 、

ン、農作物の花粉受粉ですね、これの効率化を

図るということで制定されておりまして、その

中で、転飼養蜂の規制ということで、ほかの都

道府県に行く場合、あるいは県内で転飼をする

場合には、都道府県知事の許可が要るというこ

とになっておりまして、これは分布調整と申し

ますか、適正な養蜂の配置というようなことが

根底にあるのではないかというふうに考えてお

ります。

養蜂に関してほとんど私も知○外山三博委員

識はない。しかし、ハチみつは健康志向という

ことで非常に注目をされてきていますね。議会

、 、でほとんど議論がなかったと思うんで この際

少しその周辺の部分を含めて聞いていきたいん

ですが、テレビの映像等見ると、日本でも花の

開花がずっと上がってきますね。それを追っか

けて養蜂業者がハチみつの箱、ミツバチの箱を

持ってずっと上がっていく映像なんか見るんで

すが、これは当然、県境を越えて行くときには

許可申請を出す。申請を出せば大体許可になる

んですか。

ある程度継続的にこういった○山本畜産課長

転飼、例えば県内でも転飼をされる方はいらっ

しゃいます。県内だけの転飼の方もいらっしゃ

いますし、今おっしゃいましたように、南は沖

縄から北海道までずっと季節ごとに上がって、

最終的には北海道まで上がっていかれるような

比較的大規模の養蜂業者の方もおられます。こ

ういった方々については、過去からそういった

経緯もありますし、ある程度どこに置かれるか

というのは決まっておるというか、そういう過

去の経緯等もあるもんですから、そういうこと

で比較的、安定的に許可が下りているというよ

うな状況にございます。

ということは、冬場になると○外山三博委員

北の業者が宮崎あたりにおりてくる。そして県

に許可願というのが当然出てくるわけですか。

そんなに多い数ではございま○山本畜産課長

せんけれども、幾つかやっぱり北海道とか県外

の方が県内に採みつに来られる、あるいは越冬

に来られるということはございます。

ところで、県内の養蜂業者と○外山三博委員

いうのかな、養蜂業者は何人ぐらいおられるん

ですか。

統計的な数字で申し上げます○山本畜産課長

と、平成21年度、直近の数字でございますけれ

ども、これは法律によりまして、必ず１月１日

現在の飼育届、養蜂業者の方々は今、何群持っ

ているというような届けを出すことになってお

りまして、その数字で申し上げますと、平成21

年度が県内で66戸、約3,000群の飼養がございま

す。

66戸というのは、66人が3,000○外山三博委員

幾つかの巣箱を持っているということですか。

はい、そうでございます。○山本畜産課長

過去から現在、この数の推移○外山三博委員

ですよ、ふえているのか減っているのか。それ

とあわせて、採取するハチみつの数量ですね、

増減。そして、現在どのくらいの金額、生産額

というのかな、わかっておったらちょっと教え

てほしいんですが。

御案内のように、やはり養蜂○山本畜産課長

業も、かつては、昭和55年の数字でちょっと申

し上げますと183戸、これは県内でございますけ

れども、9,854群の数がございまして、当時は

約7,700ヘクタールぐらいの採みつ面積がござい

。 、ました 早期水稲も余りなかったということで

半分ぐらいはレンゲ、そのほかがミカンとかそ

ういったものが多うございました。現在は、先
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ほど申しましたように、66戸で3,001群ぐらいと

いうふうになっておりますけれども、面積につ

きまして、21年度はまだ出ておりませんが、19

年の数字が直近の数字ということで、1,969ヘク

タール、約2,000ヘクタールということで、４分

の１近くに減っておりまして、現在は早期水稲

が採みつの時期に多いということで、レンゲそ

のものは約2,000ヘクタールの中の243ヘクター

、 。ル 残りがミカンということになっております

、 、採みつの生産量ですけれども 本県の場合は

平成19年の数字で２万2,787キログラムでござい

ますので、約23トンでございます。金額のほう

が今手元にございませんので、金額はちょっと

わかりません。そのほかにみつろう、これはろ

うそくとかハンドクリームとか、それからワッ

クスですね、こういったものに使われるという

ふうに聞いておりますけれども、県内で521キロ

の生産がございます。そのほかにローヤルゼ

、 。リー これが約32キロ程度の生産がございます

ちなみに国内の生産量が約2,815トン、そして、

実は圧倒的に多いのが輸入でございまして、輸

入が３万7,887トン、これは平成19年の実績です

けれども、約３万8,000トンほどが輸入されてお

、 。りまして その90％が中国から入っております

残り1,500～1,600トン程度がアルゼンチンから

輸入をされているという状況にございます。以

上でございます。

22トンとちょっとですね。宮○外山三博委員

崎の今の数量は。金額ですね、ちょっとわから

ないということ。細かい数字はいいんですが、

ざっと、今、キロどのくらいなのかな。大体ど

のくらいか、アバウトでいいんですよ、１億な

のか10億なのか。

市販のハチみつの、いわゆる○山本畜産課長

国産のハチみつが、大体１キロ幾らでしょう

か、2,000円とかそのぐらいのものかなと思いま

すが、それに掛けないと……。日本養蜂はちみ

つ協会というのがございまして そこで ちょっ、 、

と幅がございますけれども、１キロ1,500円か

ら4,000円ぐらいの範囲になっているようでござ

います。１キロ当たり2,500円から3,000円ぐら

いが平均的な価格ですので、掛け算をしないと

出ない状況です。

その間に。今、地方を視察な○外山三博委員

んかでずっと回りますと、道の駅とか地域のそ

ういう直販店には、地どれ、生産者のハチみつ

が大概ありますね。だから、割とこれは根強い

需要があると思うんです。そこで、一番気にな

るのは、私も大概使う。そうすると、純粋か、

あめが、糖分が入っておるかどうか。私が見る

範囲では、全部純粋と書いてあるんですね。と

ころが、私の昔からの経験でいうと、純粋なハ

チみつは冬場は固まって夏は溶ける。今のハチ

、 。みつは ほとんど冬でも溶けた状態なんですね

、 、純粋ハチみつという表現をする場合に 法的に

ある量のそういうまぜ物というか、あめという

のか、そういうものが入っていてもいいんです

か。それとも全く純粋じゃないと純粋と言った

らいけないんですか。

ハチみつの場合は、みつ○土屋営農支援課長

源によりまして、例えばレンゲとかほかの花と

かいろいろみつ源がありますけれども、そのみ

つ源によりまして、ハチみつに含まれている糖

の成分、これは果糖とブドウ糖らしいんですけ

れども、この成分の比率によって固まりやすい

ものと固まりにくいものがあるらしいです。例

えば、アカシアをみつ源とするハチみつがある

んですけれども、これは果糖が多いもんですか

ら、固まりにくい、結晶化しにくいと。逆にソ

バをみつ源にしているものもあるんですけれど
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、 、も これはブドウ糖のほうが多いもんですから

結晶化しやすいと。それと保管している温度で

すね、大体13度から14度で一番結晶化しやすい

というふうに言われておりますので それによっ、

ても固まるものが違うというふうに言われてお

ります。

、 、それから 純粋という表示なんですけれども

これは、ハチみつ以外のもの、例えば、先ほど

先生おっしゃった水あめとかそういうものを加

えたものは、純粋ハチみつというふうには表示

できないことになっております。

ということは、市販のハチみ○外山三博委員

つのラベルを見ると、純粋と書いてあるものは

水あめ等の混入が全くないと信じていいわけで

すね。

本来ならばそうであるは○土屋営農支援課長

ずでございます。

地方に行って、物すごく高い○外山三博委員

のがあるんですよ。同じ容器で１万円ぐらい。

値段が安いのもある 国産で3,000円台から4,000。

円。一番高いのは、聞いたら、これは純粋です

と。こっちは純粋じゃないのかと言ったら、こ

うしてはっきり言わないんですが、どうもまぜ

物があるハチみつが店頭にあるような気がして

ならないんですね。そこ辺の調査というのはさ

れたことはありますか。

うちのほうで調査したこ○土屋営農支援課長

とはないんですけれども、純粋ではなくて、は

ちみつという名称を使うのは、純粋のハチみつ

に糖を加えたり、あと、花粉を加えたり、ビタ

ミンを加えたりしても、はちみつという表示は

していいようになっております。ですから、純

粋というものは100％ハチみつのみなんですけれ

ども、純粋ハチみつはですね、はちみつという

表示がされているものは、いろいろ糖類なんか

がまぜてあるものもございます。ただし、その

場合には表示が決められておりまして、こうい

う糖類をまぜているとか、あるいはビタミンを

まぜているということを表示する義務はござい

ます。

ちょっとわからなくなったん○外山三博委員

ですが、純粋はちみつと書いてあったら何もま

ぜてはいけないと。はちみつだったら、水あめ

もまぜてもいいということなんですか。

はい、そうです。○土屋営農支援課長

。○外山三博委員 それは量は制限ないんですか

60％以上がハチみつとい○土屋営農支援課長

うふうに定められております。重量比でです。

60というのは、ハチみつが60○外山三博委員

以上であればいい。40％がまぜ物でもハチみつ

と 純粋と書いていないハチみつは 大体まざっ。 、

ておると思ってもいいんですね。

裏の表示を見てみないと○土屋営農支援課長

わかりませんけれども、そうだと思います。

、○山本畜産課長 先ほどの金額でございますが

ざっと、一応キロ3,000円ということで試算をい

たしますと、6,836万円程度になります。

もう一件、常任委員会の補正○外山三博委員

の資料の10ページ、ピーマン等生産体制再生支

。援モデル事業についてちょっとお尋ねをします

これは、きのうの説明で、ピーマンを対象にと

いう話だったですね。これはピーマン以外の例

えばキュウリとかトマトとか、これにはこの事

業は適用しないということですか。

仕組みは御説明したよう○郡司農産園芸課長

なことなんですけれども、キュウリ等ほかの作

物でもこのシステムは利用は可能だと思われま

す。しかし、今回、冬春ピーマンということに

焦点を絞ったのは、ピーマンが昨今の重油高騰

というものの影響を最も受けるというふうなこ
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とで、面積も減少しているという中で、この消

費にまずは焦点を絞ってやってみようというこ

、 。とで こんな事業にしているところであります

ということは、ことしのこの○外山三博委員

予算の範囲での事業というのは、ピーマンに限

るというふうに考えていいんですね。

一応はピーマンにまず○郡司農産園芸課長

限ってやりたいと思っております。あわせて、

キュウリとかトマトとかメロン等についても、

仕組みとしては品目が変わっても当然効果は期

待できるわけで、一方では実証試験みたいなも

のをやりながら、しっかりと効果測定をして、

その普及も視野に入れながら進めていきたいと

思っております。以上です。

一応はということは、キュウ○外山三博委員

リとかトマトも場合によっては試験として取り

組んでもいいというふうに理解をしていいんで

すね。

本事業の希望状況、本議○郡司農産園芸課長

会が終わりましたら、市町村を通じてピーマン

農家に当たりたいと思っておりますけれども、

その状況等々も踏まえて、もちろんキュウリ、

トマト等も非常に大事な品目でありますので、

視野に入れて対応したいと思っております。

具体的にこれを実行して事業○外山三博委員

、 、 、を始めるときの窓口は 市ですか それもＪＡ

どこが窓口。生産者が取り組もうというときに

どこに申し込みをすればいいということになる

んですか。

この事業については、関○郡司農産園芸課長

係技術者でつくります園芸振興協議会、これに

はＪＡも市町村も技術者全部集まっているんで

すけれども、その中で一緒になって推進してい

こうということで打ち合わせをさせていただい

ているところです。具体的には、ＪＡには共計

委員会というピーマンの部会がございますけれ

ども、ここでも情報を流しますし、計外の方も

おられるということで、市町村にも周知はお願

いしたいと思いますけれども、一義的には地域

にある園芸振興協議会、これを通じて多くの生

産者にこういう事業をやるということの通知は

していきたいというふうに考えているところで

す。

もう一点。きのうの説明で、○外山三博委員

。反当50万ぐらいが頭かなという話だったですね

この上限ですよ、１反、10アールじゃなくて３

反とか４反やっていますね、この事業の限度は

どのくらいを考えておられますか。

。○郡司農産園芸課長 個人のということですか

個人。○外山三博委員

10アール当たり50万ぐら○郡司農産園芸課長

いでいけるだろうと。その３分の１を補助しよ

うということで、単純にいって13.5ヘクタール

ということで進めたいと思っているんですけれ

ども、委員御指摘のとおり、平均でピーマン農

家３反歩、規模の大きい方は70アールぐらいの

方もおられると思いますが、これも少し実際の

希望の状況等々を見ながら判断をしたいと思っ

ておりますが、希望が多ければ、個人へどれく

らいまでという制限を設ける必要はあるかなと

いう気はいたします。以上です。

これは省力化という意味で、○外山三博委員

そして、今まで民間がやっておった同じような

システムとすると非常に安いと。それから、養

、液も市販の安いのが使えるということですから

実験をやっておるハウスの人にも聞いたんです

が、非常にいい。ただ、技術的に、機械はいい

けど、やっぱりレベルというか、相当熟達しな

いと、技術的にそう簡単にだれでも入れてもい

。いというもんじゃないよという話を聞きました
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しかし、それは別として、非常にいい事業だか

ら、これがうまくずっといくようであれば、ふ

えるようであれば、また９月あたりで補正も当

然考えていくべきじゃないかと思いますので、

以上申し上げて終わります。お願いします。

１つ、２つ。資料の６月補正の２○十屋委員

ページで、未来農業につなぐ「アグリ実践ラボ

システム」のことで、もともと基本的にこうい

う事業を考えられたのは県の発想なのかという

のがまず１つと、それから、技術開発をするの

で、事業期間が21年度のみですね。あとそんな

にないんですけど、これは共同研究とかいろい

ろする場合であれば、3,200万、アグリラボの場

合ですともう少し期間的なものが必要じゃない

かと思うんですが、そのあたりの説明をお願い

したいと思います。

アグリ実践ラボシステム○上杉農政企画課長

の事業、まず、こういった事業を考えたのが県

の発想かどうかという話ですけれども、経緯を

申し上げれば、昨年からの一連の燃油高騰、ま

た地球温暖化とかいろいろ問題になっている中

で、こういった民間企業が持っているノウハウ

を農業分野に適用したいというのは、もともと

行政側の意識としてもありました。あと、実際

問題、今、宮崎がいろんな面で注目をされてい

る中で、宮崎県でこういった技術の開発をして

みたいといったような民間企業側の動きという

ものも、それはそれであった中でこういったよ

。うな事業を仕組んだというところでございます

あと 事業期間の話でございますけれども 21、 、

年度ということになってございますけれども 21、

年度でやりますのは、とにかく試験場または農

業大学校などにハウスを設けると。そういった

ものを民間企業に貸し出していく。実際には公

募をして企業を募るわけですけれども、ハウス

の建設とか施設の整備は21年度でやって、実際

民間企業との共同研究は引き続きやっていきま

すので、そういった形で21年度という形になっ

ております。

ということは、この3,200万は直接○十屋委員

ハウスをつくる経費と。その後、300万使ってい

ろいろ民間の方を募ってやるということで、書

類上は21年ですけど、おおよそどのくらいのス

パンをこの事業としては考えていらっしゃるん

ですか。

実際、技術をまず固めて○上杉農政企画課長

現場に普及できるまでにどのぐらい期間がかか

るかというのは、実際応募してくる民間企業側

の、どんな開発をしたいんだとかに影響されて

きますので、一概に何年かかるとはなかなか申

し上げられないんですけれども、できるだけ早

く現場に普及できるようにやっていきたいとい

うふうに考えております。

わかりました。次に、６ページの○十屋委員

経営力強化支援なんですけれども、きのういた

だいた資料に、農業生産法人が21年が290で、26

年までに390にふやしたいと。それの経営の安定

と雇用というところだと思うんですが これは70、

名という中で、法人が多いわけですけど、これ

は３年間掛ける70というふうに見ていいのか。

そして、１法人に対して例えば１人とか２人と

かそういう枠があるのかというのをお聞かせい

だたけますか。

まず、法人関係でござい○山内連携推進室長

ますけれども、資料で７ページのフロー図を見

ていただきたいんですけれども、現在、調査で

は587法人で、現状といたしまして、これは推計

でございますけれども、常時雇用者が4,300人ほ

。どおられるというぐあいに試算してございます

それを産出額で3,400億の平成26年度の目標を考



- 65 -

えてみました場合、農業生産法人は720ほど伸ば

していこうという考え方の中で、既存法人の経

営拡大と新規参入等によりまして、真ん中ほど

にゴシック体で書いてございますけど、1,300人

ほど法人の雇用が伸びていくと。いわば、こう

いった経営力強化を図っていけば、1,300人ほど

の雇用も創出できるという考えになってござい

ます。

そういった中で、70名ということを、今回、

ふるさと雇用再生特別事業を使いながら３年間

でやっていくわけですけれども、考え方といた

しましては 70名掛ける３で 1,300人のうち210、 、

名の雇用創出等についてこの事業で見ていこう

というふうに思ってございます。

それと、法人関係のあれにつきましては、こ

、 、の事業は 本議会を通させていただきましたら

７月早々に募集をかけていきたいと思っており

ます。中心的には、対象法人は587、あるいは経

営拡大を考えておって法人を目指そうとする認

定農業者等も対象に加えようと思っていますの

で、かなりの応募が上がってきましたら、経営

強化内容の審査を経て人数等の制限というのも

あろうかというふうに考えております。

素朴な質問、私は質問のときに、○十屋委員

、これを見て農業生産法人のみを言ったんですが

今説明があった587法人との、申しわけないんで

、 。すけど 違いをちょっと教えてもらえませんか

この橙の資料でいきます○山内連携推進室長

と、４ページですね、農業法人は、いわゆる一

般法人と農地を活用する農業生産法人という形

で分かれておりますけれども、農業法人自体

は587ということで このうち農業生産法人が290、

ということです。

はい、わかりました。ありがとう○十屋委員

ございました。

では、次に８ページなんですけど、鳥獣害自

衛体、自衛体の「体」が、我々の期待する「タ

イ」は別な「タイ」だったんですけど、そうい

、 、うものであればいいんですが きのうもですね

基本的に、シカなりの害があったときに、山か

らおりてくるから、人間がそれを防御しなきゃ

いけないということになって、対処療法的には

いいんですけれども 環境森林部のほうにも言っ、

たんですけど、山の上のほうにえさがあるよう

なそういう仕組みづくりをしないと解決はでき

ないというふうに思っているところと、それと

こういうのとで抱き合わせていかなきゃいけな

いんですが、最初の「県民への理解促進」とい

うところは、どの県民を対象に、被害に遭って

いる方ではないと思うんですけれども、ある程

度理解されているのかなというふうに正直なと

ころ思っているんですが、この理解促進という

のはどういう方を対象にされるんですか。

一番被害を受けておられ○土屋営農支援課長

る地域でも、農家の方あるいは非農家の方が混

住されておられるわけなんですけれども、農家

の方は実際に被害を受けておりますので、どう

にかしないといけないという意識はあるわけな

んですけれども、それ以外の方は、例えば、自

分のところのごみを放置しておったりとか、あ

るいは庭先に果樹を植えておったりして、その

ままになっているところもあるというふうにも

聞いておりますので、そういうところをまず除

去したいというようなこともあります。そうい

う意識を集落あるいは地域の方々みんなに御理

解いただかないと、このような大きな、例えば

フェンスを張るとかいうようなことは難しいと

思いますので、これは県のほうが主催しまして

研修会などを開いて、生態なり被害なりを知っ

ていただくということがまず第一の目的でござ
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います。

実際、県のほうから振興局等を通○十屋委員

じて、その集落というか地域に行って、公民館

とかそういうところでその方々を集めてされる

ところまでやられるんですか。

９ページに書いてござい○土屋営農支援課長

「 」 、ます一番上の 県民への理解促進 というのは

この研修の開催といいますのは、県北、県中、

県南の３カ所で ちょっと大き目の 一般の方々、 、

も含めて研修会を開こうというふうに考えてお

りまして、例えば地域の公民館あたりで開くと

いいますのは、下のほうの自衛体制緊急整備の

中の野生鳥獣を近づけない集落環境づくり事業

の中の①、地域での課題解決研修の中で合意形

成を図るということで、振興局あたりから集め

ていただくというようなことは、地域段階では

この下のほうでやろうというふうに考えていま

す。

いつやるのかによっても違うんで○十屋委員

すね。昼やるか、夜やるか、どういう広報の活

動をするか。よくあるパターンで、文書を流す

なり何かして、来てくれる方が少なかったとい

うのは、今先ほど言われた農家に関する方々は

意識が高いので多分来られると思うんですが、

そういう集落に住んでいらっしゃって、働いて

いらっしゃる、別な会社で働いていらっしゃる

、 、方とかが 自分の庭先の果樹をそういうふうに

何というんですか、撤去しなきゃいけないとか

なってくるとまた別な話かなというふうに思う

んですね。そのあたり、何というのかな、もう

少し抜本的に考えないと、人間が守っている場

合だけではなくて、もっと別な方法があるよう

な気がするんですが、それはもうやるんならし

ようがないんですけど。

それともう一つ、地域全体で……、これ、も

う少し具体的に説明していただけませんか。地

域住民と一体となった自衛体制の構築というの

は、草刈りとか、猿が来ないようにしましょう

というところと、最後の③で追い払い、接近警

報システムの導入とか、さくとか、いろいろ考

えていらっしゃるんですけど、具体的に今やっ

ていらっしゃることプラス何か新しくされると

いうんであれば。

まず、集落の人、地域の○土屋営農支援課長

人全員でやっていただくというのは、地域住民

と一体となった自衛体制の構築の②のところな

、 、んですけれども やぶになっているところとか

耕作放棄地あたりをきれいにしていただいて、

えさ場とか隠れ家をなくすということ。それか

、 、 、ら 山と集落の間を 緩衝地帯というんですか

そこを見晴らしのいいようにして鳥獣が集落の

ほうまで出てきにくくするということは、農家

の方だけではなくて、非農家の方にも御協力を

願わないといけないことが多いと思われますの

で、ここをみんなでやっていきたいというふう

に考えています。

それから、追い払い体制といいますのは、こ

れは猿に限ったことなんですけれども、猿の群

れを追い払うためには、雌猿をつかまえて発信

器をつけないといけないということらしいんで

すが、実際につかまえることの労力が非常に大

変だということもございまして、そこらあたり

。の人件費なんかも見ているところでございます

それから、今までもネットとか張ったりして

いるんですけれども、これは圃場単位に３反と

か５反とかその程度のものだったんですけれど

も、それだけではなかなか難しいということも

ございまして、もうちょっと大きな単位でくく

ると、囲むということなんですけれども、よそ

、の県の事例をちょっと言わせていただきますと
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例えば長崎県でビワを栽培しているんですけれ

ども、そこはビワ畑と山を完全に分離するとい

う意味で、直線で連続して27キロのフェンスを

張りめぐらしております。それでほとんど被害

、がなくなったということも聞いておりますので

宮崎県の場合、もちろん地域によって、地形に

よって異なると思いますけれども、ある程度大

きな面積で囲うというようなことを考えている

ところです。

今、最後に言われましたように、○十屋委員

相当数の距離数をやったときに、単年度じゃな

いんでしょうけど、予算的には大丈夫なのかな

という気がするんですけど。

これは単年度なんですけ○土屋営農支援課長

れども、ほかの国の事業もございますので、来

年度以降は国の事業のほうにのせていこうとい

う計画もございます。それから、長崎県の27キ

ロのフェンスなんですけれども、このフェンス

の設置費が27キロで約6,000万でございます。そ

んなに高いものではございませんので、不可能

な数字ではございません。

正直なところ、農家の方に言わせ○十屋委員

ると、もう少しこまめに、自分の田んぼだけを

囲っていたりとかするので、お米をつくる分とs

作代と相殺したら割に合わんというような話や

らいろいろあるんで、補助はきちんとそういう

ところまで手厚くといいますか、目配り、気配

りをしていただければありがたいなというふう

、 。に思っていますので お願いしたいと思います

最後に、報告書の内水面のウナギの関係なん

ですが、151ページで、最初の現金預金というと

ころが昨年度より400万ほど少なくなっていると

ころの御説明と、それから、152ページの指定正

味財産の補助金、これは県というふうに理解し

てよろしいんですか。その２点。

先に、２つ目の補助金で○鹿田水産政策課長

すけれども、こちらは県からの補助金でござい

ます。

あと、先ほどありました現金のほうですけれ

ども、こちらの職員に支払われるべき退職金で

すとか、センターが本人にかわって支払います

社会保険料等ありますので、そちらが支払われ

て減っているということでございます。

152ページの補助金について○成原漁業調整監

補足をさせていただきます。5,000万ということ

で計上されておりますけれども、この件につき

ましては、従来、経営が非常に悪かったという

ことで、経営対策の一環として、シラスウナギ

協議会のほうから県に寄附をいただきまして、

それをもとに、県が内水面振興センターのほう

に経営安定のための積立金を積み立てるという

ことをやってございました。このものがたまっ

ているということでございます。

何点かお尋ねをしたいと思います○鳥飼委員

が、まず、歳出予算説明資料の13号のほうの77

ページに、家畜保健衛生費の１億3,300万が出て

おります。これについてちょっとお尋ねをいた

。 、 、します 宮崎家畜保健衛生所は 昨年でしたか

長年の懸案事項であったんですけれども、よう

やく整備をされて、検査棟等と、居住棟といい

ますか、事務棟と分離がされたということで大

変よかったなと思っておりますし、それまでは

死亡牛等が搬入をされても、それを解体をして

焼却をしなくてはいけないというような、極め

て問題のあるところだっただろうと思っている

んですけれども、まだ現場を私は見せていただ

いていないもんですから、どういうふうになっ

ているか、後ろのほうに行っていないんですけ

ど、また近いうちに見せていただきたいと思っ

ているんですが、今回、同様のということで、
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私、きのうちょっと聞き漏らしたんですけれど

も、恐らく延岡をやられるのかなというような

感じ。ちょっとここをもう一回御説明をお願い

したいと思います。

御案内のように 今 委員おっ○山本畜産課長 、 、

しゃいましたように、宮崎家畜保健衛生所につ

きましては、平成19年に鳥インフルエンザが本

県で発生したときの検査体制等の問題もござい

まして、平成19年度から平成22年度、４年間か

けて検査施設等を中心に整備をするという事業

を展開いたしておりまして、平成19年度には一

、 、部周辺の土地を取得させていただきまして 今

委員おっしゃいましたように、昨年度はメーン

となります検査棟を完成させて、もう既に稼働

しているところでございますが、今年度、大型

焼却炉をつけました解剖棟の建設、そして、実

は来年度は、４年間計画ということで最終年度

で、残されました今あります本館、これの改修

工事等を含めてやるということにいたしており

ましたけれども、防疫体制を緊急にやはり確立

する必要があるということで、今回こういった

事業を組ませていただきまして、１年前倒しで

本館改修等やらせていただきまして、早期に防

疫体制を確立するということでございまして、

延岡の家保の整備とは全く別のものでございま

す。

宮崎ということですね。本当に悲○鳥飼委員

惨な現場だったんですね。獣医の皆さん方に大

変な御苦労をいただいて、血まみれになりなが

ら死亡牛を切断をして焼却をするというような

ことだったもんですから、非常によかったなと

私は思っているんですけど、延岡もかなり老朽

化をしていますし、市街地の住宅地にあるんで

すけれども、延岡の家畜保健衛生所についての

検討状況といいますか、改築に向けての検討状

況、それがありましたら、お尋ねします。

御案内のように、延岡の家畜○山本畜産課長

保健衛生所も、たしか昭和54年だったと思いま

すが、建設をされまして、30年程度たっており

ます。建物そのものはまだ老朽化というかそこ

までいっておりませんけれども、御案内のよう

に 周辺が住宅地でありますとか スーパーマー、 、

ケット、あるいは隣接するところに保育園、そ

ういったものがございまして、特に死亡した家

畜を病性鑑定と申しますか、解剖したり、焼却

をしたりすることによりまして、周辺の方々に

迷惑をかけないような形で今やらせていただい

ておりますけれども、基本的には全く燃やさな

いというわけにはいかないもんですから、時間

帯でありますとか風向きを考えて、必要最小限

の今、焼却をいたしておりまして、大きなもの

につきましては、解剖の後に解体をいたしまし

て、今、小さな冷凍ストックを解剖室に併設を

いたしておりまして、定期的に宮崎家畜保健衛

生所のほうに搬入いたしまして焼却をしている

現状でございます。ただ、なかなか現在の財政

状況の中で、以前から延岡家畜保健衛生所につ

きましても、移転というようなことでいろいろ

と検討は進めさせていただいておりましたけれ

ども、現状ではなかなかまだ財政的な問題もあ

りまして、今回こういった形で、今のところま

だ宮崎家畜保健衛生所の予算だけを組ませてい

ただいておりますけれども、何とか早目に延岡

家畜保健衛生所につきましても、移転新築とい

うような形でできればいいなというふうに思っ

ておりますけれども、現状ではなかなか厳しい

状況にございます。

ないそでは振れないところはある○鳥飼委員

んでしょうけど、しかし、現場も皆さん方も十

分御承知でしょうけれども、あえて申し上げれ
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ば、死亡牛なりを切断をして解体をしてという

ことになると、血まみれになるわけですね。感

染の危険性もありますし、そこはやはり財政当

局との問題もありますけれども、早急に対応し

ていただくようにお願いをしたいと思っており

ます。都城は、高崎はもう既に整備をされて、

ちょっと奥まったところですから、よろしいか

と思いますけれども、ぜひお願いをしておきた

いと思います。

それから、関連しまして、獣医師の方の確保

ですね、これが、６年制になったということも

ありまして、そして、新しい卒業生が小動物、

ペットですね、民間で開業するなり、そういう

、ところに行かれる方が多くなったということで

これは食肉検査所も同様なんですけれども、家

畜保健衛生所も、やはり獣医師さんをどう確保

していくのかというのが大きな課題となってい

るんですけれども、現状についてちょっとお尋

ねいたします。

今、委員御指摘のとおり、近○山本畜産課長

年は、小動物、いわゆる犬・猫のペット動物病

院を開設したり、そこに診療するというような

、 、獣医さんが非常にふえておりまして 全国で今

国公私立16の獣医系の大学がございまして、

約1,000名程度の学生が毎年獣医ということで卒

業いたしておりまして、新規の就業をいたして

おりますけれども、直近でも約半数が犬・猫、

ペット関係の診療に行くということもございま

す。どうしても定員の約７割近くを占めます私

立系の大学が首都圏に集中をいたしておりまし

て、大学教育の中でも、入ってくる学生の志向

にこたえる形で授業を行うということで、どう

しても小動物の診療に向けた授業が非常に多く

なっているように聞いております。したがいま

して、畜産あるいは家畜に触れる機会も非常に

少ないという状況の中では、産業動物の獣医師

あるいは私ども含めて地方公務員等になる獣医

師の数がかなり減ってきております。県内で申

しますと、一般開業の診療をされております産

業動物、いわゆる畜産の獣医師の方の高齢化が

非常に進んでおりまして、個人開業の方は少し

ずつやはり減っております。

そういった中で、農業共済組合はかなり独自

の努力もされておりまして、奨学金制度を取り

入れたりして、その分を今、農業共済の組合の

ほうが少し肩がわりをしながらやっている状況

にございます。それと、私ども地方公務員獣医

師につきましても、宮崎県で申しましても、こ

こ数年、募集をかけましても定員割れの状態が

続いておりまして、昨年もたしか12名の募集に

対しまして10名の応募で、結果的に国家試験に

２人落ちまして、10名合格はしたんですけれど

も、国家試験に２人落ちて８名の採用というこ

とで、欠が出ているような状況にございます。

今年度、宮崎のほうでも、国の事業等も活用い

たさせていただきまして、奨学金制度を活用い

たしまして、早期に公務員獣医師あるいは産業

動物に係る獣医師の確保を図っていく体制をと

ろうということで事業を開始したところでござ

います。以上でございます。

私、総務の委員会にずっといたも○鳥飼委員

んですから、待遇とかそういうところを見て進

路を決めるということだろうと思いますし、公

務員の場合は 大動物を相手にする長時間立ちっ、

放しの検査というようなこともあったりして、

非常に労働条件が厳しいということもあって敬

遠をされているだろうと思うんです 宮崎県も41。

、歳までに引き上げられたということなんですが

聞くところでは、秋田県なんか59歳の人も採用

しますよというようなこともやっている。必死
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なんですね。ですから、ぜひ、総務のほうとの

関連になりますけれども、厳しくやっぱりその

辺は申し入れといいますか、協議をしていただ

いて、必要な人材を確保していただくようにお

願いしたいと思いますし、現状、先輩の方が、

後輩が困っておるからということで非常勤で来

ていただいているんですけれども、その手当も

安いということで、私も本会議で何回か取り上

げましたけれども、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

獣医師の確保の問題につ○上杉農政企画課長

きましては、農政水産部だけじゃなくて、福祉

保健のほうも含めて大きな問題だと思いますの

で、人事当局のほうにつきまして、ほかの都道

府県の取り組みも研究しながら要望していきた

いというふうに考えております。

頑張ってください。遠慮したらい○鳥飼委員

かんですよ。

それで、続けて、４ページ、宮崎発・大地を

活かす農商工連携ビジネスモデル事業につきま

してお尋ねをしたいと思います。これは、ここ

に目的が書いてございますし、予算額は５億と

いうことで、21年度から５年間ということでご

ざいます。３年の分もあるようですが、新規農

業参入支援タイプと連携強化促進タイプという

、 、ことで 右のほうにわかりやすいといいますか

絵もかいてあるようなんですが、当初予算で農

商工連携の基金をつくりましたね、あれとの関

係は何かあるんでしょうか。産業支援財団に基

金をつくってというのがあったと思うんですけ

ど。

当初、産業支援財団に基○山内連携推進室長

金を積みましたのは、20数億円のファンドを生

かした、いわゆる農商工連携の新商品開発とか

そういったソフト活動等を行う基金等でござい

まして、この５億円の事業とは全く別でござい

ます。

そうしますと、それを活用すると○鳥飼委員

いうところはこれには全く入ってこないんです

ね。私が申し上げたのは、例えば、２つタイプ

、 、がありますけど 進出するところが決まったら

支援財団のも使うことができるというようなこ

とではないわけですね。

この事業は、今回５億円○山内連携推進室長

を農業振興公社に積みまして、５年間かけて、

こういった進出企業とか、コラボに対する施設

投資とか雇用経費とか、あるいは農地集積等に

対して助成を行うものでございます。もちろん

こういった事業展開を行う場合には、やはりソ

フト活動と一体的に取り組まないといけないと

思いますので、今申し上げました商工サイドの

ファンドを活用した基金とはうまく連携をとっ

て事業を推進していくということになろうかと

思います。

新規参入支援タイプと農地の連携○鳥飼委員

強化タイプと２つありまして、これでは投資額

割補助10％、限度額１億円、国内補助事業等と

組み合わせた場合、最大60％の補助というのが

書いてありますけれども、限度額１億円ですか

、 、 、ら 10億円の事業もできる 事業といいますか

事業ですね、ということになると思うんですけ

れども、何件程度とか、どのようなものを想定

をしている。そこ辺まで何かありますか。

幅広くこの事業等の対象○山内連携推進室長

にしたいと思っておりますので、下限は設けて

おりません。上限的に１億円ということでござ

います。ですから、これから採択等の要望等受

けていきますけれども、予算の範囲の中で適切

な執行をしていきたいというふうに思っており

ます。
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かなりあるだろうなというふうに○鳥飼委員

私も思うんです。あってもらわなくちゃいけな

いんですけど。

そこで、農業振興公社に委託をされるという

ことなんですけれども、県が出資している法人

、の経営状況等ということで書いてありますので

ちょっとお尋ねをいたしますが、公社等の改革

案というのが、19年か18年でしたか、定められ

て、あしたその分の特別委員会があるんですけ

れども、その中で、振興公社の位置づけといい

ますか、どういうふうになっていたかわかりま

したら、教えていただくといいんですが。

農業振興公社につきまし○山内連携推進室長

ては、基金協会との統合を行いながら、農政全

体をスリム化したことで機能強化を図っていく

ということで、統合につきましては19年に完了

したところでございます。

そうしますと、公社等改革の案の○鳥飼委員

中では、一応それはクリアしているというふう

に思っていいんですね。

そういうことでございま○山内連携推進室長

す。

そこで、振興公社の事業概要等と○鳥飼委員

いうことで、別冊の資料の３ページにあるんで

すけれども、これは農業開発機械公社から農業

開発公社になりまして、いろいろと経緯も書い

てございますし、組織もこういうふうにして書

いてございます。職員の19名というところです

けれども、新たに新農業支援課というのが21年

度できましたよということで御説明があって、

２人配置をされたということなんですが、県職

員の出向者というのはかなり多いのかなという

ふうに思うんです。現状、数字、今おわかりで

したら。わからなかったら結構なんですけれど

も。

現在、職員が４月１日現○山内連携推進室長

在で19名おりますけれども、県からの派遣は６

名になってございます。

意外と少ないんですね。わかりま○鳥飼委員

した。前の部長が言っておられますけれども、

公社がかなり重要な役割を果たしてくるだろう

と思うんです。先ほど公社等のというのをお聞

きをしたのは、公社等が縮小、縮小にというふ

うにかかってきていますし、本当は県がやるべ

きことをここにやってもらっていただいている

というわけですから、そこをしっかりと支援を

していく必要があるなということでお尋ねをし

たところでございます。

この問題点にもありましたけれども、例えば

退職積立金問題とかありますので、ここは答弁

は結構ですけれども、しっかりと対応していた

だくようにお願いをしたいと思います。公社等

はどこもそんな感じなんですけれども プロパー、

の人たちは本当に心配しておられるようですか

ら、そこは十分対応をお願いをしておきたいと

思います。

それから、次のページの、先ほど出ましたみ

やざき農業経営力強化支援事業なんですけれど

も、ふるさと雇用再生特別基金事業というのは

これは長期の分だったと思うんですね。この人

たちの身分ですね、常勤か非常勤かというよう

なことについてちょっと御説明を。今後の推移

といいますか、展開といいますか、そこもあわ

せてお願いします。

ふるさと雇用再生特別基○山内連携推進室長

金の活用事業につきましては、基本的に継続的

な雇用を目指すということを前提に置いており

、 、 、ますので 今回は 県が事業主体となりまして

農業法人が雇い入れる雇用に対する経費を支援

。 、するということでございます したがいまして
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本事業は１年間という形での経費助成になりま

すけれども、基本的には助成以降もその法人の

正規職員として活躍いただくということを念頭

に置いております。

再確認しますと、農業生産法人、○鳥飼委員

農業法人等で常勤として雇用された人たちに対

して、人件費の支援をしていくということで理

解していっていいんでしょうか。

。○山内連携推進室長 そういうことであります

それと、この農業生産法人、集落○鳥飼委員

等もあるんですが、587というのがあるんですけ

れども、品目ですね、約3,300億ぐらい農業産出

額があると思うんですけど、そのうちの1,100

か1,200ですから、３分の１強かなというふうに

思うんですけれども、これの連絡協議会という

ことで、例えばですよ、宮崎市の住吉にトマト

をつくっているところがあるんですけれども、

ああいうところとか、１年こうあって、どうい

うふうな農産物がつくられているとか、それを

まとめたようなものはあるんでしょうか。

農業法人ですね、生産法○山内連携推進室長

人も含めまして、これにつきましては、毎年、

１月１日現在で市町村を通じた調査を図ってお

、 。りまして そういった実態は把握しております

ちなみに、現在、先ほど申し上げましたけれど

も、農業法人は587ということで、平成21年１月

１日現在で587法人ございます。昨年は560法人

でしたので、１年間で27法人、着実に伸びてご

ざいます。

現状といたしまして、587法人のうち、畜産

が301法人ということと、それから野菜ですね、

こういったものが123というのが主なものであり

。 、 、 、ます 近年の特徴として 従来は 本県の場合

畜産法人が主体であったんですけれども、土地

を活用したということで農業生産法人の伸びが

かなり多うございまして、近年の伸びのかなり

のところを農業生産法人が伸びているというよ

うな状況です。

そういうのは公表か何かしている○鳥飼委員

。 、 、 、んですか 資料でもいいんですけど 私 最近

何カ所か農業生産法人に行ったりとか、委員会

で集落営農の高木に行きましたけれども、やは

り日本の農業、宮崎の農業を大きく変えていく

といいますか、引っ張っていくところになるだ

ろうと思うんです。そういうのがあればいただ

きたいな、見てみたいなというのがあったもん

ですから、何か公表しているのがあるんでしょ

うか。

公表しているのは、今申○山内連携推進室長

し上げた生産法人の形態別の数とかそういった

ものにつきましては 一応当課の資料の中でオー、

プンにしております。概況でございますけれど

も。ただ、企業名とかそういったところは個人

情報的なところ等も、経営概況等がございます

ので、それについては市町村段階で把握してい

るという形でございます。

例えば、都城に行ったらホウレン○鳥飼委員

ソウをかなりつくっておられる。鹿児島県の大

隅町というんですか、隣の町までいって、全部

合わせたら、自社有地と車庫を借りているのと

を合わせたら120ヘクタールとか130とか大規模

なやつで、農業のイメージも変わってくるよう

なのがあるもんですから、そういうのを知って

もらって農業への理解を深めてもらうというの

が大事ではないかなと思っておりますので、ぜ

ひまたここの場で教えていただくところがあれ

。ばお願いをしたいというふうに思っております

確かに法人関係につきま○山内連携推進室長

しては、委員御指摘のとおり、現在、私どもの

試算でございますけれども、産出額の大体32％



- 73 -

ぐらいを占めておるかなと。ただ、これもやは

り担い手の急激なリタイア等が進んでいけば、

法人の占めるウエートというのはかなり重要な

問題となってくると思います。その辺のところ

を４割ぐらいまで高めたいということで今回の

事業等もお願いしているんですけれども、そう

いった面では、やはり法人の実態ですね、そう

いったところを十分把握しながら適切な施策を

やっていくことが大切だと思いますので、そう

いった取り組みは十分展開をしていきたいと思

います。

わかりました。時間があればまた○鳥飼委員

後ほど。

鳥飼委員がおっしゃられた部分が○河野委員

僕も大半だったんですが、みやざき農業経営力

強化支援事業の中の人材確保の必要性という部

分で、非常に明確に計画を立てられているとい

うことで、例えばピーマンなり地頭鶏なり、そ

、の品目の中でそれを強化しているということが

今回の事業で非常に大事な点として挙がってい

るなということで理解しているんですが、それ

でちょっと別個なところへ行くんですけど、14

ページ。ということで、結局そういう人材確保

等含めて大事な事業であるかという視点で

ちょっと確認していく中で、ここの農地有効利

用支援整備事業ということで、集落営農に関し

ての整備事業だと考えるんですが、まず、実態

として、19年度、この集落営農組織というのは

幾つあって、20年度、だから、19年と20年の推

移を確認したいと思うんです。

地域農業推進課で○山之内地域農業推進課長

ございます。集落営農組織につきましては、手

元の資料では 平成19年度が79 平成20年度が95、 、

ということになっております。

ということは、集落営農そのもの○河野委員

はふえているということで理解していいと思う

んですが、その79あった組織で、解体されたと

いう実態はありますか。その79の中で解体、な

くなったというんでしょうか。

集落営農組織につ○山之内地域農業推進課長

きましては、近年多く設置されたものでござい

まして、解体したというような事例は特に聞い

ておりません。

今回この事業が組まれているんで○河野委員

すけど、候補地というか、ここら辺ではないか

というものは挙がっているんでしょうか。

14ページの農地有効利用支○西農村整備課長

援整備事業関係でございますけれども、現在の

ところ、市町村とか土地改良区、県出先の振興

局等を通じまして、事業内容の周知徹底を図っ

ているような状況でございます。取りまとめに

つきましては、６月いっぱいぐらいということ

で、第一弾としてですね、取りまとめる予定で

ございます。以上です。

予算額はどういうふうな基準か、○河野委員

どういうものをもとにしてこれだけの予算額を

組んだのかなというのがちょっと確認したくて

質問したんですけど そこら辺何かあるんでしょ、

うか。

１地区当たりが、簡易な整○西農村整備課長

備のものにつきましては200万未満ということに

なっております。それから、新しく地域での営

農体系等を変えていくために、例えば、転作作

物であります大豆とかバレイショとか、そうい

うものの作付のために必要な暗渠排水というも

のを新設するような事業につきましては、1,000

万以下というような事業費が対象になるという

ことでございます。

僕も農業関係を勉強し始めたばか○河野委員

りという状況の中で、集落営農がうまくいくと
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非常に効果的なものなんですけど、失敗しちゃ

うと耕作放棄地を加速させるものになってしま

うという問題点も全国的にあるというのがあっ

て、宮崎はどういう状況なのかなということで

ちょっと確認したんですが、効果的な事業にな

。るようにまた御努力をお願いしたいと思います

以上です。

きのうちょっと言いませんでした○緒嶋委員

、 、ので 重複した質問になるかと思うんですけど

基本的に、今度国なんかは、ロケットとすれば

４段ロケットというような形の中でやっておる

中で、県の予算の取り組みが、今度でも15億で

しょう、補正２つ合わせて。国の予算は補正だ

けで１兆超すわけですよね、農政関係は。ふる

さとの基金関係もあるわけですけど、このあた

りが、景気・雇用対策と言いながら、何で予算

が真水の分がふえないのか。九州各県は物すご

くふえているわけですよ、予算的に、補正とし

ての対策。景気・雇用という大命題があって予

算を組んでおるわけだから、そのあたりの取り

組みは宮崎県は、農業も厳しいわけですね、実

態は、取り組みの予算的なものが目に見えてい

ないと。これはそれぞれすばらしい予算である

けど、金額的に本当にそのニーズにこたえるだ

けの予算規模かというと、そうはいっていない

というふうに思うんですけど、そのあたりをど

のように考えておるのか。

部全体の予算の取り組み○上杉農政企画課長

の話でございます。まず、先ほど御指摘のあり

ました今回のこの経済危機対策を含めて、九州

各県、補正予算を組んでおるわけでございます

けれども、それに比べて宮崎県全体も、例えば

福岡県とかは673億円も組んでいると。佐賀県

が311億、隣の熊本県801億。そういった中で宮

崎県が今回183億円という額になっていると。こ

、れは県全体の予算ということなんですけれども

１つ要因として考えられますのは、お手元の資

料の６月補正予算説明資料の１ページ、横の絵

でございますけれども、この中で、左の欄の経

済危機対策、４月10日に決定した中で、一番下

のほうに地域活性化・公共投資臨時交付金とい

うものがございます。これは実はまだ我が県へ

、の配分額または詳細がわからないという状況で

今回この６月補正の中では入れられなかったと

いう中で、なかなか額が伸びなかったというの

があるかと思います。

あと、農政水産部そのものについて言います

と、ここ数年特にこういった傾向があるわけで

ございますけれども、１つは、国のほうの事業

の仕組み方といたしまして、いわゆる県を通さ

ない、地域に各協議会、任意協議会、例えば担

い手協議会でありますとか水田協議会でありま

、 、すとか そういった各種協議会がございまして

そういったものに、地方分権の関係であります

とか、または最近、政府全体の取り組みといた

しまして、公益法人には予算を流さないと、削

減する方向がございますので、そういった任意

協議会に直接ダイレクトに予算を流すと。特に

耕作放棄地対策とか今、国を挙げてやっている

わけでございますけれども、大きな部分が直接

行ってしまっているという中で、県の農政水産

部としても、予算の額からいえば伸び悩んでい

るという状況があるかと思います。

それなら、九州各県の農政関係の○緒嶋委員

予算を比較して、それはどこでも同じことだと

思うんですよ、宮崎県だけストレートに行って

おるというわけではないだから。そういう点を

比較して、宮崎県はそういう説明が通用するか

どうかということです。

特に今回の経済危機対策○上杉農政企画課長
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との関係で申し上げますと、先ほどの地域活性

化・公共投資臨時交付金のほうですね、これは

本県は今回６月における補正に組み込むことは

できなかったわけですけれども、ほかの県は入

れているところもあるというやに聞いておりま

すので、その辺でちょっと違いが出てきている

のかと。あと、今回の補正事業に限らず、いわ

ゆる一般の毎年毎年の農政水産関係の予算です

ね これが各県とどんな比較になるのか ちょっ、 、

と今手元にないのでございますけれども、今回

の補正事業について言えばそういうことかなと

考えております。

特に経済・雇用対策ということだ○緒嶋委員

から、最終的には何の予算でも２月補正で減額

やら国の国庫補助関係はあるわけだから、やっ

ぱりこういうときこそ前向きに予算を組んで、

最終的には収入がなきゃ減額せざるを得んのは

やむを得んわけだから、そういう積極性を持っ

て予算を組んでこの厳しさを乗り切るんだと、

そういうような気持ちでいかにゃ、知事は総理

大臣にでもなろうかというのに、こういうよう

な予算では総理大臣にはなれんわ。そういうよ

うな前向きの姿勢を農政水産部は、特に農業は

厳しいわけだから、そういう気持ちで財政当局

と対応していかにゃいかん。これは環境森林部

にも私は言ったんですけれども、向こうからこ

れだけで抑えられて、見込みがまだ明確でない

から予算組めんじゃないかというのも一つの理

屈だけど、厳しいときだからこそ、これはこと

しと来年しか対応できんような予算もあるわけ

ですね、３年間とか。だから、そういう意味で

は、できるだけ先手先手で対応すると、そうい

う姿勢が農政水産部全体になければ、農業の活

性化、農商工連携も含めて前に進まんのじゃな

いかというふうに思うので、９月補正ではもう

ちょっと肉づけをぴしゃっとして、それも半年

過ぎた予算ですよね、９月になれば。そういう

ことでいいのかなという気がするので、もう

ちょっと頑張ってほしいということを一つ申し

添えておきます。

９月補正とかに向けて大○上杉農政企画課長

変心強いお言葉をいただきましたので、頑張っ

ていきたいと思っております。

それと、有害鳥獣対策なんですけ○緒嶋委員

れども、先ほどちょっと出ましたが、私は、自

衛体も、国の自衛隊でやれと前から自衛隊にも

言っておるわけです。外国に行って国際貢献す

るのもいいけど、日本国民を守るためにはそこ

までやらんともうどうにもならんと。ネットを

張るというのはいいんですけれども、高千穂で

国庫補助をもらってやった。ところが、道路が

ある、農道があると、そこから入ってきて、今

度はネットがあるので山に帰れない。そういう

逆効果も出てくるわけです。そこ辺の対策が難

しいわけです。車で通ればそこをどう遮断する

か。そして、ちょっとそれを忘れておると逆に

そこから村里のほうに入ってきた。今度は逃げ

場がなくて、かえって食害を広める、逃げられ

る、そういうような逆効果もあるんですよ。長

崎の場合はうまくいっておるというけど、すべ

てがうまくいくという保証はないわけで、その

あたりをどう考えるかというのもあるので、私

は、やはり最終的には個体を減らす、それしか

本当はないと。これはどこかに追っ払うといっ

ても、数を減らしたわけじゃないわけですね。

どこかで食べるわけだし、どこかで生息するわ

けだから、被害は極端に言えば減りゃしない。

どこかで食べる。だから、適正個体をどこまで

減らすか、その対策には個体を減らすほかない

わけだから、そのための対策というのも考えて
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いかなければ、今後、人間のほうがネットの中

で生活して、有害鳥獣のほうがネットの外で、

広いところで生活する。逆に言えば、人間のほ

うが動物園の中で生活するような感じになるわ

けです。地域によっては。そういうことであり

ますので、やはり環境森林部ともあわせて対策

を国のほうにも強く要望してほしいし、市町村

の職員で有害鳥獣班でもつくってそこでやると

か 私は 極端に言えば自衛隊が一番いいんじゃ、 、

ないかと。これが専門だから。そういうぐらい

に思うんですけど、この対策については真剣に

取り組まなければ、農政だけで１億8,000万、シ

カの害だけで8,000万ぐらい出てないですか。そ

れに猿の害とかそのほかのタヌキの害とか入れ

たら、恐らく４億以上になるだろうと思うんで

す。これは毎年減りやしません。今のままの対

策では。鉄砲を持っておる、狩猟をする人が老

齢化して、それを返納する人も出てくるので、

つえつきながら鉄砲を撃つ人は、それは動物か

ら見れば何の抵抗にもならんわけですよ。だか

ら、これはもうちょっと深刻に考えていかんと

農山村ではもう生活はできないと。被害を被る

というのは、これは、何というか、収穫する直

前にやられるわけですよ 皆 それが一番ショッ、 。

クなんですよ、皆さん。だから、この有害鳥獣

については真剣に今後対策を立てていただきた

いと思いますが、根本的な対策があるかどうか

をお伺いいたします。

今、委員のおっしゃった○土屋営農支援課長

とおりだと思うんですけれども、やっぱり根本

的な対策というのは、個体数を減らさないとど

うしようもないということだと思います。それ

と自衛隊のことも、それがいいなと思ったんで

すけれども、自衛隊法を見てみますと、いろん

な災害のときの活動、ネットを張るというのは

自衛隊にしていただくことも可能だというふう

に書いてあるんですけれども、ただ、鉄砲を撃

つことは法律上禁じられているということだそ

うです。

法律を改正すれば外国にも行かれ○緒嶋委員

るわけだから、これは我々の努力でもあるわけ

ですけれども、そこまで深刻に追い込まれてお

る実態だけは御理解いただきたいというふうに

思います。以上です。

まず、先ほど緒嶋委員からもあり○濵砂委員

ました予算の件なんですが、今回の99億円の配

分額ですね、配分額はいいんですが、積極予算

を取り入れていただくということを含めて、現

在、地方公共団体への配慮ということで２

兆3,790億円が、全体の13兆9,000億については

これは決まった問題で仕方がないんですけれど

も、これがどうかという、将来にどういうもの

を及ぼすかというのは別議論にして、ここでは

この予算が配分されたものとして１兆円が配分

された。99億円が宮崎県分として配分されてき

たわけですが、それによってこういった計画が

組まれているんですが、言われたように積極的

にもう少し今度はこれを利用した予算額をふや

してほしいというのは、これは当然なことであ

りまして、それともう一つ、あと残された１

兆3,000億円が、１兆3,790億円が配分をされる

と思うんですが、それを含めて、今後また宮崎

県独自の予算を組んでいくということになるん

ですけど、今、それを見たときに、平成20年度

の繰越明許費ですが、これは本会議でも話をし

たんですが、農政水産部関係は91件の31億9,300

。万円が繰り越し明許に上がっているわけですね

今回補正されたものが、これは予算執行してい

くわけですけれども、これを含めて、あと１

兆3,000億が、幾らになるかわかりませんが、宮
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崎県にも配分されてくる。そうしたときに、緊

急雇用・経済政策のいわゆる交付金であります

ので、これによって宮崎県の雇用・経済をどの

ように浮揚させていくかというのがことしの課

題なんですけど、それについて、まだこれだけ

の繰越明許費が残されておる。そして、新年度

予算と１次補正、２次補正が追加された。今後

また１兆3,000億が見込まれておるという状況な

んですが、これでこの年度内に消化をしていく

と。中には２年にかけてと、23年までかけてと

、 、いうのもありますけど どれだけかというのが

これがやっぱり宮崎県の経済浮揚につながって

いく。農業の経済浮揚につながっていくことな

んですが、これは全部消化できますか。

まず、繰り越し明許の話○上杉農政企画課長

全般につきましては、これはもうとにかく、事

業執行につきまして、関係機関に早期完了とい

う形でやっていかざるを得ないというふうに考

えております。こういった中で、また、先ほど

御指摘ありました公共投資臨時交付金のほうで

すね、どのぐらいの額に配分がなるのかわかり

ませんけれども、いずれにしましても、職員の

負担にならないよう、なおかつ経済対策として

効果が発せられるように、この２つを両立する

形で適切に対応していきたいというふうに考え

ております。

今回の１号補正、２号補正を含め○濵砂委員

てなんですが、このうち県単事業で使えるとい

うのはどのくらいの割合になるんですか。全部

使えるというわけじゃないんですね。

４月の経済危機対策に基○上杉農政企画課長

づいて配分されています99億円の地域活性化・

経済危機対策臨時交付につきましては、これは

県単で使えるというふうになっております。

全額県単ということですか。○濵砂委員

はい、そうです。○上杉農政企画課長

そうすれば、この際、県単事業で○濵砂委員

今まで取り残した部分、使えない部分をぜひ積

極的に伸ばしていただきたい。ただ、県単ばか

りで使うと補助公共が使えんから予算額が減る

ということなんですね。そういうことなんです

か。つまり、県単事業でこれを真水のまま使っ

てしまうと 補助事業に充当する分が少なくなっ、

て事業全体が膨らまないということになるんで

すか。

地域活性化・経済危機対○上杉農政企画課長

策臨時交付金につきましては、県単公共でやる

べきものについてプラスで仕組んだという状況

でございます。補助公共につきましては、これ

から配分されます地域活性化・公共投資臨時交

付金でやっていくという話になります。

わかりました。それを含めて、今○濵砂委員

後交付されるであろう、いつ、幾ら配分される

かちょっとわからないんですが、この部分で大

型予算を組んで、行き渡っていないところに、

そして経済浮揚につなげてもらうようにぜひよ

ろしくお願いいたします。以上です。

精液のもちょっと聞きたいんですけど。

関連でですね。○外山 衛委員長

その他ですか。じゃ、後からでい○濵砂委員

いです。

今回の補正で水産関係は２億2,400○十屋委員

万ぐらいはあるんですが、ちょっと少ないよう

な気がするんですけど、その理由というのは何

かあるんでしょうか。

水産関係で大きな事○山田漁港漁場整備課長

業といいますのは、補助公共関係がございます

けれども、先ほど企画課長から御説明のあると

おり、９月補正のほうでしたいと考えておりま

す。今回お願いしておりますのは、御説明いた
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しました栽培漁業推進のための栽培協会の募集

事業を１億2,100万ほど、あとは漁港整備関係事

業を今回取り組ませていただいております。

ということは、９月補正で新たに○十屋委員

補正を組んで大きくやるということですね。

補助公共につきまし○山田漁港漁場整備課長

ては９月でさせていただきたいと考えておりま

す。よろしくお願いします。

今、漁業の方も非常に厳しいとい○十屋委員

うことで、漁業の経営安定という面もあります

ので、いろいろとそのあたりも含めて、新しい

国の補助制度といいますか、そういうのもある

みたいですから、９月に期待をしておきたいと

いうふうに思っております。

内水面振興センターのことでお尋○鳥飼委員

ねしておきたいと思います。５ページに報告書

の概要が書いてありますけれども、県内のシラ

スの需要ですね、何トン程度が必要なのか、

ちょっとお尋ねします。

県内のシラスの需要とい○鹿田水産政策課長

うことですけれども、センターが供給しており

ますシラスが、県内の池入れの10％ほどを占め

ているということですので、大体この10倍程度

が実際に池入れされていると考えております。

ただ、そこには、県内産のものもセンターが採

捕したもの以外に含まれておりますし、その他

国産の他県産のもの、あとは外国産の種苗とい

うものが含まれております。

そうしますと、ウナギ種苗の供給○鳥飼委員

量は20年度でいいますと392キロというふうに

なっていますから、3,920キロ、約4,000キロ、

４トン程度と思ってよろしいんでしょうか。

正確な数字は……、少々○鹿田水産政策課長

お待ちください。

平成20年の実績で申し上げ○成原漁業調整監

ますと、池入れ総量が4,209キログラムです。

大体4.2トンというところなんです○鳥飼委員

が、平成６年に内水面振興センターがスタート

したわけですけれども、当初の年が0.5トンぐら

いだったかなと記憶しておるんですけれども、

当初このセンターが発足したときに、県内需要

のどの程度、私の記憶では1.5トンぐらいだった

のかなと思っているんですけれども、どの程度

センターで供給しようという計画でスタートを

されたんでしたかね。あればお答えいただきた

いと思います。

センター設立当初のセン○成原漁業調整監

ターが採捕する予定といいますか、予想数量と

いうのは、３トンを計画しておりましたけれど

も、その当時の需要量自体も大体３トン程度ご

ざいましたので、ほぼ全量をということだった

わけですけれども、現実はそうではなかったと

いうことでございます。

そうすると、当初は全量を採捕し○鳥飼委員

ようということでスタートをして、当時の課長

は水産庁に帰られたというふうに思っているん

ですけれども、スタートをしたんですが、なか

、なかこれが採捕できないというふうな状況には

いろんな自然環境の面もあるだろうと思うんで

すけど、ですから、自然環境に文句言うてもし

ようがないんですけれども、ただ、見通しその

ものはちょっと甘かったのではないかなという

ような気はいたしますよね。全需要量を賄おう

ということでスタートしたわけですから。

そこでちょっとお尋ねしたいのは、報告書

の153ページに、当年度の実績のところで、事業

収益の種苗販売事業収益が、当年度は１億2,500

万、前年度が１億3,000万ということで、500万

減収になっております。ところが、採捕の推移

を見てみますと、ほぼ倍増しているわけなんで
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すけれども この辺の事情はどういうふうになっ、

ているんでしょうか。

単価は、毎年そのときの○鹿田水産政策課長

需給状況に応じまして変化しておりますので、

前年度は全国的に種苗がとれなかったというこ

とで単価が高かったと。ですから、採捕量は低

かったんですが、全体の収入というか売り上げ

自体は、販売規模自体は大きくなったというこ

とでございます。

。○鳥飼委員 全国的に種苗の採取量がふえたと

だから、単価が減ったということだということ

ですけれども、しかし、ふえたといっても、宮

崎の場合は減ったままなんですね。なぜこんな

にも減ったんだろうかというような気もいたし

ますし、それと、去年の委員会で報告があった

と思うんですけれども、警戒といいますか、出

ておられた方が死亡する事故がありましたね。

去年の委員会で報告はあっただろうと思うんで

すけれども、こういう採捕量が減ってきたこと

とやはり何らか関係があるんじゃないかという

ふうな気も私、しまして、現場でそういう警戒

といいますか、警備に当たっておられる方たち

の中にもそういうものが影響しているのかなと

いうふうな気がいたしましてお尋ねをするんで

すけれども、今後、採捕の見込みとしてはどう

いうふうなことを見込んでいるのか。宮崎県だ

けでなくて全国的なものも一つあるでしょうけ

れども、そこ辺をわかっておりましたら、お答

えをお願いしたいと思います。

この採捕の見通しですけ○鹿田水産政策課長

れども、採捕活動自体は、これまでどおりの規

模で継続していくということなんですが、稚魚

の来遊動向につきましては、年変動もありまし

て、科学的な知見もないということで予測がで

きないという状況ですので、今後どの程度の採

捕を見込むのか、予想されるのかをはっきりお

答えすることが難しいんですが、センターとし

ては センターの運営にもこの採捕量がかかわっ、

てきますので、運営に支障がない規模を何とか

維持できればと考えております。以上です。

よろしくお願いしますね、まあ天○鳥飼委員

候が相手ですから。しかし、ある程度供給見込

みというのは、それはそれで全国的なものもあ

、 、るけれども 立てていくべきだと思いますので

。それはよろしくお願いしておきたいと思います

では、次に、その他の報告○外山 衛委員長

事項２点ございましたが、その件に関しての質

疑をお願いいたします。

一般質問で時間がなくて省いてし○濵砂委員

まったんですけど、牛の精液ストロー盗難につ

いて先日お話がありましたので その中でちょっ、

と教えていただきたいんですが 今回盗難に遭っ、

たのは、精液ストローが143本ということの報告

だったんですけれども、その場には143本だけし

かなかったということだったんですか。

、○荒武畜産試験場長 盗難に遭ったボンベには

そのほか約350本ほど入っておりまして、そのう

ちの143本が紛失しているということでございま

す。

それは、350本のうち143本が優良○濵砂委員

牛の精液だったということなんでしょうか。

試験場で使用しておりま○荒武畜産試験場長

す精液でございますので、すべてが優良な精液

だと考えております。

種雄牛ですが、種雄牛は現在県に○濵砂委員

は何頭保有されているんですか。

種雄牛は、高鍋にございます○山本畜産課長

家畜改良事業団というところに、今年度63頭の

種雄牛が県有牛としております。

そのうちの優良牛というのは何頭○濵砂委員
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ですか。

種雄牛の造成過程はかなり長○山本畜産課長

期間、１頭つくるのに６年ほどかかるというこ

とで、その過程でいろいろと選抜をしながら、

かなりいろいろな評価をしながら選抜をしてき

ておりますので、基本的にはその63頭は、一般

的に使える優良な種雄牛だというふうに考えて

おります。

その63頭は全部優秀な牛だという○濵砂委員

ことなんですか。いわゆる人気の高い。

優秀というところがちょっと○山本畜産課長

誤解を招いたかもしれませんけれども、種雄牛

そのものは、先ほど申しましたように、かなり

選抜過程を経て厳しい選抜の中で選ばれており

ますので、一般に供用できる体制にある63頭と

いうことですけれども、人気種雄牛ということ

になりますと、その中の５～６頭とかそういっ

たところにかなり集中はしている状況にござい

ます。

、 。 、○濵砂委員 人気牛ですね ５～６頭 それで

先般の一般質問でもちょっとあったんですが、

６年かかるということですけれども、この63頭

を６年飼育した場合、購入価格等含めてどのく

らいの予算をかけているんですか。

毎年毎年いろんな状況の中で○山本畜産課長

選抜をしていきますので、毎年選抜される頭数

も異なってくることから、一概に言えないとこ

ろがございますけれども、年間に今、種雄牛を

造成するための予算といたしましては、県予算

で１億7,000万円程度かかっております。

牛の購入金額を含めてそうです○濵砂委員

か。63頭は、大体１頭幾らぐらいで買ってこら

れるんですか。優秀な牛を見きわめて買ってこ

られるんですか。

63頭をすぐ即買うというわけ○山本畜産課長

ではなくて、種雄牛をつくるためには、例えば

農家段階で試験種つけと申しますか、交配をし

て、その中から選ばれてきた牛を何段階かに分

けて検定をしながら選抜をしてくることになっ

ておりまして、その中で、ある一定期間、雄子

牛を県有牛として買い入れる期間がございます

けれども、その時点で一応県有牛として買い上

げるということで、その後、種牛候補牛の直接

のその牛そのものの能力の判定と、その中で選

んだ種雄牛候補牛から精液を取りまして、人工

授精を県内の農家にいたしまして……。

いや、だから、牛の購入、県有牛○濵砂委員

にするときの購入価格は１頭どのくらいかとい

うことなんです。

県外から買ってくるというこ○山本畜産課長

とではないですね。

63頭の牛の価格、県がそれを買っ○濵砂委員

たわけでしょう。

済みません、ちょっと調べま○山本畜産課長

す。

私もよく知らんかったんですが、○濵砂委員

、ここを調べてみればみるほど何か興味深い話で

精液を薄めるんですね、精液をとって。私、そ

れも知らんかったんですけど、精液を取る採取

牛ですね、これは１頭の牛で年間何本ぐらい、

どのくらいの精液を採取して何本ぐらいのスト

。 、ローができ上がるんですか 資料を見てみると

希釈率がそれぞれ違うんでしょうけど、牛の場

合は７ccぐらいとって、希釈倍数が10倍から50

倍ということで書いてあるもんですから、ここ

は相当な本数になる。しかも週１回、２回精液

をとってこれだけの希釈をして出すということ

でしょう。

先ほど63頭いるということを○山本畜産課長

申し上げましたけれども、その中でも中心的に
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使われておりますのは６頭とか７頭とかそれぐ

らいの頭数でありまして、先ほど委員おっしゃ

いましたように、１回の採精に大体平均すると

７ccぐらいとれまして、もちろん精子の数ある

いは活力等によって希釈倍数が異なってまいり

まして、基本的には、ちょっと幅がございます

、 。けれども 10倍から50倍程度の幅がございます

それを卵の黄身を使った卵黄液で希釈をいたし

まして、最終的には１本のストローに0.5cc注入

をするということになりますので、計算いたし

ますと、少ないもので１回に350本、多い場合

で800本ぐらいですか。平均しますと１回当た

り400～500本。それで、今県内で一番使われて

おります種雄牛の本数が、年間約４万本ぐらい

になっておりまして 県内全体では昨年度は約14、

万本程度だったと思いますが、家畜改良事業団

のほうで採精をいたしまして供給をいたしてお

ります。

先ほどの牛の買い上げ単価は幾ら○濵砂委員

だったですか。

先ほど直接検定ということで○山本畜産課長

申し上げましたけれども、直接検定牛というこ

とで買い上げる価格は、81万9,000円を１頭当た

り買い上げておりまして、その後、飼養管理、

えさとかそういったものでかかっていきますの

で、その数字はちょっと単純には出せない状況

にあります。

人気牛というのも81万円ぐらいで○濵砂委員

買えるんですね。

当初はすべて同じような形で○山本畜産課長

買い上げまして、その後の評価によって選抜を

していくことになりますので、それがまたすべ

て種牛になるということではございません。

続けてお願いします。ですから、○濵砂委員

優秀な牛が５～６頭と言われましたね、人気の

ある牛が。この牛から採取をして、希釈をして

ストローにする本数が１年間に14万本というこ

とですね。14万本のその数ですね、ちょっと意

地悪なことを言いますけど、試験用とか研究用

とかそういった保存しておく精液ですね、そう

いったものは登録はされていないんじゃないで

すか。それはないんですか。いわゆる、優秀な

牛、人気牛なり、そういうのをとっていきます

ね。それを残しておいて、将来のために研究用

とかそういったものを残しておく、いわゆる登

録以外のものというのはないんですか。

ちょっと意味が違うかも○荒武畜産試験場長

しれませんけれども、試験場では、精液が特定

の、今おっしゃったとおり人気の牛に集中して

いるもんですから、これは全国的な傾向なんで

すけれども、それで非常に血液が濃くなるとい

いますか、均衡が高くなってきている状況があ

ります。そういうこともありまして、それを解

決するために遺伝資源を確保しておかないとい

けないというようなことで、それについては別

途遺伝資源として確保しております。

だから、つまり、ここには、登録○濵砂委員

された以外の精液というのが別にはないんです

か、あるということですね。

現在、試験場では、そう○荒武畜産試験場長

いう遺伝的な、さっき申した遺伝資源ですね、

。そういうものを約５万点ほど確保しております

そこ辺ですよ、今回捜査の段階で○濵砂委員

すからよくわからないんですが、素人から考え

た場合ですよ、希釈があるというのを私は全く

知らんかったんです 希釈倍数でこれほどの 14。 、

万本もの年間に生産をする。これがどういう形

のルートかわからないが流れて出ている。流れ

出ているのが、もちろん県内にこれだけの牛は

生まれんでしょうから、県外にもかなり出るん
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でしょう。それはどうなんですか、全部県内用

なんですか、これは。

県内の農家で使っていただく○山本畜産課長

ための県有牛でございますので、基本的には県

内で使っていただいております。ただ、一部県

外から改良用に欲しいというような譲渡の申し

込み等がありますので、それにつきましては、

県の改良委員会という生産者団体の方々も入っ

た委員会がございますので、そこで吟味をいた

しまして、必要なものについては出したりする

ということはございます。

済みません、教えてください。だ○濵砂委員

から、牛は大体、私、そこも素人でわからない

んですが、県内に年間何頭ぐらいできるんです

か。

母牛が約10万頭ちょっとおり○山本畜産課長

ますので、競り市への上場頭数が年間約７万頭

ちょっとぐらいになります。７万5,000頭ぐらい

です。

つまり７万頭の子牛が生産される○濵砂委員

のに、精液は14万本年間にいわゆるできるとい

うことでしょう。

授精が１回で100％成功するわ○山本畜産課長

けではありませんので、２回、あるいは場合に

よっては３回種つけをして１頭生まれるという

ことがございますので、約10万頭の母牛に平均

しますと1.5回程度の授精が必要になってくるの

で、大体15万本程度が必要かなというふうに考

えております。

受胎率が低いと。薄めるからとい○濵砂委員

うことではないんですね。わかりました。済み

ません、意地悪なことを言って。というのが、

どうも調べていくと、何でこんなに余計精液が

、 、できて しかも県内で消化し切れんはずなのに

その精液はどこに行っているのかと。そういう

疑問があったもんですから。それと、この精液

をとった時点で、人気のある牛は後に遺伝子を

残したいということで当然に保存していくで

しょうし、例えば、ストローというか、採取し

た精液を希釈をするときに、残りのものとかい

ろんなものが出てくるんじゃないかなという気

がしたもんですから、そういったものがもし盗

難に遭ったらそれはもうわからんと。そういう

状況もあるのじゃないかなと思って意地悪なこ

とを言いましたが、そういうことはないんです

か。

家畜改良事業団では、そうい○山本畜産課長

うことがないようにしっかりと精液の管理をし

ておりますし、できた精液についても、事業団

そのものも、今、管理体制をしっかりするよう

にしておりますので、基本的には事業団そのも

ので余ったりとかそういったことはございませ

ん。

ありがとうございました。○濵砂委員

よろしいでしょうか。○外山 衛委員長

では、お疲れさまでございました。以上をも

ちまして農政水産部を終了いたします。

暫時休憩をいたします。

午前11時52分休憩

午前11時54分再開

委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

採決の時間についてでございますが、本日午

後１時半でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように決定いた○外山 衛委員長

しましたので、暫時休憩をいたします。

午前11時55分休憩

午後１時29分再開
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委員会を再開いたします。○外山 衛委員長

まず、議案の採決を行いますが、議案の採決

につきましては、議案ごとがよろしいでしょう

か、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

では、一括して採決をいた○外山 衛委員長

します。

議案第１号、第10号、第13号、第17号及び報

告第１号について、原案のとおり可決または承

認することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます よっ○外山 衛委員長 。

て、議案第１号、第10号、第13号、第17号及び

報告第１号については、原案のとおり可決また

は承認すべきものと決定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査

につきましては、引き続き、閉会中の継続審査

といたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○外山 衛委員長

の旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、委員長報告の項目として特に御要望等ござ

いましたら、お願いいたします。

私も、濵砂委員も言われていまし○緒嶋委員

たが、補正の額そのものが、熊本なんか600何十

億しているんです。そうするとこっちは微々た

るもの。農林なんかでも10何億とかあれで、そ

ういう金額的なもののタイムラグが生じるよう

なおそれもあるんです。それから、熊本で126億

農林水産費なんかを今回補正しているわけです

ね。宮崎県の姿勢そのものが、何を目指して補

正したのかという基本的なものがわからんわけ

です。国の流れの中で確定せんから補正を組ん

でおりませんと。何か消極的な、本当に受け売

りみたいな感じで、そういう意味では、もう

ちょっと積極的にこの厳しさを乗り切るための

対策を十分考えるべきじゃないかと、予算的に

も。そこ辺を強く要望してもらいたいんです。

執行部に聞くと、手法の違○外山 衛委員長

いだとか事務の違いと言いましたけど そうじゃ、

ない気もしますね。

県単事業費だけしか組み込んでい○濵砂委員

ないんです。補助公共事業を含めていないんで

す。ほかの県は、今度の新たな公共事業の分を

当て込んでそれを組んでいるから、ぐっと膨れ

ているんです。緒嶋先生はそれを言われるんで

す。金はどうせ入ってくるんだから、それを見

込んで予算化せないかんじゃないかという言い

分です。当然なことですよ。

そうですね、それを抑えて○外山 衛委員長

ますね。

当初予算は皆そうですよ。見込み○緒嶋委員

で組むわけですから。内示があって組むという

わけじゃないわけだから。そういう発想がない

わけです。

その部分は入れたいと思い○外山 衛委員長

ます。そのほかに何かございますでしょうか。

〔 一任」と呼ぶ者あり〕「

あとは御意見を集約してつ○外山 衛委員長

くってみたいと思います。

では、委員長報告につきましては、正副委員

長に御一任いただくということで御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山 衛委員長

します。
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暫時休憩をいたします。

午後１時32分休憩

午後１時43分再開

、 。○外山 衛委員長 では 委員会を再開します

７月22日の閉会中の委員会につきましては、

休憩中の協議のとおりの内容で委員会を開催す

ることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山 衛委員長

します。

次に、県外調査についてでありますが、県外

調査につきましては、８月19日から21日にかけ

て、これも休憩中の協議内容について実施する

こととして、詳細につきましては正副委員長に

御一任いただくことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように決定をい○外山 衛委員長

たします。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡をいたしますので、よろしくお願いをい

たします。

そのほか何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で委員会を終了いたし○外山 衛委員長

ます。どうもお疲れさまでございました。

午後１時45分閉会
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